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１ 環境保全施策事業一覧（石川県環境総合計画の環境保全施策の体系に基づく分類）

（単位：千円）

事 業 名 担 当 課 R４最終予算 R５最終予算 R６現計予算 事 業 内 容

１ 地球環境の保全
（１）地球温暖化防止
① 県民、事業者等による温室効果ガスの排出削減
いしかわカーボンニュートラル推
進会議（仮称）運営費

カーボンニュートラル
推進課 ３，２２９ ─ ─

カーボンニュートラルに向けて
関係者が一体となって推進する
体制を整備

脱炭素化気運醸成事業費 カーボンニュートラル
推進課 １１，５４０ ４，６２０ ３，０００

公共施設・事業者等へのライト
ダウン呼びかけや、県内トップ
スポーツチームと連携した普及
啓発等

電気自動車等普及促進事業費 カーボンニュートラル
推進課 ７６，４７７ １３５，５０１ １５５，０００

電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車、燃料電池自動車
一般住宅用充電器の購入設置に
対する支援

エコハウス機能活用事業費 カーボンニュートラル
推進課 ─ ─ ２，８５８

機能強化した「いしかわエコハ
ウス」を活用し、省エネ・創エ
ネ住宅（ZEH）の理解を促進

エコハウス機能強化事業費 カーボンニュートラル
推進課 １０４，２９４ １，５００ ０

「いしかわエコハウス」の機能
強化により省エネ・創エネ住宅
（ZEH）の理解を促進

ＺＥＨ等普及促進事業費 カーボンニュートラル
推進課 ２９，０００ １３５，３８０ １０２，２２０

ZEH（Nearly,Oriented含む）の
新築や、開口部の省エネリ
フォームへの支援

いしかわ版環境ISO普及促進費 カーボンニュートラル
推進課 ４，３０５ １，１９７ １，０００

環境保全活動に取り組む学校、
地域、家庭、事業者を認定また
は登録し、いしかわ版環境ISO
を普及促進

いしかわエコスタイル推進事業費 カーボンニュートラル
推進課 ６２２ ６２５ ３３２

温室効果ガスの削減に取り組み
ながら、快適で豊かな暮らしを
実現する「いしかわエコスタイ
ル」の推進

いしかわクールシェア・ウォーム
シェア推進事業費

カーボンニュートラル
推進課 １，５００ ８５２ ─

電力需要が高まる夏と冬に家庭
のエアコンを消して商業施設・
公共施設に出かける「クール
シェア」・「ウォームシェア」
の取組を推進

エコリビング普及促進事業費 カーボンニュートラル
推進課 ３，０１２ ２，７５２ ２５９

ハード（建物、設備の省エネ
化）、ソフト（住まい方の省エ
ネ化）の両面から住宅の省エネ
化を進めるいしかわ流エコリビ
ングの普及促進

気候変動アクションプラン推進費 カーボンニュートラル
推進課 ６，６１３ ３，１９０ ３，４００

いしかわ版環境ISOを、省エ
ネ・節電の効果が高まるように
充実強化し、全県的な取組とし
て推進

エコファミリー倍増推進事業費 カーボンニュートラル
推進課 ３，４７５ ３，４７５ ２，８００

スマートフォンを活用して、
日々の省エネ・節電効果を「見
える化」することによる家庭版
環境ISOへの参加促進

いしかわ工場・施設版環境ＩＳＯ
推進事業

カーボンニュートラル
推進課 ─ ─ ─

工場や施設の環境保全活動を推
進し、モデル的な取組に対して
補助金を交付

事業者向け脱炭素化サポート事業
費

カーボンニュートラル
推進課 ４，０２０ １５，７２０ １４，７００

県内事業者の脱炭素化に向けた
取組につながる、セミナー開
催、専門家派遣の実施、相談窓
口の設置等

省エネ家電購入応援事業費 カーボンニュートラル
推進課 ４８０，０００ ２３０，０００ ─

省エネ家電購入者に省エネ性能
等に応じたキャッシュレスポイ
ントを交付



資
料
編

－ 156 －

（単位：千円）

事 業 名 担 当 課 R４最終予算 R５最終予算 R６現計予算 事 業 内 容

パーク・アンド・ライドシステム
推進費 都市計画課 ５００ ５００ ５００ パーク・アンド・ライドシステ

ムへの助成

企業の森づくり推進事業費 森林管理課 １，０００ １，０００ １，０００
企業による森づくりを推進する
ための事例集の作成、説明会、
現地見学会の開催

② 県庁における温室効果ガスの排出削減（県庁グリーン化率先行動プラン）

県庁グリーン化推進費
環境政策課

カーボンニュートラル
推進課

３００ ３００ ３００ オフィスペーパーリサイクルの
推進等

県庁環境マネジメントシステム運
用費 環境政策課 ５７１ ７２０ ７２０ 石川県環境マネジメントシステ

ム（ISO１４００１）の運用

県庁における温室効果ガス排出量
の削減加速化事業費

カーボンニュートラル
推進課 １，５５４，６６０ ６８，１９４ ２，０２３，１００

太陽光発電設備の設置、照明の
LED化、公用車への環境配慮
車の導入

③ 緑化・森林・林業における二酸化炭素の吸収・固定
いしかわの森整備活動CO２
吸収量認証事業費 森林管理課 ７００ ７００ ７００

企業等の森林整備活動成果を評
価のうえ二酸化炭素吸収証書を
発行

緑化推進事業費 森林管理課 ４，４４０ ４，４４０ ５，２７０ 県民みどりの祭典の開催、緑の
少年団育成等

フォレストサポーター養成事業費 森林管理課 １，０９０ １，０９０ １，０９０ 森林ボランティアに対する講習
会の開催、情報の提供

道路緑化管理費 道路整備課 ２４３，３３４ ２４３，３３４ ２４３，３３４ 街路樹の管理
公園整備費 公園緑地課 １，２７０，８１０ １，０６９，０３６ １，３９３，８７２ 県営都市公園の整備

２ 循環型社会の形成
（１）廃棄物等の排出抑制
プラスチック資源循環推進事業費 資源循環推進課 １，２９２ ３０７ ６４０ 使い捨てプラスチックの使用抑

制等による資源循環の推進

食品ロス削減推進事業費 資源循環推進課 ２，８５９ ２，７４０ ２，５００

食品ロス削減に取り組む飲食店
等の登録制度、フードドライブ
を実施する事業者への支援、規
格外品を販売する「もったいな
い市」の開催と売上の一部を
フードバンク団体へ寄附

（２）循環資源の再利用、再生利用・熱回収
一般廃棄物処理施設整備指導費 資源循環推進課 ２４６ ２６１ ３４０ 指導監督

リサイクル型社会構築推進事業費 資源循環推進課 ３，２３２ ３，２３４ ３，２５７ ３R、家電リサイクル、容器包
装リサイクルの推進等

ゼロエミッション推進事業費 資源循環推進課 ６，７６７ ６，４０２ ７，４３７
自動車リサイクル、ゼロエミッ
ションの推進、減量化アドバイ
ザー派遣等

食品リサイクル推進事業費 ブランド戦略課 １０２ ５７ ２２０
食品リサイクル法施行に伴う食
品廃棄物のリサイクルを推進す
るための普及啓発及び優良事業
者表彰

廃プラスチックリサイクル促進モ
デル事業 資源循環推進課 ─ １，２９０ ２，０００

継続的なリサイクルに向けたモ
デル的取組や一般県民に向けた
啓発的取組を公募して助成

（３）適正な処分
海岸漂着物地域対策推進事業費 資源循環推進課 １２６，６３６ １３９，３７６ １７６，８８９ 国庫補助制度による海岸漂着物

対策
産業廃棄物処理対策費 資源循環推進課 ８，９８２ １１，２７３ １４，１５７ 産業廃棄物の処理対策の推進
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（単位：千円）

事 業 名 担 当 課 R４最終予算 R５最終予算 R６現計予算 事 業 内 容

（４）不適正処理の防止
不法投棄等不適正処理防止対策費 資源循環推進課 １６，８２７ １６，２２４ １８，１８８ 産業廃棄物監視機動班による不

法投棄の監視等

３ 自然と人との共生
（１）地域の特性に応じた自然環境と生物多様性の保全
自然環境保全推進費 自然環境課 ９３５ ８４４ ８１４ 自然環境保全計画に関する調査

等

松くい虫対策費 森林管理課 ２３７，４３４ １７５，０６３ ２１９，４１８ 保全松林への薬剤散布、伐倒駆
除

文化財保護審議会費 文化財課 ６４４ ４３８ １，１２６ 文化財保護審議会の運営費

文化財愛護普及費 文化財課 １，７２２ １，６２４ ２，４４７
国・県指定建造物、史跡、天然
記念物等を対象とした巡視活動
費

世界農業遺産活用推進・
魅力発信事業費 里山振興室 １１，８００ １０，８００ １１，６００

先進国として初めて認定された
世界農業遺産「能登の里山里海」
を積極的に活用し、生業の維
持・創出に向けた里山里海の保
全・利活用や「能登の里山里海」
の価値の再認識と共有に向けた
取組を推進

いしかわ里山振興ファンド事業資
金貸付金 里山振興室 ３，０００，０００ ３，０００，０００ ３，０００，０００

地元金融機関の協力のもと令和
３年度に拡充した１８０億円の
ファンドの運用益と、民間企業
からの寄付金の活用により、里
山里海の資源を活用した生業の
創出やチャレンジ精神旺盛な
「生業の担い手」の参入支援な
どの取組を実施

いしかわ里山づくり推進協議会事
業費補助金 里山振興室 ２，０００ ２，４３６ ２，０００

里山里海の保全活動に関する寄
附金として県が企業から受け入
れた金額を里山振興ファンド事
業を実施する「いしかわ里山づ
くり進推協議会」に補助

里山のパートナーづくり推進
事業費 里山振興室 ２，１２３ １，８６２ ３，０００

企業や都市住民などの参画によ
る里山の利用保全を進めるた
め、里山づくり参画セミナー、
情報交流会の開催、都市住民に
よる農村ボランティアの活動促
進に向けた支援などを実施

いしかわ版里山づくりISO推進
事業費 里山振興室 ２，３６３ １，８７３ ２，１３１

企業・NPO・学校等が行う里
山里海づくり活動を県が認証
し、支援

森づくりボランティア推進事業費
補助金 森林管理課 ４，６００ ４，５４０ ７，６００

の一部

いしかわ森林環境税を活用し、
NPOや地域団体等による里山
林等の保全整備等を行う「森づ
くりボランティア」活動を支援

SATOYAMAイニシアティブ
推進ネットワーク事業費 自然環境課 ４９８ １８０ １４０

SATOYAMAにおける生物多
様性の保全や利用の取組の裾野
拡大と更なる推進を図る活動を
実施

いしかわグリーンウェイブ開催事
業費 自然環境課 ５０ ─ ─

未来を担う子ども達が生物多様
性について考える契機とするた
め、「国際生物多様性の日」で
ある５月２２日を中心に、植樹活
動や記念イベント等を実施

いしかわ里山サウンドウェイブ事
業費 自然環境課 １，１９４ ４００ １，１００

生物多様性等についての理解を
図るため、COP１０名誉大使で
あるMISIAの協力を得て、映
像等を作成し、普及啓発を実施

石川県生物多様性戦略ビジョン改
定費 自然環境課 ─ ８６１ １０，０００

生物多様性国家戦略の改定等に
伴う、本県の生物多様性の保全
に関する計画を改定
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（単位：千円）

事 業 名 担 当 課 R４最終予算 R５最終予算 R６現計予算 事 業 内 容

（２）種の保存の推進
石川の種の保存事業 自然環境課 ３，４７０ ４，３７３ ３，６７０ 指定種の保護・モニタリング、

特定外来生物対策等
トキ分散飼育費 自然環境課 ４４，８５７ ４４，８５３ ４４，８５３ トキの飼育・繁殖費等

次代へつなぐトキ舞ういしかわア
クション推進事業費 自然環境課 ２，０００ １，０００ ２，０００

アクションシートによる環境保
全活動の促進、トキこども検定
の実施等

能登でのトキ放鳥受入推進費 自然環境課 ９，７３１ ８３，０５５ １０６，５００ シンポジウムの開催や県内農業
関係者による先進地視察等

ライチョウ飼育繁殖費 自然環境課 １３，７０５ １３，７０５ １３，７０５ ライチョウの飼育繁殖等

（３）野生鳥獣の保護管理の推進
鳥獣保護諸費 自然環境課 １０，７４０ １０，５８２ １０，５８２ 鳥獣保護区管理等
キジ放鳥事業費 自然環境課 ６００ ０ ６００ キジの放鳥

人と野生鳥獣との共生推進事業 自然環境課 ４，４０４ ４，５１６ ４，５１６
クマ・イノシシ・サル・ニホン
ジカの生息状況調査等、人との
共生のあり方を検討

野鳥観察舎管理費 自然環境課 ３９３ ３９３ ３９３ 施設管理運営費

大型獣対策事業費 自然環境課 ２２，２４１ １１，５３１ ２２，２８６ 里山クマ対策、シカ被害未然防
止対策の推進

ニホンジカ捕獲促進事業費 自然環境課 １６，０６１ １６，０６７ １６，６８８ ニホンジカの生息数抑制に向け
た捕獲の実地

（４）自然とのふれあいの推進
のと海洋ふれあいセンター調査研
究費 自然環境課 ８５０ ８５０ ８５０ 能登半島を中心とした浅海域の

生物に関する調査研究
国立公園保護管理費 自然環境課 ７７９ １，３８０ １，２７０ 白山国立公園の管理
国定公園保護管理費 自然環境課 ２，２４３ ２，２３９ ２，２３９ 国定公園の管理等
自然公園施設管理費 自然環境課 ７３，６２３ ７９，２７４ ２７，９７８ 施設の管理運営
南竜ヶ馬場公衆トイレ整備費 自然環境課 ４２，２７３ ─ ─ 水洗トイレへの建て替え
国定公園等環境整備事業費 自然環境課 ２１，８２０ ２４，３９０ ３８，６６３ 国定公園施設の整備等
県有施設緊急修繕事業費 自然環境課 ３４，８４４ ５３，０７０ ４８，９８０ 老朽化した県有施設の修繕
白山魅力向上発信事業 自然環境課 ─ ７９，０００ ６４，０００
のと海洋ふれあいセンター費 自然環境課 ２５，３４１ ２５，３４１ ２５，３４１ 施設管理運営、普及啓発等
夕日寺健民自然園管理費 自然環境課 １３，７３９ １２，７４６ １２，７４６ 施設管理運営等

いしかわ自然学校推進事業費 自然環境課 ６，３５０ ６，０００ ５，０００
自然環境を活用した多様な自然
体験の場とプログラムを提供す
る「いしかわ自然学校」の開設

里山子ども園推進事業費 自然環境課 ３，０００ ２，９５０ ３，０００ 里山を活用した自然体験プログ
ラムの実施及び普及

森林公園の整備及び管理 観光戦略課 １２０，２５０ １１７，１１４ １２６，５９９ 施設管理運営費
健康の森の整備及び管理 観光戦略課 １２，９８４ １２，９８４ １２，９８４ 施設管理運営費
県民の森の整備及び管理 観光戦略課 ２１，６６６ ２１，６６６ ２１，６６６ 施設管理運営費
いしかわ動物園運営費 観光戦略課 ２４９，０２８ ２４５，８５５ ２４５，０２８ 施設管理運営費
ふれあい昆虫館運営費 観光戦略課 １１１，８８３ １１１，１０９ １１０，８８３ 施設管理運営費
いしかわ田んぼの学校推進プロ
ジェクト事業 農業基盤課 ４，６６４ ４，６０５ ６，６２４ 小学校における農業・農村の多

面的機能の理解促進

いしかわ子ども自然学校推進事業
費 生涯学習課 ６，３８２ ５，８３５ ６，２３６

自然環境を利用した多様な自然
体験の場とプログラムの提供及
び指導者養成等

自然史資料館管理費 生涯学習課 ４９，７１２ ４９，７８２ ４９，０８２ 施設管理運営、教育普及プログ
ラムの実施等
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事 業 名 担 当 課 R４最終予算 R５最終予算 R６現計予算 事 業 内 容

４ 生活環境の保全
（１）流域全体として捉えた水環境の保全
① 健全な水環境の保持
地盤沈下等対策費 環境政策課 １３，２２３ １３，４４９ １２，１６１ 水準測量、観測井による調査等

流域保全総合治山事業費 森林管理課 ３５，０００ ３２，１００ ６５，０００ 奥地の森林や渓流を整備し良質
な生活用水等を確保

環境林整備事業費 森林管理課 ３５７，５９０ ３４０，１４８ ３４０，０５５ 放置竹林の除去等

河川環境整備費 河川課 １７６，８３８ ２３６，１８６ １５２，２４４ 河川の管理及び利用のための
管理用道路整備や高水敷の整備

② 良好で安全な水質の保全
浄化槽対策費 都市計画課 ４，０２７ １，７３８ ３，８５４ 浄化槽の検査指導
農業集落排水事業費 都市計画課 １４５，０３１ ３５０，６７３ ２０５，６７９ 農業集落排水整備への助成

生活排水処理施設整備普及促進費 都市計画課 ４２，６８８ ４３，７２７ ４６，６３０ 汚水処理人口増加分に係る
補助金

排水基準監視指導費 環境政策課 ２，８４５ ２，８４５ ２，８４５ 排水基準の監視指導

水質環境基準等監視調査費 環境政策課 ４２，５３２ ４２，６５４ ４２，８１４ 環境基準、地下水の水質等の監
視調査

水道水等水質検査費 環境政策課 ２，３６３ １，７０６ ２，３０２ 水質検査、飲料水の安全確保対
策

生活基盤施設耐震化等事業費 環境政策課 ８０２，１４８ ３７３，４５３ ９４０ 水道施設の耐震化等への助成
水源水質検査費 水道企業課 ２，５９５ ２，６７８ ２，７１２ 水道水源の水質監視調査

水と緑のふれあいパーク活用推進費 河川課 １，６５０ １，６５０ １，６５０ 木場潟での水生植物活用水質浄
化施設水質調査等

③ 水辺環境の保全
閉鎖性水域環境保全事業費 環境政策課 ３，０００ ９，２００ ３，０００ 河北潟における水質浄化技術の

実証実験・水質浄化材の設置

海岸クリーン運動推進事業費 水産課 ２，８００ ２，８００ ２，８００ 海岸清掃活動「クリーン・ビー
チいしかわ」の支援

水辺のフレッシュアップ事業費 河川課 ６５，９９８ ６５，９９８ ６５，９９８ 河川美化事業等
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事 業 名 担 当 課 R４最終予算 R５最終予算 R６現計予算 事 業 内 容

（２）大気環境・土壌環境の保全、化学物質関係
大気汚染監視網管理費 環境政策課 ５６，９４３ ６１，７２２ ６２，６８４ 大気汚染の状況等の監視
大気監視測定機器整備費 環境政策課 １４，７６３ １３，３３４ １８，０５４ 大気測定機器等の整備
有害大気汚染物質対策費 環境政策課 １，６４６ １，６４６ １，６４６ 有害大気汚染物質測定等
大気特定施設監視調査費 環境政策課 ７７７ ７１０ ６１０ ばい煙発生施設等調査
自動車騒音環境基準監視調査費 環境政策課 ３，９３２ ３，９３２ ４，０３１ 自動車騒音実態調査
航空機騒音実態調査費 環境政策課 １，９２３ １，９２３ １，９２３ 航空機騒音実態調査
新幹線騒音環境基準等達成状況調
査費 環境政策課 １，５２８ １，５２８ ９，３０３ 新幹線騒音環境基準等

達成状況調査
新幹線騒音環境基準類型指定調査
費 環境政策課 ６，０５０ ─ ─ 新幹線騒音環境基準類型指定の

見直しのための調査

休廃止鉱山坑廃水処理事業費 環境政策課 ８，０８５ ８，２７３ ９，８４８ 旧尾小屋鉱山の廃水処理に係る
補助金

土壌汚染対策事業費 環境政策課 ９９ ９９ ９９ 土壌汚染リスク情報の収集、法
の周知・普及啓発

酸性雨調査費 環境政策課 ３８９ ３９３ ４９８ 酸性雨実態調査
石綿規制指導費 環境政策課 ８７７ ８７７ ８７７ 石綿飛散防止のための立入調査
ダイオキシン類環境調査費 環境政策課 １５，６６４ １５，６６４ １５，６６４ ダイオキシン類環境実態調査等
家庭用品規制対策費 環境政策課 １９３ １９３ １９３ 家庭用品の監視指導、試買調査
化学物質環境汚染実態調査費 環境政策課 １，９１２ １，６４２ ２，２５８ 環境中の化学物質実態調査等

PRTR事業費 環境政策課 ６８ ６８ ６８ 特定化学物質の排出量・移動量
の調査

農産物等残留農薬安全確保対策費 薬事衛生課 ６，２１０ ６，２１０ ６，２１０ 農産物等の残留農薬検査
食の安全・安心生産工程管理推進
事業 生産振興課 ３６９ ８８７ ２，１００ 研修会の開催等によるGAPの

普及推進

農薬等安全使用対策事業費 ブランド戦略課 ４，１９２ ３，１１３ ５，２２２
農薬及び肥料の適正な生産流
通、使用の指導監督、実証圃の
設置、栽培講習会等の開催によ
る安全安心な農産物生産

（３）環境美化、修景、景観形成
健民運動の推進 女性活躍・県民協働課 １，９４２ １，８９５ １，８９５ 花いっぱいコンクールの実施等

美しい石川の景観づくり推進費 都市計画課 ３，８３３ ３，８３３ ３，８３３ いしかわ景観総合条例に基づく
各種景観施策の実施

（４）開発行為に係る環境配慮
環境影響評価審査費 環境政策課 １，１３０ １，１３０ １，１３０ 大規模開発に関する環境アセス

メントの審査
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事 業 名 担 当 課 R４最終予算 R５最終予算 R６現計予算 事 業 内 容

５ 質の高い環境の形成に資する産業活動の推進
（１）環境に配慮した産業活動の推進

協同組合等強化事業費
（環境適応対策事業費） 経営支援課 １００ １００ １００

中小企業者の産業廃棄物・リサ
イクル資源の処理に対する意識
調査及び関係法令、先進事例等
の啓発

資源循環型畜産確立推進事業費 畜産振興・防疫対策課 ３４７ ３３０ ３１５ 家畜排せつ物の管理の適正化の
推進、指導

環境にやさしい農業推進事業費 生産振興課 ５２５ ５２５ ５２５ 有機・減農薬農産物の生産振興
に対する助成

有機農産物認証事業費 ブランド戦略課 ４８５ ６５０ ７７２
JAS法に基づく有機農産物の生
産行程管理者及び小分け業者の
認証

環境保全型農業生産・消費対策事
業 生産振興課 ０ １０，０００ ８，０００

環境保全型農業の県内全域での
推進に向けた生産対策と消費対
策の実施

（２）環境ビジネスの推進
環境保全資金貸付金 環境政策課 ４，３００ １２１ １５２ 中小企業の環境保全施設整備費

用等を融資
いしかわエコデザイン賞進化事業
費

カーボンニュートラル
推進課 １，３２３ ４，７０８ ４，４８０ 企業のエコ化、エコデザイン賞

の贈賞

（３）農業・農村における多面的機能の維持・発揮
中山間地域等直接支払事業 里山振興室 ５３３，１３９ ５３０，９６４ ５３６，８６８ 農地の保全、管理
里山地域活性化推進事業費 里山振興室 ２，３３５ １，５５６ ２，４００ グリーンツーリズムの普及啓発
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事 業 名 担 当 課 R４最終予算 R５最終予算 R６現計予算 事 業 内 容

６ 環境に関する知識、知恵、情報等の集積と活用
（１）環境教育・環境学習の推進

いしかわ環境情報サイト運営費 環境政策課 ２５９ ３００ ３００
県内のNPO、大学、研究機関、
企業等が有している環境に関す
る知識、知恵、情報等を集積し、
活用するシステムの管理・運営

県民エコステーション事業費 環境政策課 ２１，２１５ ２０，３１９ ２１，４１５
いしかわ環境パートナーシップ
県民会議が行う環境情報の提
供、環境学習講座の開催、環境
保全活動支援等に対する補助

環境教育推進費 環境政策課 １，６２７ １，８０９ １，８０９ 環境月間ポスターコンクールの
実施、環境白書の作成等

（２）環境研究の推進

熱交換用ラティス構造の設計技術
に関する研究 工業試験場 １，５００ ２，０００ ２，０００

格子状の流路構造を持つ熱交換
器を提案し、熱流体シミュレー
ションを用い最適な格子寸法を
導出した。既存の高性能熱交換
器との比較で性能向上を確認し
た。

シミュレーション活用によるレー
ザ肉盛の品質向上に関する研究 工業試験場 ─ ２，２００ ２，２００

金属成分シミュレーションを用
いて合金に含まれる成分と硬さ
の関係式を作成し、狙い硬さを
有する新規合金の成分を検討し
た。

機器操作のIoT化技術の開発 工業試験場 １，５００ ２，２００ ─
産業機械を遠隔操作するため、
物理スイッチの操作機構および
操作機構を制御するシステムの
開発を行った。

脱炭素社会の実現を推進する革新
的リグニン系高機能材料の開発 工業試験場 ７，０００ ４，０００ ４，０００

改質リグニン樹脂と炭素繊維の
複合材料を試作し、改質リグニ
ン樹脂の添加量と炭素繊維の界
面接着性と力学的性質との相関
関係を評価した。

天然由来材料を活用したFRP製造
技術の開発 工業試験場 １，４００ ２，１００ ２，１００

バサルト繊維と各種バイオマス
樹脂を用いたバサルト繊維複合
材料（BFRP）を試作し、力学
的性質等を評価することで、
BFRP成形技術を確立した。

繊維to繊維リサイクルを目的とし
た繊維分析および性能評価技術 工業試験場 ─ ５８９ ５４３

県内繊維業から回収した繊維屑
中に含まれるポリエステル等の
定量分析と、市販リサイクル糸
の物性評価を行った。

県産多孔性残渣を用いた無機顔料
の開発 工業試験場 ６００ ５６８ ─

珪藻土や軽石残渣と九谷焼上絵
用無鉛フリットを組み合わせ、
陶磁器用顔料で赤及び黄色の発
色を確認した。

デジタル技術を活用した環境エネ
ルギー材料の開発 工業試験場 ─ １，５００ １，５００

デジタル技術である第一原理計
算とベイズ最適化によって良好
な熱電物性を有する熱電変換材
料の予測を行った。

グリーン水素活用のための需給平
準化技術の研究 工業試験場 ─ ５９９ ４００

２０２３年の出力抑制実績に基づ
き、余剰電力による水電解を想
定しグリーン水素製造量を算出
した。
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河北潟の沿岸透明度向上技術の検
討 保健環境センター ２６６ ─ ─

透明度を低下させる湖水中懸濁
物質の実態を調べるとともに、
懸濁物質の沈降の促進又は除去
する方法について検討する。

気候変動による石川県内の河川・
湖沼の水質への影響調査 保健環境センター ─ ３４１ ３２８

気候変動が県内の河川・湖沼の
水質に現在どのような影響を与
えているか。
また、将来どのような影響を与
えるかについて、解析を行い、
情報発信する。

石川県内における地下水ひ素汚染
の機構解明 保健環境センター ４４７ １，０６６ ─

県内の地下水でひ素が環境基準
を超過する事例がみられ、その
原因は自然由来と推定されてい
る。県内の自然由来と推定され
る地下水ひ素汚染について、そ
の汚染機構を解明する。

石川県内における生活関連化学物
質の実態調査 保健環境センター ７３５ ─ ─

環境省の化学物質環境実態調査
の初期環境調査において検出の
あ っ た 生 活関 連 化 学物質
（PPCPs）について、分析法の
検討を行い、概況調査及び詳細
調査により県内河川における濃
度分布を把握する。

タイヤ摩耗粉由来の酸化生成物
（６PPD‐Q）の実態調査 保健環境センター ─ ─ １，０６５

タイヤに含有される酸化防止剤
６PPDの酸化によって生じる
６PPD‐Qについて、分析方法
を確立し、県内における環境中
の実態を把握する。

環境放射線モニタリングに関する
調査研究 保健環境センター ４，５３５ ４，５３７ ５，４０７ 環境中の放射性物質の実態及び

挙動調査を行う。

国際環境協力推進事業費 環境政策課 ─ ２３３ ６１３ 中国江蘇省・韓国全羅北道・ド
イツとの環境協力
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生活環 境 部 企画調整室 部内の政策・予算の企画調整、部内の庶務事務
環境政策課 企画管理グループ ：課の総務、庶務、環境保全資金、環境審議会、環境マネジメントシステム

環境国際協力、環境総合計画、工業用水
環境管理グループ ：大気汚染、騒音・振動・悪臭防止、土壌汚染防止、化学物質、公害紛争・

苦情処理、環境影響評価
水環境グループ ：水質汚濁・地盤沈下、水道事業、温泉、建築物衛生

カーボンニュートラル推進課 企画管理グループ ：課の総務、庶務、環境配慮型自動車の普及、県庁の温室効果ガスの排出削減
地域グリーン戦略グループ ：カーボンニュートラル推進本部、再生可能エネルギー推進計画、環境ビジネスの創出・育成
グリーンライフ推進グループ ：脱炭素型ライフスタイルの啓発、気候変動の影響への適応
ゼロエネルギー建築グループ ：住宅の省エネ・創エネの促進、県庁の環境価値調達計画の策定に向けた調査

資源循環推進課 企画管理グループ ：課の総務、庶務、一般廃棄物処理施設整備の指導、海岸漂着物対策
資源循環グループ ：プラスチック対策、食品ロス削減の推進
審 査 グ ル ー プ ：産業廃棄物処理施設等の許可等
指 導 グ ル ー プ ：不適正処理対策、排出事業者指導

産業廃棄物監視機動班：産業廃棄物処理事業者及び処理施設の監視及び指導
自然環境課 自然共生グループ ：課の総務、庶務、希少野生動植物の保護、外来種対策、

自然保護思想の普及、自然学校
自然公園グループ ：自然公園の許可、指定、計画、施設整備
鳥 獣 グ ル ー プ ：鳥獣の保護及び管理、狩猟免許
トキ共生推進室 ：トキ放鳥推進、生物多様性の確保

白山自然保護センター

女性活躍・県民協働課 企画管理グループ ：健民運動の推進

総 務 部 危機管理監室 危機対策課 原子力安全対策室 ：原子力発電所の安全確保、環境放射能調査

健康福 祉 部 厚生政策課
保健環境センター 管 理 部

企 画 情 報 部 ：情報・精度管理グループ、企画・研修グループ
健康・食品安全科学部 ：細菌グループ、ウィルスグループ、

食品薬品科学グループ、食品残留物質グループ
環 境 科 学 部 ：大気環境グループ、水環境グループ

廃棄物・地下水グループ、化学物質グループ、放射線グループ
保健福祉センター

（４ヵ所）
生 活 環 境 課

商工労 働 部 産業政策課 ブランドマーケティンググループ ：県内企業の競争力強化の推進
工業試 験 場 次世代産業創造グループ ：環境ビジネス分野の新製品開発等を支援・育成

文化観光スポーツ部 観光戦略課 管 理 グ ル ー プ ：保健休養林施設の管理・運営
観光地域づくり推進グループ ：ニューツーリズムの振興

農林水 産 部 農業経営戦略課
農林総合事務所 鳥 獣 担 当 職 員

里山振興室 生業づくりグループ ：里山里海の地域資源を活用した生業の創出、里山里海の利用・保全
世界農業遺産推進グループ ：世界農業遺産「能登の里山里海」の利活用・保全
里山振興グループ ：中山間地域等直接支払事業
交流推進グループ ：スローツーリズムの推進

生産振興課 環境保全農業グループ ：環境保全型農業の推進

農林総合研究センター
ブランド戦略課 マーケティング・輸出グループ ：県産食材の地産地消の推進

消費安全グループ ：食品リサイクルの推進、学校給食における県産食材の導入促進

畜産振興・防疫対策課 安全対策グループ ：家畜排せつ物の適正な管理の指導
農業基盤課 企画調整グループ ：いしかわ田んぼの学校推進プロジェクト事業

農地整備グループ ：ほ場整備事業
農村整備グループ ：小水力等再生可能エネルギー発電施設整備事業
農地保全グループ ：農業用水路の改修

森林管理課 森林企画グループ ：緑化推進、県民参加の森づくり、森林計画策定・管理の指導
森林保全グループ ：森林の保全
森林資源育成グループ ：間伐の推進
森林資源利活用グループ ：県産材利用の推進

水 産 課 経営指導グループ ：漁場環境保全
企画流通グループ ：外来魚
漁 港 グ ル ー プ ：漁港・海岸整備

水産総合センター
土 木 部 監 理 課 技 術 管 理 室 ：建設リサイクル

道路整備課 舗装・維持補修グループ ：沿道環境改善事業、道路緑化管理
雪寒・安全対策グループ ：雪寒対策事業

河 川 課 水 政 グ ル ー プ ：河川愛護活動の支援
河川企画グループ ：河川及び利水ダムの管理
治 水 グ ル ー プ ：河川の親水空間づくり事業、河川改修事業
防災海岸グループ ：海岸保全事業

都市計画課 街路・都市交通グループ ：街並み整備、公共交通の利用促進
景観形成推進室 ：景観形成の推進

生活排水対策室 流域管理グループ ：流域下水道事業、下水道の維持管理
地域排水グループ ：生活排水対策、公共下水道事業・集落排水事業・浄化槽整備事業

公園緑地課 公園・緑化推進グループ ：公園緑地の企画及び緑化推進事業、都市公園事業
金沢城・兼六園周辺整備グループ ：金沢城公園・兼六園周辺の整備

建築住宅課 建築行政グループ ：建築物のリサイクル、石綿に関すること
まちづくりグループ ：街なみ環境整備事業

営 繕 課 企画管理グループ ：県有施設の石綿に関すること
水道企業課 経営管理グループ ：課の総務、庶務、経営管理

施設管理グループ ：水道施設の維持管理
手取川水道事務所
送水管耐震化推進室 業務・用地班、調査設計第一班、調査設計第二班：送水管耐震化の推進

警 察 本 部 生活安全部 生活安全捜査課 ：環境事犯の取締り

教育委 員 会 学校指導課 小中学校教育グループ ：環境教育、学校緑化、エネルギー教育
高等学校教育・人権教育グループ ：環境教育、エネルギー教育
特別支援教育グループ ：環境教育

生涯学習課 社会教育・心の教育グループ ：環境教育
白山青年の家、白山ろく少年自然の家、鹿島少年自然の家、能登少年自然の家（指定管理）
自然史資料館（指定管理）

文 化 財 課 文化遺産活用推進室 ：文化財の管理、指定

２ 石川県の環境関係行政組織（令和６年４月１日現在）
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３ 審議会等関係資料

（１）石川県環境審議会委員及び専門委員部会所属一覧表（任期：R６．８．１～R８．７．３１） ◎は部会長

区 分 氏 名 役 職 名 女
性

所 属 部 会
企画
計画

環境
負荷
低減

持続
可能な
社会
形成

自然
共生

環境
影響
評価

温泉

委 員 青海 万里子 金沢エコライフくらぶ代表 ○ ○ ○
青山 邦洋 石川県漁業協同組合常務理事 ○ ○
池本 良子 金沢大学名誉教授 ○ ◎ ○
一恩 英二 石川県立大学教授 ○ ◎
市原 あかね 金沢大学名誉教授 ○ ○ ○

会長職務代理 井村 久則 金沢大学名誉教授 ○ ◎
浮田 美穂 弁護士 ○ ○ ○
尾島 恭子 金沢大学融合研究域融合科学系教授 ○ ○ ○
神谷 隆宏 福井県立大学恐竜学研究所教授 ○ ◎
神谷 ますみ （公財）いしかわ女性基金評議員 ○ ○ ○
北 智子 ＪＡ石川県女性組織協議会会長 ○ ○ ○
城戸 照彦 金沢大学名誉教授・客員教授 ○ ○
汲田 幹夫 金沢大学理工研究域フロンティア工学系教授 ○ ○
河内 久美子 金沢学院短期大学名誉教授 ○ ○ ○
近藤 安爲 石川県森林組合連合会代表理事会長 ○ ○
新 広昭 金沢星稜大学副学長・教授 ○ ◎
甚田 和幸 石川県町会区長会連合会副会長 ○ ○
中村 明子 弁護士 ○ ○ ○
中村 浩二 金沢大学名誉教授 ○ ○
能木場 由紀子 石川県婦人団体協議会会長 ○ ○ ○
野口 強 （株）北國新聞社論説委員 ○ ○
橋本 昌子 金沢商工会議所女性会会長 ○ ○ ○
長谷川 浩 金沢大学理工研究域物質化学系教授 ○ ○
服部 紀子 日本労働組合総連合会石川県連合会執行委員 ○ ○ ○

会 長 早川 和一 金沢大学名誉教授 ◎ ○
早川 芳子 会議通訳者 ○ ○ ○
番匠 未樹 石川県青年団協議会常任理事 ○ ○ ○
古池 博 石川県地域植物研究会会長 ○ ○
松木 昭博 日本放送協会金沢放送局コンテンツセンター長 ○ ○
宮下 隆司 石川県医師会理事 ○ ○
村山 卓 石川県市長会会長 ○ ○
八木 光世 （株）中日新聞社北陸本社編集局長 ○ ○
矢田 富郎 石川県町長会会長 ○ ○

委員計 総数 ３３人 １４ ２０ １２ １６ １０ ４ ４
専 門 委 員 荒木 重則 （一社）石川県繊維協会理事 ○

猪股 勝彦 金沢大学名誉教授 ○
今井 美和 石川県立看護大学教授 ○ ○
岩田 佳雄 金沢大学名誉教授 ○
上田 哲行 石川県立大学名誉教授 ○
大井 徹 石川県立大学特任教授 ○
大河原 恭祐 金沢大学理工研究域生命理工学系准教授 ○
大田 昇 石川県果樹園芸協会副会長 ○
桂木 実 粟津温泉観光協会会長 ○
鹿野 祐司 片山津温泉旅館協同組合理事 ○
藏 義広 石川県消防長会会長 ○
小泉 孝史 和倉温泉合資会社代表社員・社長 ○
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区 分 氏 名 役 職 名 女
性

所 属 部 会
企画
計画

環境
負荷
低減

持続
可能な
社会
形成

自然
共生

環境
影響
評価

温泉

香坂 玲 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 ○
小中出 佳津良 （一社）石川県建設業協会副会長 ○
白川 郁栄 日本野鳥の会石川代表 ○ ○
鈴木 信雄 金沢大学環日本海域環境研究センター教授 ○
瀬戸 章文 金沢大学理工研究域フロンティア工学系教授 ○
髙山 盛司 （一社）石川県産業資源循環協会会長 ○
田向 公一 山中温泉旅館協同組合理事 ○
塚口 直史 石川県立大学准教授 ○
辻森 金市 （一社）石川県猟友会会長 ○
土屋 宣雄 （公財）石川県埋蔵文化財センター所長 ○
永井 隆幸 山代温泉旅館協同組合専務理事 ○
中川 秀昭 金沢医科大学客員教授 ○
永野 紳一郎 金沢工業大学建築学部教授 ○
中野 真理子 石川県立自然史資料館副館長・学芸員 ○ ○
長谷部 徳子 金沢大学環日本海域環境研究センター教授 ○ ○
松本 要 （一社）石川県鉄工機電協会常任理事・環境委員長 ○
三谷 幹雄 金沢ふるさと愛山会会員 ○
宮島 昌克 金沢大学名誉教授 ○
村山 和臣 （公社）石川県観光連盟理事 ○
専門委員計 総数 ３１人 ４ ０ ３ ５ ６ ９ ８

合 計 総数 ６４人 １８ ２０ １５ ２１ １６ １３ １２
※名簿は、五十音順

（２）石川県公害審査会委員名簿 （R５．５．３１現在）
区 分 氏 名 役 職 名
会 長 宮 前 悟 弁 護 士
会 長 代 理 長 原 悟 弁 護 士
委 員 池 本 良 子 金沢大学名誉教授

一 恩 英 二 石川県立大学生物資源環境学部教授
今 井 美 和 石川県立看護大学看護学部教授
合 田 篤 子 金沢大学人間社会研究域法学系教授
小松﨑 俊 彦 金沢大学理工研究域フロンティア工学系教授
長 澤 裕 子 弁 護 士
中 村 裕 之 金沢大学医薬保健研究域医学系教授
西 条 旨 子 金沢医科大学医学部嘱託教授
西 田 義 洋 （株）中日新聞社北陸本社編集局報道部長
横 山 朱 門 （株）北國新聞社論説主幹

（会長、会長代理を除き５０音順）
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（３）石川県環境審議会の審議状況（令和５年度）

年度 名 称 年月日 審 議 事 項
環境負荷低減部会 ６．３．８

（書面）
・令和６年度水質測定計画について

自然共生部会 ５．１０．６ ・県指定津幡鳥獣保護区津幡特別保護地区の指定について
・対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止について

R５ 環境影響評価部会 ５．７．１２ ・珠洲風力開発株式会社（仮称）馬緤・大谷風力発電事業に係る
環境影響評価方法書について（諮問Ｒ５．６．６）

５．８．２３ ・珠洲風力開発株式会社（仮称）馬緤・大谷風力発電事業に係る
環境影響評価方法書について（答申Ｒ５．８．２８）

５．１１．３０ ・中部電力株式会社・株式会社Looop（仮称）西能登ウィンド
ファームに係る環境影響評価準備書について（諮問Ｒ５．１１．１０）

温泉部会 ５．１２．２１ ・部会長職務代理者の指名について
・掘削許可申請について
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４ 環境行政年表

昭和３０年７月１日
白山が国定公園に指定される
昭和３４年６月１日
航空自衛隊小松基地隊発足
昭和３７年１１月１２日
白山国定公園が国立公園に昇格、景観地保護
事業に着手

昭和３８年７月１０日
石川県立自然公園条例施行

昭和３９年７月
公害対策協議会発足
昭和４２年１０月１日
山中・大日山、獅子吼・手取の県立自然公園
を指定
昭和４３年５月１日
能登半島国定公園、越前加賀海岸国定公園が
指定される
昭和４４年４月１日
厚生部環境衛生課に公害係（３名）設置
昭和４４年４月１日
石川県公害防止条例を施行、石川県公害対策
審議会を発足
昭和４４年６月１０日
公害対策審議会委員３０名を任命、１８日初会合
昭和４５年３月２３日
石川県公害防止条例施行規則を施行

昭和４５年４月１日
厚生部に公害対策室（６名）設置
昭和４５年４月１日
騒音規制地域を指定（金沢市）
昭和４５年４月１日
公害防止施設整備資金融資制度を創設
昭和４５年６月１日
碁石ヶ峰県立自然公園を指定
昭和４５年８月１７日
石川県公害対策本部を設置

昭和４５年９月１日
公害対策室を公害課（１２名）に昇格
昭和４５年９月１日
衛生研究所の生活環境科（６名）を公害部（１３
名）に昇格

昭和４５年９月１０日

金沢大学等による梯川流域住民の精密検診の
結果を発表（カドミウムによる中毒症状及び
イタイイタイ病の疑いのある者は認められ
ず）
昭和４５年１１月１日
石川県公害紛争処理等に関する条例及び同施
行規則を施行
昭和４５年１２月
衛生研究所を金沢市三馬に新築移転
昭和４６年３月２０日
石川県公害防止条例を一部改正（経済発展と
の調和条項の削除等）

昭和４６年４月１日
厚生部内に公害局（２８名）を設置、企画調整
課（１２名）、規制指導課（１５名）の２課で発足
昭和４６年７月７日
石川県公害防止条例を一部改正（水質審議会
を規定）
昭和４６年１０月１日
石川県自然保護条例を施行
昭和４６年１０月１５日
公害局を公害環境部（４１名）に昇格し、環境
整備課（環境保全、廃棄物）を設置
昭和４６年１０月１５日
衛生研究所を衛生公害研究所に改称
昭和４７年３月３１日
北陸鉱山（株）、鉱業権放棄

昭和４７年４月１日
水質環境基準の類型指定（犀川、浅野川）
昭和４７年９月８日
公害環境モニター制度発足
昭和４７年９月２７日
日本鉱業（株）に対し鉱害防止措置命令
昭和４７年１０月１日
上乗せ排水基準条例（水質汚濁防止法第３条
第３項の規定による排水基準を定める条例）
を施行（犀川、浅野川）
昭和４７年１０月１７日
北陸鉱山（株）に対し鉱害防止措置命令
昭和４８年３月３０日
水質環境基準の類型指定（大野川、大聖寺川）

昭和４８年５月１日
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騒音規制地域を指定（金沢市、七尾市、野々
市町、内灘町）

昭和４８年５月１日
悪臭規制地域を指定（金沢市）
昭和４８年７月１日
白山自然保護センター開館
昭和４８年７月５日
環境整備課を環境保全課に改称
昭和４８年７月６日
排水基準を定める条例の一部改正（大野川、
大聖寺川を追加）

昭和４８年７月６日
自然環境保全審議会設置
昭和４８年９月１日
白山一里野県立自然公園を指定
昭和４８年１０月１日
尾小屋鉱山鉱害防止事業（鉱害防止義務者不
存在のもの）着手
昭和４８年１０月６日
石川県自然環境保護条例を施行、石川県自然
保護条例を廃止

昭和４８年１１月５日
梯川流域汚染防止対策室を設置
昭和４８年１２月１７日
大気監視センター発足

昭和４９年３月２５日
梯川流域の農用地土壌汚染細密調査開始

昭和４９年３月３０日
水質環境基準の類型指定（梯川、新堀川、御
祓川、河原田川）

昭和４９年４月１２日
石川県産業廃棄物処理計画を策定

昭和４９年７月１９日
排水基準を定める条例の一部改正（梯川、新
堀川、御祓川を追加）
昭和４９年９月２７日
石川県大気汚染緊急時対策要綱を施行

昭和４９年１０月２２日
石川県自然環境保全基本方針を定める

昭和５０年１月１日
石川県公害防止条例を一部改正（地下水採取
規制を追加）

昭和５０年３月２８日
水質環境基準の類型指定（手取川、七尾湾）

昭和５０年３月３１日
農用地土壌汚染対策地域（小松市梯川流域）
を指定

昭和５０年４月１日
石川県公害紛争処理等に関する条例を一部改
正（公害審査会に関する規定を追加）
昭和５０年５月１日
騒音規制地域を指定（小松市、輪島市、珠洲
市、加賀市、羽咋市、松任市、根上町、寺井
町、津幡町、高松町、七塚町、宇ノ気町、志
賀町）
昭和５０年５月１日
悪臭規制地域を指定（七尾市、小松市、加賀
市、羽咋市、松任市、根上町、寺井町）
昭和５０年７月８日
排水基準を定める条例の一部改正（手取川、
七尾湾を追加）
昭和５０年９月１６日
小松、加賀両市の住民１２名、「ファントム等
ジェット戦闘機騒音差し止め請求訴訟」提訴
昭和５０年１０月４日
小松基地周辺の騒音対策に関する基本協定
（１０・４協定）締結
昭和５１年２月１日
石川県公害防止条例施行規則を一部改正（地
盤沈下地域指定）
昭和５１年３月３０日
水質環境基準の類型指定（羽咋川、若山川）

昭和５１年４月１日
公害環境部を環境部と改称
昭和５１年４月１日
大気監視センターを衛生公害研究所に吸収
昭和５１年４月９日
農用地土壌汚染対策地域を追加指定
昭和５１年４月２６日
小松基地騒音防止対策協議会発足
昭和５１年５月１日
騒音規制地域を指定（山中町、辰口町、川北
町、美川町、鶴来町、志雄町、押水町、鹿島
町、鹿西町、鳥屋町、田鶴浜町、中島町、能
登島町）
昭和５１年５月１日
悪臭規制地域を指定（内灘町、野々市町、美
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川町、鶴来町）
昭和５１年５月１日
国、県、関係市町村の三者共同による小松基
地周辺の騒音常時測定開始
昭和５１年７月６日
排水基準を定める条例の一部改正（加賀沿岸
海域を追加）

昭和５１年１０月８日
県自然環境保全地域を指定（杉ノ水、打呂、
菊水）

昭和５２年４月１日
石川県し尿浄化槽指導要綱を施行
昭和５２年４月１５日
水質環境基準の類型指定（町野川、米町川、
河北潟、河北沿岸海域、能登半島沿岸海域）
昭和５２年５月１日
騒音規制地域を指定（富来町、穴水町、門前
町、能都町、柳田村、内浦町）

昭和５２年５月１日
悪臭規制地域を指定（津幡町、高松町、七塚
町、宇ノ気町）

昭和５２年６月１０日
排水基準を定める条例の一部改正（河北潟、
河北沿岸海域を追加）

昭和５２年６月２７日
梯川流域地域農用地土壌汚染対策計画策定

昭和５２年７月２５日
梯川流域の農用地土壌汚染対策事業に係る費
用負担計画策定
昭和５３年３月３１日
県自然環境保全地域を指定（犀川源流、唐島
観音下）
昭和５３年３月３１日
水質環境基準の類型指定（金沢沿岸海域）

昭和５３年３月３１日
梯川流域汚染防止対策室を廃止

昭和５３年５月１日
振動規制地域を指定（金沢市、七尾市、小松
市、加賀市）

昭和５３年７月７日
排水基準を定める条例の一部改正（金沢沿岸
海域を追加）

昭和５３年１０月１２日

農用地土壌汚染対策地域を追加指定
昭和５３年１２月２８日
防衛施設庁は小松基地周辺について住宅防音
工事助成区域である第一種区域
（８５WECPNL）を指定告示
昭和５４年２月１３日
石川県環境管理基本計画の公表

昭和５４年５月１日
振動規制地域を指定（羽咋市、山中町、根上
町、寺井町、辰口町、川北町、美川町、鶴来
町、野々市町）
昭和５４年６月２０日
梯川流域農用地土壌汚染対策計画を変更
昭和５４年７月５日
梯川流域の農用地土壌汚染対策事業に係る費
用負担計画を変更
昭和５４年７月６日
排水基準を定める条例の一部改正（旅館業等
の施設を追加）
昭和５４年７月７日
金沢市内に光化学スモッグ注意報が、小松市
内に同予報が初めて発令
昭和５４年１２月１５日
梯川流域２号対策地域等の産米調査結果を発
表（１ppmを超える高濃度のカドミウムを検
出）
昭和５５年２月２７日
梯川流域汚染防止対策室を設置

昭和５５年４月１日
企画調整課を環境調整課に、規制指導課を公
害規制課に、環境保全課を自然保護課に各々
改称
昭和５５年５月１日
振動規制地域を指定（津幡町、高松町、七塚
町、宇ノ気町、内灘町、志賀町、志雄町、押
水町、鳥屋町、鹿島町、鹿西町）
昭和５５年５月１１日
県白山自然保護センターでは、天然記念物イ
ヌワシの営巣を吉野谷村地内で発見し、幼鳥
の巣立ちまでの約２０日間の観察に成功
昭和５５年７月４日
梯川流域の農用地土壌汚染見直し細密調査開
始
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昭和５５年７月１１日
北陸電力（株）が尾口村の尾添発電所建設計
画に係る環境影響調査書を県に提示（５月９
日）、県自然環境保全審議会は、この建設計
画の環境保全に対する基本的な考え方が妥当
である旨答申（電調審通過：７月３０日）
昭和５５年９月１０日
防衛施設庁、小松基地に関し第一種区域
（８０WECPNL）の追加指定告示
昭和５５年９月２１日～１０月２１日
県では「美しい県土を守る運動推進月間」を
設定し、重点目標として、空き缶等散在性廃
棄物に対する啓発、し尿浄化槽の適正な維持
管理の徹底、有リン合成洗剤の使用自粛の呼
びかけを実施
昭和５５年１０月２８日
鈴ヶ岳自然環境保全地域を指定

昭和５５年１２月１５日
（社）石川県浄化槽協会（厚生大臣指定検査
機関）、公共機関及び５１人槽以上の浄化槽を
対象に定期検査業務を開始

昭和５６年４月１日
夕日寺健民自然園を開園
昭和５６年４月１６日
農用地土壌汚染対策地域を追加指定

昭和５６年４月２４日
振動規制地域を指定（輪島市、珠洲市、松任
市、富来町、田鶴浜町、中島町、能登島町、
穴水町、門前町、能都町、柳田村、内浦町）
昭和５６年５月１日
悪臭規制地域を指定（富来町、志雄町、志賀
町、押水町）

昭和５６年７月３日
排水基準を定める条例の一部改正（病院、一
般廃棄物処理施設を追加）
昭和５６年１２月１日
石川県公害防止条例を一部改正（深夜営業騒
音等の規制）

昭和５６年１２月８日
ブナオ山観察舎が開館
昭和５７年３月１８日
農用地土壌汚染対策地域を追加指定

昭和５７年４月１日

環境調整課と公害規制課を統合し、環境管理
課が発足
昭和５７年４月６日
悪臭規制地域を指定（田鶴浜町、鳥屋町、中
島町、鹿島町、能登島町、鹿西町）
昭和５７年６月１０日
北陸電力（株）が七尾大田火力発電所建設計
画に係る環境影響調査書を石川県など関係機
関に提出（２月１８日）、県は県公害対策審議
会に対し、同発電所の環境保全対策について
諮問（３月２５日）、県公害対策審議会は概ね
妥当なものと認められる旨答申（電調審通
過：７月９日）
昭和５７年６月２７日
防衛施設庁は小松基地に関し第一種区域
（７５WECPNL）の追加指定告示
昭和５８年２月８日
県、北陸電力（株）及び日本海液化ガス（株）
との間で、七尾大田火力発電所等に係る公害
等の防止に関する基本協定及び細目協定締結
昭和５８年２月２４日
日本鉄道建設公団が北陸新幹線環境影響評価
報告書案を県に提示（５７年１２月６日）、県は
県公害対策審議会に対し同新幹線に係る環境
保全対策について諮問（１月２５日）、県公害
対策審議会はおおむね妥当なものと認められ
る旨答申（２月２２日）、同報告書案に関する
知事意見書を日本鉄道建設公団に提出
昭和５８年３月４日
小松、加賀両市と根上、寺井両町の住民３１８
名、「ファントム戦闘機離陸等差し止め等請
求訴訟」第二次訴訟提訴
昭和５８年３月１０日
農用地土壌汚染対策地域追加指定、一部指定
解除

昭和５８年５月１日
悪臭規制地域を指定（輪島市、穴水町）
昭和５８年５月７日
金沢市普正寺町に石川県野鳥園開園
昭和５８年７月２日
石川郡吉野谷村木滑に白山自然保護センター
新庁舎開館
昭和５８年７月１２日
排水基準を定める条例の一部改正（羽咋川、
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米町川、河原田川を追加）
昭和５８年９月２１日、２２日
第４回快適環境シンポジウムを金沢市文化
ホールで開催（環境庁、石川県、金沢市、（財）
日本環境協会の共催）
昭和５８年１１月２３日
夕日寺健民自然園に化石の広場開設

昭和５８年１２月１日
スパイクタイヤ使用自粛推進要綱を制定し、
同日より施行
昭和５９年１月１４日
梯川流域地域農用地土壌汚染対策計画を変更

昭和５９年１月２１日
梯川流域に農用地土壌汚染対策事業に係る費
用負担計画を変更
昭和５９年３月１４日
農用地土壌汚染対策地域の一部指定解除

昭和５９年４月２日
傷病鳥救護事業の開始
昭和５９年５月１日
悪臭規制地域を指定（珠洲市、能都町）
昭和５９年７月３日
石川県公害紛争処理等に関する条例の一部を
改正（申請手数料の引き上げ）
昭和５９年１０月５日
白山室堂に白山荘完成
昭和５９年１２月７日
尾小屋鉱山鉱害防止事業（鉱害防止義務者不
存在のもの）完了
昭和５９年１２月２０日
防衛施設庁は小松基地に関し、第１種区域等
の変更指定告示
昭和６０年２月１５日
石川県公害防止条例施行規則を一部改正（騒
音の決定方法）

昭和６０年３月８日
農用地土壌汚染対策地域の一部指定解除

昭和６０年５月１日
悪臭規制地域を指定（山中町、辰口町、川北
町、内浦町）

昭和６０年５月１日
騒音・振動指定地域の一部改正（寺井町）
昭和６０年１０月１日

石川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条
例を施行
昭和６０年１０月１日
石川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条
例施行規制を施行
昭和６０年１０月１日
排水基準を定める条例の一部改正（町野川、
若山川、能登半島沿岸海域を追加）
昭和６０年１０月１６日
昭和６０年度「くらしの中の水」シンポジウム
を金沢市で開催
昭和６０年１２月１３日
石川県公害紛争処理等に関する条例の一部を
改正（規定の整理）
昭和６１年１月１２日
石川県公害防止条例の一部を改正（水質審議
会を公害対策審議会に統合）
昭和６１年１月１２日
石川県公害対策審議会規則の一部を改正
昭和６１年３月２７日
農用地土壌汚染対策地域の一部指定解除

昭和６１年５月１日
悪臭規制地域を指定（門前町、柳田村）
昭和６１年５月１日
騒音・振動指定地域の一部改正（小松市、松
任市、根上町）
昭和６１年５月２１日
「小松基地周辺の生活環境保全対策」と財政
措置の強化に関する要望書、国へ提出
昭和６１年７月１２日
白山国立公園市ノ瀬野営場開場
昭和６１年１０月２３日
昭和６１年度「くらしの中の水」シンポジウム
を七尾市で開催
昭和６１年１１月１９日
北陸電力（株）が能登原子力発電所（１号機）
建設計画に係る環境影響調査書を提出（６月
１６日）、県は県公害対策審議会に対し、同発
電所の環境保全対策について諮問（７月２１
日）、県公害対策審議会は安全確保対策につ
いての意見具申書を添付し、概ね妥当である
旨答申（電調審通過１２月１８日）

昭和６２年１月４日
河北潟野鳥観察舎が開館
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昭和６２年３月２３日
農用地土壌汚染対策地域の一部指定解除

昭和６２年３月３１日
全窒素、全燐に係る水質環境基準の類型指定
（河北潟）

昭和６２年５月１日
悪臭規制地域・規制基準の一部改正（金沢
市、野々市町、内灘町）
昭和６２年５月１日
騒音・振動指定地域の一部改正（金沢市、野々
市町、内灘町、津幡町）
昭和６２年７月１日
排水基準を定める条例の一部改正（冷凍調理
食品製造業、地方卸売市場等の施設を追加）

昭和６２年７月１０日
北陸電力（株）が七尾大田火力発電所の建設
計画の変更及び環境調査の実施を石川県など
関係機関へ申し入れ
昭和６２年７月１８日
白山国立公園指定２５周年記念事業としてシン
ボルマーク制定
昭和６２年８月８日
加賀禅定道を復元し、一般供用開始
昭和６２年９月２９日
第１０回リモートセンシングシンポジウムを金
沢市で開催（科学技術庁、宇宙開発事業団、
（社）経済団体連合会、（財）リモートセンシ
ング技術センター、石川県の共催）

昭和６２年１０月２３日
昭和６２年度「くらしの中の水」シンポジウム
を加賀市で開催

昭和６２年１０月２７日
第３回日仏アメニティ会議の地方会議を金沢
市で開催
昭和６２年１１月１７日
第６回道路粉じん問題行政連絡会議を金沢市
で開催
昭和６２年１１月２１日
能登原子力発電所建設準備工事に係る環境保
全等に関する協定書を県、志賀町、富来町及
び北陸電力（株）との間で締結
昭和６２年１１月２５日
北陸電力（株）が能登原子力発電所の準備工
事に着手

昭和６２年１２月１５日
日本鉄道建設公団が北陸新幹線環境影響評価
報告書案を提示（１０月７日）、県は県公害対
策審議会に対し同新幹線に係る環境保全対策
について諮問（１０月２７日）、県公害対策審議
会は概ね妥当なものと認められる旨答申（１２
月１４日）、同報告書案に関する知事意見書を
日本鉄道建設公団に提出
昭和６３年１月１０日
県民海浜公園野鳥の森開設
昭和６３年３月２５日
農用地土壌汚染対策地域の一部指定解除
昭和６３年３月２９日
全窒素、全燐に係る水質環境基準の類型指定
（柴山潟、北潟湖）

昭和６３年４月１日
騒音に係る環境基準の類型指定（金沢市、野々
市町、内灘町）
昭和６３年５月１日
騒音・振動指定地域の一部改正（羽咋市）
昭和６３年７月１０日
石川県環境美化県民大会を内浦町で開催
昭和６３年７月２３日、２４日
第３０回 自然公園大会を内浦町で開催
昭和６３年１１月２７日
県は公害対策審議会に対し、志賀原子力発電
所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定
書案について説明、県公害対策審議会は運用
に当たっての意見を添付し、妥当なものと建
議
昭和６３年１２月１日
志賀原子力発電所周辺の安全確保及び環境保
全に関する協定書（以下「安全協定」という。）
を県、志賀町、富来町及び北陸電力（株）と
の間で締結
昭和６３年１２月１日
志賀原子力発電所建設工事に係る環境保全等
に関する協定書を県、志賀町、富来町及び北
陸電力（株）との間で締結。北陸電力（株）
が志賀原子力発電所の建設工事に着工
平成元年３月３１日
梯川流域汚染防止対策室を廃止

平成元年４月１日
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原子力安全対策室を設置
平成元年４月９日
夕日寺健民自然園ふれあいセンターが開館
平成元年７月１５日
ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱の施行

平成元年７月２１日
加賀禅定道、奥長倉に避難小屋完成

平成元年８月２０日
自然に親しむつどいを白峰村で開催

平成元年９月２９日、３０日
「環日本海域における酸性雨・雪」シンポジ
ウムを金沢市で開催（文部省国際学術研究班
主催、石川県環境部協賛）
平成元年１０月１日
水質汚濁防止法改正（地下水汚染の未然防止）
平成元年１１月２４日
志賀原子力発電所建設工事に日本工業規格不
適合の建設資材が使用された件について、
県、志賀町及び富来町が安全協定に基づく立
入調査を実施
平成元年１１月３０日
つるぎ国民休養ビジターセンターが、獅子吼
高原（鶴来町）レストハウス内に完成

平成２年２月１日
石川県土地対策指導要綱の一部改正に伴い石
川県ゴルフ場環境影響調査実施要領を施行
平成２年２月１６日
石川県原子力環境安全管理協議会を設置し同
協議会に石川県環境放射線測定技術委員会及
び石川県温排水影響検討委員会を設置

平成２年４月１日
志賀町監視センター開設
平成２年４月２８日、２９日
第３回巨木を語ろう全国フォーラムを加賀市
で開催
平成２年５月１２日、１３日
第４４回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」を
金沢市で開催

平成２年５月３１日
北陸電力（株）が七尾大田火力発電所（１号
機）一部計画変更に伴う環境影響調査書を石
川県など関係機関に提出（平成元年１２月６日）、
県は県公害対策審議会に対し同発電所の環境
保全対策について諮問（平成２年２月２日）、

県公害対策審議会はおおむね妥当なものと認
める旨答申（電調審通過：７月２３日）

平成２年７月１日
いしかわかんきょうフェアを開催
平成２年７月１日
志賀原子力発電所周辺の環境放射線監視及び
温排水影響調査を開始
平成２年８月１日
石川県ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱の改
正・施行
平成２年８月５日
第２回自然に親しむつどいを羽咋市で開催
平成２年９月３０日
酸性雨・雪セミナー「酸性雨・雪問題を理解
するために」を金沢市で開催（文部省国際学
術研究班主催、石川県環境部共催）
平成２年１０月１日、２日
第２回国際学術研究公開シンポジウム「環日
本海における酸性雨・雪」を金沢市で開催（文
部省国際学術研究平井班主催、石川県環境部
後援）
平成２年１０月３０日
第１回全国酸性雨調査研究連絡会議を金沢市
で開催
平成２年１０月３１日～１１月２日
第３１回大気汚染学会を金沢市で開催（主催
（社）大気汚染研究協会、石川県、金沢市）
平成２年１２月１８日
七尾大田火力発電所周辺の環境の保全に関す
る協定書を、県、七尾市及び北陸電力（株）
との間で締結
平成３年３月１３日
小松基地騒音差止等請求事件判決が言い渡さ
れる

平成３年５月３１日、６月６日
北陸電力（株）が志賀原子力発電所初装荷燃
料（計３７４体）搬入

平成３年７月１日
いしかわ・かんきょうフェアを開催
平成３年８月２５日
第３回自然に親しむつどいを小松市で開催
平成３年１１月２７日
エコビジネス懇話会を設置
平成３年１２月１日
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環境政策室を設置
平成４年２月２８日
志賀原子力発電所の高燃焼度燃料の採用につ
いて、通商産業省の安全審査結果及び原子力
環境安全管理協議会の審議（４年２月１８日）
を踏まえ、事前了解を回答

平成４年４月１日
石川県ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱の一
部を改正
平成４年６月９日
原子力防災訓練を実施
平成４年５月１０日
国設白山鳥獣保護区管理センター開所式

平成４年６月２９日
日本鉄道建設公団が、北陸新幹線の計画路線
の一部変更（富山県境～金沢駅）に伴い、環
境影響評価報告書案を県に提示（平成４年４
月３０日）、県は公害対策審議会に対し、同新
幹線に係る環境保全対策について諮問（５月
２２日）、県公害対策審議会はおおむね妥当な
ものと認められる旨答申（６月２４日）、県は
同報告書案に関する知事意見書を日本鉄道建
設公団に提出
平成４年７月４日、５日
いしかわ・かんきょうフェアを開催
平成４年７月１０日
中宮温泉集団施設地区野営場がオープン

平成４年７月２３日
白山国立公園指定３０周年記念講演会を開催

平成４年８月２３日
第４回自然に親しむつどいを珠洲市で開催

平成４年１０月９日
地球サミットセミナーINいしかわを金沢市で
開催
平成４年１２月１６日
のと海洋ふれあいセンター建設工事起工式

平成５年３月３１日
環境政策室を廃止

平成５年４月１日
環境部に環境政策課、環境整備課を設置
平成５年４月１日
石川県ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱の一
部を改正

平成５年５月１１日
木場潟流域を水質汚濁防止法による生活排水
対策重点地域に指定
平成５年５月２４日
北陸電力（株）が県、志賀町、富来町に志賀
原子力発電所２号機に係る建設及び環境調査
を申し入れ
平成５年６月１０日
片野鴨池がラムサール条約による登録湿地と
して登録
平成５年７月１６日
上乗せ排水基準を定める条例を一部改正（共
同調理場のちゅう房施設等を規制対象に追
加）
平成５年７月３０日
志賀原子力発電所１号機が営業運転開始
平成５年８月２２日
第５回自然に親しむつどいを金沢市で開催
平成５年９月２７日
「いしかわの自然百景」の選定
平成５年１０月９日、１０日
いしかわ・かんきょうフェアを開催
平成５年１１月１日
片野鴨池を国設鳥獣保護区に設定
平成５年１１月５日
石川県廃棄物適正処理指導要綱を公布
平成６年３月１０日
夕日寺健民自然園にトンボサンクチュアリー
完成
平成６年３月
「いしかわクリーン・リサイクル推進計画」
策定

平成６年４月１９日
のと海洋ふれあいセンター開館
平成６年５月２０日
北陸電力（株）が七尾大田火力発電所（２号
機）環境影響調査書を提出（５年１２月９日）、
県は県公害対策審議会に対し同発電所の環境
保全対策について諮問（６年２月１８日）、県
公害対策審議会はおおむね妥当なものと認め
る旨答申（電調審通過：７月１５日）
平成６年７月１日
片野鴨池健民自然園開設
平成６年７月６日
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原子力防災訓練を実施
平成６年７月１１日
産業廃棄物不法処理連絡協議会発足

平成６年８月２０日、２１日
いしかわ・かんきょうフェアを開催
平成６年８月２１日
第６回自然に親しむつどいを内浦町で開催

平成６年８月２６日
志賀原子力発電所１号機は原子炉冷却材再循
環ポンプ（B）が自動停止したため、原子炉
を手動停止。北陸電力（株）では、復旧及び
再発防止策工事を実施した後、９月８日から
運転を再開
平成６年９月１日
石川県環境審議会発足
平成６年９月１２日
中央環境審議会企画政策部会北陸ブロックヒ
アリング開催
平成６年９月２６日
環境行政のあり方懇談会発足

平成６年１０月１日
廃棄物処理センター設立準備室を設置
平成６年１２月１日
七尾大田火力発電所の運転に係る環境の保全
に関する細目協定書を改定
平成７年３月１４日
七尾南湾流域、河北潟流域、柴山潟流域を生
活排水対策重点地域に指定
平成７年３月１７日
七尾大田火力発電所１号機運転開始

平成７年７月１日
石川県環境影響評価技術審査会設置
平成７年７月１日
木ノ浦野営場のオープン
平成７年８月２０日
第７回自然に親しむつどいを山中町で開催

平成７年９月２８日
「白山緑のダイヤモンド計画推進事業」の整
備に着手

平成７年１０月１日
「石川県環境影響評価要綱」施行
平成７年１０月６日
「石川県環境基本条例」公布、施行
平成７年１０月２１日、２２日

いしかわ・かんきょうフェアを開催
平成７年１１月２７日
北陸電力（株）が志賀原子力発電所２号機建
設に係る環境影響評価準備書を提出し、県環
境影響評価技術審査会で準備書の内容を審査
し、概ね妥当である旨答申（平成９年１月２２
日）。技術審査会の意見と関係市町長意見を
踏まえ、概ね妥当との環境保全上の知事意見
を北陸電力（株）に平成９年２月１７日に交付
（電調審通過：３月２７日）
平成７年１２月３日
九十九湾でジュズサンゴ群集の発見
平成８年２月１７日
原子力発電所の耐震安全性に係る県民説明会
開催
平成８年３月２９日
医王山県立自然公園の指定

平成８年４月１日
環境部を環境安全部に改称
平成８年５月１４日
志賀原子力発電所１号機は３月頃から原子炉
冷却材再循環ポンプの軸封部のシール水出口
流量の漸減の傾向等が認められたため原子炉
を手動停止。北陸電力（株）では、復旧及び
再発防止対策工事を実施した後、５月２４日か
ら運転を再開
平成８年８月１８日
第８回自然に親しむつどいを富来町で開催
平成８年８月２４日、２５日
いしかわ・かんきょうフェアを開催
平成８年１１月１９日
中国江蘇省南京市において石川県・江蘇省環
境保全技術シンポジウムを開催
平成８年１２月
「石川県分別収集促進計画」策定
平成９年１月８日
１月２日に発生したロシアタンカー沈没・油
流出事故による重油が加賀市片野海岸に漂
着。その後県内７市１１町の沿岸に漂着

平成９年２月２１日
「石川県環境基本計画」策定
平成９年３月３１日
「第５次石川県産業廃棄物処理計画」策定
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平成９年５月１３日
いしかわ環境パートナーシップ県民会議設立

平成９年８月１０日
第９回自然に親しむつどいを尾口村で開催

平成９年８月２６日、２７日
中国江蘇省南京市において石川県・江蘇省環
境教育研究会を開催

平成９年１０月４日、５日
いしかわ・かんきょうフェアを開催
平成９年１０月２５日
白山シンポジウム「白山の野生動物保護の未
来を語る」を尾口村で開催
平成９年１１月２７日、２８日
中国江蘇省無錫市において第１回生活排水対
策技術検討会を開催

平成１０年１月１０日
志賀原子力発電所１号機は復水器細管漏えい
に伴い、原子炉を手動停止（３月２０日運転を
再開）
平成１０年１月２４日
生物多様性シンポジウム・イン石川を開催

平成１０年３月１７日、１８日
中国江蘇省南京市において第２回生活排水対
策技術検討会を開催

平成１０年３月
「石川県地球温暖化防止地域推進行動計画」
策定
平成１０年３月
「リサイクル型社会構築行動計画」策定

平成１０年４月１日
石川県ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱の一
部を改正
平成１０年４月７日
リサイクル推進室を設置
平成１０年８月９日
第１０回自然に親しむつどいを輪島市で開催
平成１０年８月２２日、２３日
いしかわクールアースフェアを開催（いしか
わ環境パートナーシップ県民会議主催、石川
県後援）

平成１０年８月２８日
志賀原子力発電所２号機準備工事に係る環境
保全等に関する協定書を県、志賀町、富来町
及び北陸電力（株）との間で締結。北陸電力

（株）は９月１日より工事着手
平成１０年９月１２日～１４日
国際海洋年記念フォーラム・イン石川を内浦
町で開催
平成１０年９月
「石川県リサイクル製品認定制度」創設
平成１０年１０月２０日、２１日
第２回石川県・江蘇省環境教育研究会を金沢
市で開催
平成１０年１０月２０日
第３回生活排水対策技術検討会を金沢市で開
催
平成１１年３月
「石川県ごみ処理の広域化計画」を策定
平成１１年３月２日
中国江蘇省南京市において第４回生活排水対
策技術検討会を開催
平成１１年３月１９日
「石川県環境影響評価条例」公布

平成１１年４月１日
廃棄物処理センター設立準備室を産業廃棄物
処理対策室に改称
平成１１年４月１日
騒音に係る環境基準の類型指定の改正（金沢
市、野々市町、内灘町）
平成１１年５月１日
騒音、振動指定地域の一部改正（小松市、輪
島市、羽咋市、松任市、根上町、川北町、美
川町、野々市町、内灘町、志雄町、能都町）
平成１１年６月１４日
定期検査中の志賀原子力発電所１号機におい
て、非常用ディーゼル発電設備B号機の
ディーゼルエンジンクランク軸にひびを確
認。７月２３日運転を再開
平成１１年８月３日
志賀原子力発電所２号機増設について石川県
原子力環境安全管理協議会における審議を踏
まえ、了解
平成１１年８月２６日
志賀原子力発電所２号機建設工事に係る環境
保全等に関する協定書を県、志賀町、富来町
及び北陸電力（株）と締結。北陸電力（株）
は、国の工事計画認可を得て、９月２日建設
工事に着工
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平成１１年９月３０日
石川県野鳥園を廃止

平成１１年９月３０日
茨城県東海村の（株）ジェー・シー・オー・
ウラン燃料加工工場で臨界事故が発生。県で
は、この事故を受け、環境放射線観測局の増
設及びオフサイトセンターの建設等、放射線
監視及び原子力防災を更に強化

平成１１年１０月１６日、１７日
いしかわクールアースフェアを開催（いしか
わ環境パートナーシップ県民会議主催、石川
県後援）

平成１１年１１月２２日
国際環境保全技術検討会を金沢市で開催

平成１２年３月
「環境にやさしい石川創造計画」を策定

平成１２年４月１日
リサイクル推進室をグリーン化推進室に改称
産業廃棄物処理対策室を廃棄物処理対策事業
推進室に改称
平成１２年５月２０日
医王山ビジターセンター（金沢市）オープン

平成１２年５月２８日
中宮展示館（吉野谷村）リニューアルオープ
ン
平成１２年６月２８日
白山国立公園センター（白峰村）オープン

平成１２年８月１９日、２０日
いしかわ・かんきょうフェアを開催（いしか
わ環境パートナーシップ県民会議主催、石川
県後援）

平成１２年１１月１０日～１２日
環境教育ミーティング中部２０００inいしかわ白
峰村で開催
平成１２年１２月２２日
志賀原子力発電所１号機の「９×９燃料の採
用」等の原子炉施設の変更について石川県原
子力環境安全管理協議会における審議を踏ま
え、了解
平成１３年３月１日
騒音に係る環境基準の類型指定の改正（七尾
市、小松市、加賀市、羽咋市、松任市、山中
町、寺井町、川北町、美川町、鶴来町、津幡
町、富来町、志雄町、志賀町、押水町、鳥屋

町、中島町、能都町、柳田村）

平成１３年４月１日
騒音、振動指定地域の一部改正（七尾市、加
賀市、寺井町、鶴来町、津幡町、富来町、志
賀町、押水町、鳥屋町、中島町、柳田村）
「社団法人いしかわ環境パートナーシップ県
民会議」を設立するとともに、環境保全活動
の拠点となる「県民エコステーション」を開設

平成１３年４月２日
いしかわ自然学校を本格開校し、県民エコス
テーションに事務局を設置
平成１３年８月２５日、２６日
いしかわ環境フェア２００１を開催（社団法人い
しかわ環境パートナーシップ県民会議主催、
石川県後援）
平成１３年１０月２３日
江蘇省から環境保全の訪問団を招聘し、第１
回日中環境保全技術検討会を開催
平成１４年１月９日
「石川県志賀オフサイトセンター」が、国か
らオフサイトセンターとして指定
平成１４年３月１日
騒音に係る環境基準の類型指定（輪島市、珠
洲市、根上町、辰口町、高松町、七塚町、宇
ノ気町、田鶴浜町、鹿島町、能登島町、鹿西
町、穴水町、門前町、内浦町）、類型指定の
改正（金沢市、野々市町）
平成１４年３月１６日
特定鳥獣保護管理計画の策定
平成１４年３月２９日
「石川県ゼロエミッション行動計画」を策定
（３月２５日石川県環境審議会から答申）

平成１４年４月１日
騒音、振動指定地域の一部改正（金沢市、輪
島市、珠洲市、根上町、辰口町、野々市町、
高松町、宇ノ気町、田鶴浜町、鹿島町、能登
島町、鹿西町、穴水町、門前町、内浦町）
産業廃棄物の監視指導体制の充実（県内の産
業廃棄物の排出事業者、処理事業者等に対し
て監視指導等を行い適正処理の推進を図るた
め、能登中部保健福祉センター及び南加賀保
健福祉センターに「産業廃棄物監視機動班」
を配置）
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平成１４年４月１日
石川県ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱の一
部を改正
平成１４年４月２日
定期検査中の志賀原子力発電所１号機におい
て、調整運転段階で原子炉冷却材再循環ポン
プA号機の軸振動値に変動が認められたた
め、４月２日念のため原子炉を停止し、点検
を実施

平成１４年４月２１日
里山保全ワーキングホリデイを推進するた
め、奥卯辰山健民公園、夕日寺健民自然園等
において里山フェスティバルを開催。ゲスト
に今森光彦氏を迎え、金沢大学林学長、谷本
知事も出席

平成１４年６月２６日
江蘇省から環境保全の訪問団を招聘し、第２
回日中環境保全技術検討会を開催
平成１４年７月１日
「社団法人いしかわ環境パートナーシップ県
民会議」を「石川県地球温暖化防止活動推進
センター」に指定
平成１４年８月３日
白山緑のダイヤモンド計画で改修整備を進め
ていた白山室堂センターをはじめとする、室
堂地区の施設がリニューアルオープンしたこ
とにより、「白山国立公園指定４０周年・室堂
リニューアルオープン記念式典」を室堂で開
催。谷本知事も出席

平成１４年８月２５日、２６日
いしかわ環境フェア２００２を開催（社団法人い
しかわ環境パートナーシップ県民会議主催、
石川県後援）
平成１４年９月１１日～平成１５年１１月２７日
石川県環境審議会において、環境総合条例（仮
称）の在り方について審議
（諮問 平成１４年９月１１日、答申 平成１５年
１２月１５日）
※「環境総合条例（仮称）」は「ふるさと石川
の環境を守り育てる条例」として平成１６年４
月１日に施行

平成１５年３月１０日
内灘町以北の２４市町村を広域エリアとして平
成１２年５月に設立した「石川北部アール・
ディ・エフ広域処理組合」が県の協力のもと
建設を進めてきた「石川北部RDFセンター」
が完成し本格稼動を開始
平成１５年３月３１日
グリーン化推進室を廃止
廃棄物処理対策事業推進室を廃止

平成１５年４月１日
組織の変更 環境整備課→廃棄物対策課
資源循環推進室の創設、水環境創造室の創設
石川中央保健福祉センターに産業廃棄物監視
機動班を配置
平成１５年５月１４日
産業廃棄物の不法投棄、不適正処理に対する
初動体制の迅速化を図るため、産業廃棄物処
理施設への立入検査権限を市町村職員にも与
える県職員併任制度をスタート
平成１５年６月１日

【審議経過】
平成１４年９月１１日 石川県環境審議会総会
平成１４年１０月１０日 石川県環境審議会企画部会
平成１４年１０月１６日 石川県環境審議会企画部会専

門委員会（第１回）
平成１４年１１月１２日 同 （第２回）
平成１４年１２月１４日 環境総合条例（仮称）策定の

ためのワークショップを開催
（県主催）

平成１４年１２月１８日～平成１５年６月１１日
石川県環境審議会企画部会専
門委員会（第３回～第９回）

平成１５年７月１７日 石川県環境審議会企画部会
平成１５年７月２８日 石川県環境審議会総会
平成１５年８月１日 「中間とりまとめ」を公表
平成１５年８月１３日～９月１６日

「中間とりまとめ」に関する
パブリックコメントの募集

平成１５年８月２０日～８月２６日
県内４箇所においてタウン
ミーティングを開催

平成１５年１０月７日 石川県環境審議会企画部会専
門委員会（第１０回）

平成１５年１０月２９日 石川県環境審議会企画部会
平成１５年１１月２７日 石川県環境審議会総会
平成１５年１２月１５日 環境審議会から知事に答申
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いしかわ自然学校インストラクタースクール
開校
平成１５年７月１７日
志賀原子力発電所における県・地元町への連
絡基準に係る覚書を県、志賀町、富来町及び
北陸電力（株）との間で締結
平成１５年８月３０日、３１日
いしかわ環境フェア２００３を開催（社団法人い
しかわ環境パートナーシップ県民会議主催、
石川県後援）
平成１５年１０月１５日
石川北部RDFセンターのNo．２RDF貯蔵サ
イロで異常発熱事故が発生。一旦、サイロ内
のRDFを全て払出した後、安全対策を講じ、
１２月２２日から貯蔵サイロにRDFの投入を再開
平成１５年１０月１７日
日中平和友好条約締結２５周年記念事業の一環
として、石川県─江蘇省環境教育シンポジウ
ムを中国江蘇省南京市において開催
平成１５年１１月１日
七ツ島を国が鳥獣保護区特別保護地区に指定
平成１５年１２月１７日～平成１６年３月２４日
今後のRDF化事業全体の安全対策を改めて確
立するため、昨年１２月に石川北部RDF広域処
理組合と共同して、大学や国の研究機関、行
政機関等のメンバーで構成する「RDF事故防
止対策評価委員会」を立上げ、計４回の評価
委員会を開催
平成１６年２月４日
中国江蘇省、韓国全羅北道から環境保全の訪
問団を招聘し、日中韓環境協力トライアング
ル事業を開催
平成１６年２月１８日
県庁舎において環境マネジメントシステム
（ISO１４００１）を認証取得
平成１６年３月１日
騒音に係る環境基準の類型指定の改正（小松
市、松任市、美川町、野々市町、内灘町、鳥
屋町）
平成１６年３月２３日
ふるさと石川の環境を守り育てる条例（石川
県条例第１６号）公布

平成１６年４月１日
ふるさと石川の環境を守り育てる条例施行、

同条例施行規則公布、施行
平成１６年４月１日
騒音、振動指定地域の一部改正（小松市、松
任市、美川町、野々市町、内灘町、鳥屋町）
平成１６年４月１日
ゼロエミッション行動計画の具体的な施策を
検討するなど、企画・立案部門検討する体制
の強化を図るため、廃棄物対策課内の「一般
廃棄物係」を「資源循環推進室」に統合
平成１６年４月１日
能登北部保健福祉センターに産業廃棄物監視
機動班を配置
平成１６年５月１７日
別当谷の土石流により、白山別当出合吊橋が
流失
平成１６年７月１４日
のと海洋ふれあいセンター「海の体験館」開
館
平成１６年７月２４日
白山別当出合吊橋開通
平成１６年８月２１日、２２日
いしかわ環境フェア２００４を開催（社団法人い
しかわ環境パートナーシップ県民会議主催、
石川県後援）
平成１６年９月～１１月
津幡町以南の県南部地域に多数のツキノワグ
マが市街地集落に出没し、５月１日以降の捕
獲数が１６６頭となる。１２月１日から２月１５日
までツキノワグマの狩猟を禁止措置とした
平成１６年９月～１１月
金沢市西部クリーンセンター新工場の環境影
響評価方法書について審査
平成１６年９月２９日、１１月２日、１２月２日
志賀原子力発電所２号機初装荷燃料（計８８８
体）搬入
平成１６年１１月１９日
中国江蘇省、韓国全羅北道から環境保全の訪
問団を招聘し、日中韓環境協力トライアング
ル事業を開催
平成１６年１２月１日～平成１７年３月１６日
石川県環境審議会において、「石川県環境総
合計画（案）」について審議
（諮問 平成１７年１２月１日、答申 平成１７年
３月２２日）
※平成１７年３月２９日、「石川県環境総合計画」を
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策定

平成１７年２月１０日
石川県におけるダイオキシン・環境ホルモン
等化学物質問題に係る取り組み方針の一部改
正
平成１７年３月１１日
石川県大気汚染緊急時対策実施要綱を改正
し、七尾市、羽咋郡以南の全市町を大気汚染
緊急時の発令地とした
平成１７年３月
七尾系大気監視測定局の接続をISDN回線に
変更
平成１７年３月３１日
石川県指定希少野生動植物種として４種（ト
ミヨ、イカリモンハンミョウ、シャープゲン
ゴロウモドキ、ウミミドリ）を指定（施行５
月１日）

平成１７年４月１日
水環境創造室を廃止し、浄化槽、下水道、集
落排水の生活排水処理施設整備事業と水環境
関連事業を一元管理するため、水環境創造課
を設置

平成１７年４月１日
石川県ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱の一
部を改正
平成１７年４月１日
志賀原子力発電所１号機は羽咋市内の地滑り
による送電線鉄塔倒壊のため原子炉を停止
（４月２２日運転を再開）
平成１７年４月２７日
北陸新幹線富山県境・金沢間のフル規格化、

金沢・白山総合車両基地（仮称）間の工事認
可
平成１７年８月２０日、２１日
いしかわ環境フェア２００５を開催（社団法人い
しかわ環境パートナーシップ県民会議主催、
石川県後援）
平成１７年１０月～１１月
金沢市新廃棄物埋立場建設事業に係る環境影
響評価方法書について審査
平成１７年１０月１８日
中国江蘇省、韓国全羅北道から環境保全の訪
問団を招聘し、日中韓環境協力トライアング
ル事業を開催
平成１７年１１月３０日
本庁舎の環境マネジメントシステム（ISO
１４００１）の適用範囲に保健環境センター及び
工業試験場を統合した認証更新を行い、一体
的・効率的な運用を図ることとした
平成１７年１２月１日
ふるさと石川の環境を守り育てる条例を一部
改正し、大気汚染防止法が適用されない小規
模建築物の解体工事について規制
平成１８年３月１日
大気汚染防止法が改正され、ふるさと環境条
例の石綿粉じん排出等作業の届出が不要にな
り、大気汚染防止法で届出
平成１８年３月１５日
志賀原子力発電所２号機が営業運転開始
平成１８年３月２０日
「石川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」
を策定
平成１８年３月２２日
石川県指定希少野生動植物種として５種
（チュウヒ、ホトケドジョウ、マルコガタノ
ゲンゴロウ、オキナグサ、エチゼンダイモン
ジソウ）を指定。（施行５月１日）

平成１８年３月２７日
石綿による健康被害の救済に関する法律が施
行され、既存の法律で救済されないアスベス
トの健康被害者の救済開始

平成１８年４月１日
騒音に係る環境基準の類型指定の改正（金沢
市、七尾市、白山市、津幡町、志賀町、宝達
志水町）

【審議経過】
平成１６年１２月１日 石川県環境審議会総会
平成１６年１２月１８日～１２月２４日

県内４箇所においてタウン
ミーティングを開催（県主催）

平成１６年１２月６日～１２月２８日
パブリックコメントの募集

平成１７年１月２８日 石川県環境審議会総会企画計
画部会

平成１７年２月２８日 石川県環境審議会総会企画計
画部会

平成１７年３月１６日 石川県環境審議会総会
平成１７年３月２２日 環境審議会から知事に答申
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平成１８年４月１日
騒音、振動指定地域の一部改正（七尾市、白
山市、津幡町、志賀町、宝達志水町）
平成１８年４月１日
石川県大気汚染緊急時対策実施要綱を改正
し、揮発性有機化合物排出施設を緊急時の協
力対象とした
平成１８年４月１０日
資源循環推進室を廃止

平成１８年４月１１日
循環型社会推進室を創設

平成１８年５月２３日
中国江蘇省南京市において、江蘇省、韓国全
羅北道との日中韓環境協力トライアングル事
業を実施
平成１８年７月５日
原子力安全・保安院からの指示によるタービ
ン羽根点検のため志賀原子力発電所２号機原
子炉停止（点検の結果、最終的に８４０枚のう
ち２５８枚にひび割れ等確認）

平成１８年８月１９、２０日
いしかわ環境フェア２００６を開催（社団法人い
しかわ環境パートナーシップ県民会議主催、
石川県後援）
平成１８年９月４日～１０日
県民エコライフ大作戦（第１回）実施
平成１８年１０月５日
ツキノワグマ大量出没警戒情報を発表。５月
１日以降１２月末日までの出没情報件数は３３３
件、捕獲数は７８頭となる

平成１８年１０月～１２月
小松市環境美化センター熱回収施設に係る環
境影響方法書を審査
平成１８年１０月２８日
日中韓環境教育シンポジウムを開催

平成１８年１１月７日
志賀原子力発電所１号機発電機付属設備への
記録用紙吸い込みによる点検のため原子炉を
停止。（１１月２２日運転を再開）

平成１８年１１月～平成１９年３月
金沢市西部クリーンセンター新工場に係る環
境影響準備書を審査
平成１９年２月８日
環境連携活動交流フォーラムを開催
平成１９年３月１５日
平成１１年第５回定期検査中に、志賀原子力発

電所１号機において、制御棒引きぬけによる
臨界事故が起きていたことが判明。国、県、
志賀町は北陸電力（株）に対し直ちに、原子
炉を停止し、徹底的な原因究明と抜本的な再
発防止対策の策定を指示
平成１９年３月２５日
能登半島地震が発生。石川県災害対策本部設
置。２６日から災害廃棄物の分別・処理指導の
ため職員を現地に派遣。２７日以降県内外の自
治体、団体等からごみ収集車両の派遣や人的
支援等があった

平成１９年４月１日
環境安全部を環境部に改称
平成１９年４月１日
騒音に係る環境基準の類型指定の改正（白山
市、野々市町、中能登町）
平成１９年４月１日
騒音、振動指定地域の一部改正（白山市、中
能登町）
平成１９年４月１日
悪臭規制地域の一部改正（宝達志水町）
平成１９年４月２日
いしかわ環境情報交流サイトの運用を開始
平成１９年４月２５日
石川県能登半島地震復旧・復興本部会議を設
置、本格的復興に取り組み始める
平成１９年５月～９月
能登半島地震に伴い、輪島市、穴水町で大気
調査
平成１９年５月１７日～２２日
小松基地で最初の在日米軍再編に伴う訓練移
転が実施される
平成１９年５月２１日
北陸電力（株）は臨界事故に対する２８項目か
らなる再発防止対策の具体的な行動計画を策
定
平成１９年６月２日、３日
エコステーションまつりを開催（県民エコス
テーションまつり実行委員会主催、石川県共
催）
平成１９年６月２７日
レジ袋削減協定を締結（１２社、１０８店舗）

平成１９年６月２９日
北陸電力（株）は原子力本部を志賀町に、地
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域共生本部を金沢市に設置
平成１９年７月６日
国は、能登半島地震での災害廃棄物の量を約
４３万トンと推計、約３９億円の災害等廃棄物処
理事業費補助金を内示

平成１９年８月～１０月
能越自動車道（田鶴浜～七尾）に係る環境影
響評価方法書を審査
平成１９年８月２５日、２６日
いしかわ環境フェア２００７を開催（社団法人い
しかわ環境パートナーシップ県民会議主催・
石川県後援）
平成１９年９月９日、２３日、３０日
エコドライブ教室を開催（主催：石川県 協
力：東部自動車学校、加南自動車学校、七尾
自動車学校）

平成１９年９月１０日～１６日
県民エコライフ大作戦（第２回）を実施
平成１９年９月２５日
石川県指定希少野生動植物種として６種（コ
アジサシ、イソコモリグモ、サドクルマユリ、
トキソウ、サギソウ、イソスミレ）を指定（施
行１１月１日）
平成１９年１０月２６日
全国大気汚染防止連絡協議会第５３回全国大会
を開催
平成１９年１０月２７日
夕日寺健民自然園にて里山ふるさと館オープ
ン記念行事を開催。第４回いしかわ自然学校
まつりも併催
平成１９年１１月１８日
いしかわ自然学校が、全国初のネットワーク
型の自然学校等として「第３回エコツーリズ
ム大賞」優秀賞を受賞
平成１９年１２月７日
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当て
はめる地域を指定（金沢市、白山市、野々市
町、津幡町）
平成１９年１２月～平成２０年４月
（仮称）門前クリーンパーク建設事業に係る
環境影響評価方法書を審査
平成２０年１月
いしかわ事業者版環境ISO募集開始
平成２０年３月１４日
原子力安全・保安院は、臨界事故に係る再発

防止対策の実施状況・内容が妥当と評価
北陸電力（株）は志賀原子力発電所２号機の
再起動を申し入れ
平成２０年３月２１日
県は、志賀原子力発電所２号機の再起動を了
承（３月２６日運転を再開）
平成２０年３月３１日
能登半島地震被災自治体における災害等廃棄
物処理事業完了
平成２０年３月３１日
循環型社会推進室を廃止

平成２０年４月１日
地球温暖化対策室を創設
平成２０年４月１日
石川県ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱の一
部を改正
平成２０年４月２日
志賀原子力発電所２号機気体廃棄物処理系で
水素濃度が上昇したことから、原因調査のた
め、原子炉を停止（５月９日運転を再開）
平成２０年５月１日
騒音に係る環境基準の類型指定の改正（小松
市）
平成２０年５月１日
騒音、振動指定地域の一部改正（小松市）
平成２０年７月１９日～２１日
県民エコライフ大作戦オープニングイベント
を実施（場所：県庁１９階展望ロビー）
平成２０年７月２１日～８月２０日
県民エコライフ大作戦（第３回）を実施
平成２０年８月２３日、２４日
いしかわ環境フェア２００８を開催（社団法人い
しかわ環境パートナーシップ県民会議主催、
石川県後援）
平成２０年９月２１日、２３日、１０月１９日
エコドライブ教室を開催（主催：石川県、協
力：ドライビングスクール エクシール城
東、こまつ自動車学校、太陽自動車学校）
平成２０年９月～１２月
金沢市新廃棄物埋立場建設事業に係る環境影
響準備書を審査
平成２０年１０月２３日、２５日、２６日
いしかわ里山フェアを開催
平成２０年１１月２７日
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レジ袋削減協定を締結（コンビニエンススト
ア１社、７６店舗）

平成２０年１１月～平成２１年３月
小松市環境美化センター熱回収施設に係る環
境影響評価準備書を審査
平成２０年１２月１９日
本県がトキの分散飼育実施地に決定

平成２１年２月１７日
土壌汚染対策法第５条第１項に基づき、能美市
湯谷町ホ１８番１の一部ほかを指定区域に指定

平成２１年３月１３日
地域環境力向上フォーラムを開催（場所：県
庁１９階展望ロビー）
平成２１年３月１９日
北陸電力（株）は志賀原子力発電所１号機の
再起動を申し入れ

平成２１年３月２７日
県は、志賀原子力発電所１号機の再起動を了
承
平成２１年３月２７日
新たなレジ袋削減協定を締結（３９社・組合、
７５７店舗）
※平成２１年６月１日から、食品スーパー、ド
ラッグストア、クリーニング店でレジ袋無料
配布中止決定
平成２１年３月３０日
北陸電力（株）は志賀原子力発電所１号機の
原子炉を起動

平成２１年４月１３日
志賀原子力発電所２号機の漏洩燃料特定作業
に伴い原子炉の出力を降下（４月２６日運転を
再開）
平成２１年８月２２日、２３日
第２０回いしかわ環境フェアを開催（社団法人
いしかわ環境パートナーシップ県民会議主
催、石川県後援）

平成２１年９月２７日、１０月３日、１２日
エコドライブ教室を開催（主催：石川県、協
力：輪島綜合自動車学校、北陸中部自動車学
校、大徳自動車学校）
平成２１年１１月１３日
志賀原子力発電所２号機非常用ディーゼル発
電機３台のうち２台から潤滑油の漏えいが確
認されたことから保安規定に従い原子炉を停

止。復旧後、平成２２年１月２８日に原子炉を起
動
平成２１年１２月１２日、１３日
県民エコライフ大作戦オープニングイベント
を実施（場所：県庁１９階展望ロビー）
平成２１年１２月１４日～平成２２年１月１３日
県民エコライフ大作戦（第４回）を実施
平成２１年１２月１７日
トキ繁殖ケージ竣工式
平成２２年１月８日
トキ２つがい４羽が佐渡トキ保護センターか
らいしかわ動物園に移送された
平成２２年１月１７日
トキ展示・映像コーナーオープンセレモニー
平成２２年３月３０日
志賀原子力発電所のタービン保管庫の設置に
ついて事前了解を回答

平成２２年４月１日
水道用水供給事業の移管により、水道企業課
を設置
平成２２年４月６日
送水管耐震化推進室を設置
平成２２年４月２８日
「いしかわエコハウス」オープン
（社）いしかわ環境パートナーシップ県民会
議が「いしかわエコハウス」に移転
平成２２年５月１日
悪臭規制地域の一部改正（志賀町）
平成２２年５月１６日
第６４回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」を
金沢市で開催
平成２２年６月２８日
北陸電力（株）は志賀原子力発電所１号機に
おけるウラン燃料のリサイクル（プルサーマ
ル）について県・町へ事前協議の申し入れ
平成２２年８月２１日、２２日
いしかわ環境フェア２０１０／いしかわの里山里
海展を開催（社団法人いしかわ環境パート
ナーシップ県民会議主催、石川県後援）
平成２２年９月５日
「水環境フォーラム」を小松市木場潟公園で
開催（主催：石川県、小松市）
平成２２年１０月９日、１６日、１７日、２３日
エコドライブ教室を開催（主催：石川県、協
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力：加賀自動車学校、北鉄自動車学校、能登
中央自動車学校、能登自動車学校）

平成２２年１１月～平成２３年２月
能越自動車道（田鶴浜～七尾）環境影響評価
準備書を審査
平成２２年１１月８日
スバールバルライチョウオス２羽が恩賜上野
動物園からいしかわ動物園に移送。以後２月
にメス２羽が、３月にオス２羽が移送される
平成２２年１１月１３日、１４日
「第１１回ライチョウ会議石川大会」を金沢市
で開催

平成２２年１１月１７日～２０日
県民エコライフ大作戦オープニングイベント
を実施（場所：県庁１９階展望ロビー）
平成２２年１１月２２日～１２月２１日
県民エコライフ大作戦（第５回）を実施
平成２２年１２月２日
志賀原子力発電所１号機の原子炉冷却材再循
環ポンプ軸封部取替のため原子炉を停止（１２
月１２日運転を再開）

平成２２年１２月１４日
志賀原子力発電所１号機制御棒水圧制御ユニ
ットの点検を行うため原子炉を停止（１２月２３
日運転を再開）
平成２２年１２月１８日、１９日
「国際生物多様性年クロージング・イベント」
を金沢市で開催
平成２２年１２月２３日、平成２３年２月２７日、３月２７日
いしかわエコスタイル県民フォーラムを開催
（計３回）
平成２３年１月２１日、２月１４日、３月２３日
企業エコ化促進セミナーを開催（計３回）
平成２３年１月２２日
志賀原子力発電所２号機原子炉格納容器内冷
却器凝縮水量が低下したことから点検のため
原子炉を停止（２月６日運転を再開）
平成２３年３月１日
志賀原子力発電所１号機の原子炉冷却材再循
環ポンプ軸封部取替のため原子炉を停止
平成２３年３月１１日
東北地方太平洋沖地震により東京電力（株）
福島第一原子力発電所が被災
平成２３年３月２９日
「石川県生物多様性戦略ビジョン」を策定

（３月２９日石川県環境審議会自然共生部会か
ら答申）
平成２３年３月３０日
原子力安全・保安院から電気事業者等に対し
緊急安全対策の実施を指示

平成２３年４月１日
石川県ゴルフ場農業等安全使用指導要綱の一
部を改正
平成２３年４月１日
里山創成室を設置し、自然保護課を自然環境
課に改称
平成２３年４月８日
北陸電力（株）は原子力安全・保安院に対し、
津波に対する安全強化策を報告
平成２３年４月２４日
いしかわ動物園ライチョウ飼育展示施設オー
プンセレモニー
平成２３年５月１日
騒音に係る環境基準の類型指定の改正（津幡
町、中能登町）
平成２３年５月１日
騒音、振動指定地域の一部改正（津幡町、中
能登町）
平成２３年５月１日
悪臭規制地域の一部改正（七尾市、津幡町）
平成２３年５月１２日
原子力安全・保安院は北陸電力（株）の緊急
安全対策を妥当と判断
平成２３年５月３１日
いしかわ里山創成ファンドを創設
平成２３年６月１１日
GIAHS国際フォーラム（於：北京）におい
て、羽咋市以北の４市４町が申請した
「能登の里山里海」が世界農業遺産に認定
平成２３年６月１７日
「世界農業遺産オープニングイベント
（GIAHSインセプションワークショップ）」
を奥能登行政庁舎で開催
県、羽咋市以北の４市４町、関係団体ととも
に「世界農業遺産活用実行委員会」を設立
平成２３年７月２２日
原子力安全・保安院は電気事業者等に対し、
安全性に関する総合評価（ストレステスト）
を行うよう指示
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平成２３年８月２０日、２１日
いしかわ環境フェア２０１１／いしかわの里山里
海展を開催（社団法人いしかわ環境パート
ナーシップ県民会議・いしかわ里山づくり推
進協議会主催、石川県後援）
平成２３年９月６日
企業エコ化促進セミナーとして、国際シンポ
ジウム「住宅の今後 更なる省エネ化への道」
を開催（同セミナーは、記載のほか平成２３年
８月２０日、平成２４年２月２９日の計３回開催）

平成２３年１０月６日
平成２３年度いしかわ里山創成ファンド事業採
択決定
平成２３年１２月１７日～１９日
「国連生物多様性の１０年」国際キックオフ・
イベントを開催（金沢市）

平成２４年２月１日
北陸電力（株）は志賀原子力発電所２号機の
安全性に関する総合評価（一次評価）の結果
を原子力安全・保安院に提出
平成２４年３月１１日
騒音、振動に係る指定地域、悪臭に係る規制
地域の一部改正（白山市）
平成２４年３月２０日
佐渡・能登連携「世界農業遺産シンポジウム」
を七尾市で開催（主催：世界農業遺産活用事
行委員会）
平成２４年３月２６日
北陸電力（株）は志賀原子力発電所１号機の
安全性に関する総合評価（一次評価）の結果
を原子力安全・保安院に提出
平成２４年３月３０日
石川県指定希少野生動植物種として５種（ホ
クリクサンショウウオ、センダイハギ、ヒメ
ヒゴタイ、イシモチソウ、トウカイコモウセ
ンゴケ）を指定（施行５月１日）

平成２４年４月１日
第２次地域主権一括法の施行に伴い、市域の
騒音、振動に係る指定地域及び悪臭に係る規
制地域を除外
平成２４年４月１日
いしかわ住まいの省エネパスポート制度の運
用を開始
平成２４年５月９日

能登・佐渡里山里海連携会議を金沢市で開催
（主催：世界農業遺産活用実行委員会）
平成２４年５月２６日
白山国立公園指定５０周年及び５０周年記念事業
のキックオフイベントを関係４県で開催（白
山市、白川村、勝山市、南砺市）
平成２４年６月２９日
省エネ・節電アクションプランキックオフイ
ベントを実施（場所：県庁１９階展望ロビー）
平成２４年７月１日～９月３０日
省エネ・節電アクションプランを実施
平成２４年７月１７日、１８日
能登から農業者ら５１名が佐渡市を訪問し、生
物の多様性を育む農業国際会議に参加（主
催：世界農業遺産活用実行委員会）
平成２４年７月１８日
原子力安全・保安院は敷地内破砕帯の追加調
査計画の策定を北陸電力（株）に指示
平成２４年７月２５日
北陸電力（株）は敷地内破砕帯の追加調査計
画を原子力安全・保安院に提出
平成２４年８月１０日
北陸電力（株）は敷地内破砕帯の追加調査を
開始
平成２４年８月２５日、２６日
いしかわ環境フェア２０１２／いしかわの里山里
海展（社団法人いしかわ環境パートナーシッ
プ県民会議・いしかわの里山づくり推進協議
会主催、石川県後援）、エコ住宅展を開催
平成２４年１１月１０日
白山国立公園指定５０周年記念式典を開催（白
山市）
平成２４年１１月１３日
日独環境ビジネスシンポジウム「省エネ建築
の専門家から最先端技術を学ぶ」を開催
平成２４年１１月１６日
能登の暮らしに息づく知恵や技術の継承に向
け高校生による聞き書き調査に着手（主催：
世界農業遺産活用実行委員会）
平成２４年１２月１３日～１５日
国内最大級の環境展示会「エコプロダクツ
２０１２（東京都江東区有明）」に佐渡と共同出
展（主催：世界農業遺産活用実行委員会）
平成２５年３月１５日
微小粒子状物質（PM２．５）に関する注意喚起
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情報の発表体制を整備し、運用を開始
平成２５年３月２０日
「世界農業遺産シンポジウム２０１３」を七尾市
で開催（主催：世界農業遺産活用実行委員会）

平成２５年５月２９日～６月１日
世界農業遺産国際会議を七尾市で開催（主
催：FAO、農林水産省、石川県、能登GIAHS
推進協議会）
平成２５年７月１日～９月３０日
省エネ・節電アクションプランを実施
平成２５年７月１日～９月３０日
いしかわクールシェアを実施
平成２５年７月６日
いしかわクールシェアキックオフイベントを
実施（場所：香林坊アトリオステージ）
平成２５年８月２４日、２５日
いしかわ環境フェア２０１３／いしかわの里山里
海展２０１３／いしかわ近未来の環境技術展２０１３
（社団法人いしかわ環境パートナーシップ県
民会議・いしかわの里山づくり推進協議会・
石川県主催）
平成２５年１０月８日～１１日
韓国全羅北道の二者により日中韓環境協力ト
ライアングル事業を実施（金沢市）（中国江
蘇省は不参加）
平成２５年９月１３日
SATOYAMAイニシアティブ推進ネット
ワーク設立総会を開催し、谷本知事、西川福
井県知事が共同代表に就任
平成２５年１０月１６日
第２回能登・佐渡里山里海連携会議を佐渡市
で開催（主催：世界農業遺産活用実行委員
会、佐渡GIAHS推進会議）
平成２５年１２月９日
微小粒子状物質（PM２．５）に関する注意喚起
情報の発表時間の見直し（午後からの活動に
備えた判断を追加）
平成２５年１２月１２日～１４日
国内最大級の環境展示会「エコプロダクツ
２０１３（東京都江東区有明）」に佐渡、静岡、
熊本、大分と連携して出展

平成２５年１２月１９日
北陸電力（株）は敷地内破砕帯に関する追加
調査最終報告書を原子力規制委員会に提出

平成２６年１月１７日
トキ１つがい２羽が佐渡トキ保護センターか
らいしかわ動物園に移送された
平成２６年２月２６日
微小粒子状物質（PM２．５）に関する注意喚起
情報の発表（輪島測定局で１日平均値７７．３µg
/m３を観測）

平成２６年４月８日
里山創成室を農林水産部に移管し（里山振興
室）、地球温暖化対策室を温暖化・里山対策
室に改称
平成２６年７月１日～９月３０日
省エネ・節電アクションプランを実施
平成２６年７月１日～９月３０日
いしかわクールシェアを実施
平成２６年７月１日
いしかわクールシェアキックオフイベントを
実施
（場所：香林坊大和正面）
平成２６年８月１２日
北陸電力（株）は、志賀原子力発電所２号機
の新規制基準適合性に係る審査を受けるた
め、原子炉設置変更許可、工事計画認可及び
保安規定変更認可を原子力規制委員会に申請
平成２６年８月２３日、２４日
いしかわ環境フェア２０１４／いしかわの里山里
海展２０１４／いしかわ近未来の環境技術展２０１４
（公益社団法人いしかわ環境パートナーシッ
プ県民会議・いしかわの里山づくり推進協議
会・石川県主催）
平成２６年９月１１日
石川県再生可能エネルギー推進計画を策定
平成２６年１０月２９日～１１月１日
韓国全羅北道との二者により日中韓環境協力
トライアングル事業を実施（韓国全羅北道で
開催）（中国江蘇省は不参加）
平成２６年１２月１１日～１３日
国内最大級の環境展示会「エコプロダクツ
２０１４（東京都江東区有明）」に福井と連携し
て出展
平成２６年１２月２６日
石川県ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱の一
部を改正
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平成２７年５月～９月
門前クリーンパーク建設事業に係る環境影響
評価準備書を審査
平成２７年６月～９月
七尾大田火力発電所石炭灰処分場設置事業に
係る環境影響評価方法書を審査
平成２７年７月１日～９月３０日
省エネ・節電アクションプランを実施
平成２７年７月１日～９月３０日
いしかわクールシェアを実施
平成２７年７月４日
いしかわクールシェアキックオフイベントを
実施（場所：金沢百番街）
平成２７年７月１３日、８月４日、９月８日
いしかわエコもの発信塾を開催

平成２７年８月２２日、２３日
いしかわ環境フェア２０１５／いしかわ里山里海
展２０１５／いしかわ近未来の環境技術展２０１５
（公益社団法人いしかわ環境パートナーシッ
プ県民会議・いしかわの里山づくり推進協議
会・石川県主催）
平成２７年１０月２７日～１０月３０日
韓国全羅北道との二者により日中韓環境協力
トライアングル事業を実施（石川県金沢市で
開催）（中国江蘇省は不参加）
平成２７年１２月１０日～１２日
国内最大級の環境展示会「エコプロダクツ
２０１５（東京都江東区有明）」に福井と連携し
て出展

平成２８年７月１日～９月３０日
省エネ・節電アクションプランを実施
平成２８年７月１日～９月３０日
いしかわクールシェアを実施
平成２８年７月２日
いしかわクールシェアキックオフイベントを
実施（場所：香林坊大和）
平成２８年８月２７日、２８日
いしかわ環境フェア２０１６／いしかわ里山里海
展２０１６／いしかわ近未来の環境技術展２０１６
（公益社団法人いしかわ環境パートナーシッ
プ県民会議・いしかわの里山づくり推進協議
会・石川県主催）
平成２８年１１月１９日
いしかわ動物園トキ公開展示施設「トキ里山

館」オープン記念式典
平成２８年９月５日～９月８日
中国江蘇省南京市において江蘇省、韓国全羅
北道との日中韓環境協力トライアングル事業
を実施
平成２８年１１月２０日～平成２９年２月２８日
いしかわウォームシェアを実施
平成２８年１１月２０日
いしかわウォームシェアキックオフイベント
を実施（場所：イオンモールかほく）
平成２８年１２月８日～１０日
国内最大級の環境展示会「エコプロ２０１６（東
京都江東区有明）」に福井と連携して出展

平成２９年３月３１日
水環境創造課を廃止

平成２９年４月１日
環境部を生活環境部に改称
水道企業課を土木部に移管
県民文化局県民生活課を生活安全課に改称し
生活環境部に移管
平成２９年７月１日～９月３０日
省エネ・節電アクションプランを実施
平成２９年７月１日～９月３０日
いしかわクールシェアを実施
平成２９年７月１日
いしかわクールシェアキックオフイベントを
実施（場所：香林坊大和）
平成２９年８月１９日、２０日
いしかわ環境フェア２０１７／いしかわ里山里海
展２０１７／いしかわ近未来の環境技術展２０１７
（公益社団法人いしかわ環境パートナーシッ
プ県民会議・いしかわの里山づくり推進協議
会・石川県主催）
平成２９年１０月２４日～１０月２７日
韓国全羅北道において、江蘇省、韓国全羅北
道との日中韓環境協力トライアングル事業を
実施
平成２９年１１月１日～平成３０年２月２８日
いしかわウォームシェアを実施
平成２９年１１月３日
いしかわウォームシェアキックオフイベント
を実施（場所：イオンモール新小松）
平成２９年１２月７日～９日
国内最大級の環境展示会「エコプロ２０１７東京
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都江東区有明」に福井県と連携して出展

平成３０年７月１日～９月３０日
省エネ・節電アクションプランを実施
平成３０年７月１日～９月３０日
いしかわクールシェアを実施
平成３０年８月２５日、２６日
いしかわ環境フェア２０１８／いしかわ里山里海
展２０１８／いしかわ近未来の環境技術展２０１８
（公益社団法人いしかわ環境パートナーシッ
プ県民会議・いしかわ里山づくり推進協議
会・石川県主催）
平成３０年１２月１日～平成３１年２月２８日
いしかわウォームシェアを実施
平成３０年１２月１日
いしかわウォームシェアキックオフイベント
を実施（場所・イオンモールかほく）
平成３０年１２月６日～８日
国内最大級の環境展示会「エコプロ２０１８」に
福井県と連携して出展
平成３０年１２月１４日
恩賜上野動物園からメスの成鳥１羽を受入れ

平成３１年３月１５日
いしかわ動物園ライチョウ公開記念式典

平成３１年３月２５日
富山市ファミリーパークからオスの成鳥１羽
を受入れ

令和元年７月１日～９月３０日
省エネ・節電アクションプランを実施
令和元年７月１日～９月３０日
いしかわクールシェアを実施
令和元年８月２４日、２５日
いしかわ環境フェア２０１９／いしかわ里山里海
展２０１９／いしかわ近未来の環境技術展２０１９
（公益社団法人いしかわ環境パートナーシッ
プ県民会議・いしかわ里山づくり推進協議
会・石川県主催）
令和元年１２月１日～令和２年２月２９日
いしかわウォームシェアを実施
令和元年１２月５日～７日
国内最大級の環境展示会「エコプロ２０１９」に
福井県と連携して出展
令和２年３月２５日
「石川県環境総合計画」を改定

令和２年３月２６日
ふるさと石川の環境を守り育てる条例の一部
を改正

令和２年７月１日～９月３０日
省エネ・節電アクションプランを実施
令和２年１０月２７日～１１月４日、

１１月２６日～１２月２日
いしかわ環境展／いしかわの里山里海PR展
（石川県・公益社団法人いしかわ環境パート
ナーシップ県民会議・いしかわ里山づくり推
進協議会主催）

令和３年７月１日～９月３０日
省エネ・節電アクションプランを実施
令和３年１２月８日～１０日
国内最大級の環境展示会「エコプロ２０２１」に
福井県と連携して出展
令和３年１２月２０日～令和４年２月２８日
エコフェスいしかわin Webを公開（石川県・
公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ
県民会議主催）
令和４年１月２９日
使い捨てプラスチックごみ削減フェア（石川
県・公益社団法人いしかわ環境パートナーシ
ップ県民会議主催）

令和４年４月１日
石川県、指定希少野生動植物種として１種（カ
ザグルマ）を指定（施行５月１日）
令和４年５月６日
県、能登の４市５町及び関係団体で「能登地
域トキ放鳥受入推進協議会」を設置し、能登
地域をトキの放鳥候補地として国に申請する
ことを決定
令和４年５月１６日
県及び能登の４市５町の連名で能登地域をト
キの放鳥候補地として国に申請
令和４年６月２４日
ふるさと石川の環境を守り育てる条例の一部
を改正
令和４年７月１日～９月３０日
省エネ・節電アクションプランを実施
令和４年７月１日～９月３０日
いしかわクールシェアを実施
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令和４年７月２４日
能登地域トキ放鳥推進シンポジウムを開催

令和４年８月５日
能登地域がトキの放鳥候補地として選定され
た旨公表
令和４年８月２０日、２１日
いしかわ環境フェア２０２２・いしかわ環境フェ
ア２０２２映画上映会／いしかわ里山里海展２０２２
／いしかわ近未来の環境技術展２０２２（公益社
団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会
議・いしかわ里山づくり推進協議会・石川県
主催）

令和４年９月１日
２０５０年カーボンニュートラル宣言
令和４年９月２８日
ふるさと石川の環境を守り育てる条例の一部
を改正
令和４年９月３０日
「石川県環境総合計画」を改定

令和４年１０月１０日
「いしかわゼロカーボンの日」制定
いしかわゼロカーボンの日キックオフイベン
トを実施（場所：石川県地場産業振興セン
ター）
令和４年１２月１日～令和５年３月３１日
いしかわウォームシェアを実施

令和５年８月２６日、２７日
いしかわ環境フェア２０２３／いしかわ里山里海
展２０２３／いしかわ近未来の環境技術展２０２３
（公益社団法人いしかわ環境パートナーシッ
プ県民会議・いしかわ里山づくり推進協議
会・石川県主催）
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５ 環 境 基 準

（１）大気の汚染に係る環境基準（昭和４８年５月８日環告２５ 改正昭４８環告３５，昭５３環告３８，昭５６環告４７，平８環告７３，７４，平２１環告３３）

物
質 二酸化硫黄 二酸化窒素 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 光化学オキシダント 微小粒子状物質

環
境
上
の
条
件

１時間値の１日平均

値が０．０４ppm以下で

あり、かつ、１時間

値が０．１ppm以下で

あること。

１時間値の１日平均

値 が０．０４ppmか ら

０．０６ppmまでのゾー

ン内又はそれ以下で

あること。

１時間値の１日平均値
が１０ppm以 下 で あ
り、かつ、１時間値の
８時間平均値が２０
ppm以下であるこ
と。

１時間値の１日平均

値 が０．１０mg／m３以

下であり、かつ、１

時間 値 が０．２０mg／

m３以下であること。

１時間値が０．０６ppm

以下であること。

１年平均値が１５µg

／m３以 下 で あ り、

かつ、１日平均値が

３５µg／m３以下である

こと。
備考 １ 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が１０µm以下のものをいう。

２ 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリ
ウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。

３ 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が２．５µmの粒子を５０％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒
径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

※環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。

（評価方法）
① 短期的評価（二酸化窒素及び微小粒子状物質を除く。）
測定を行った日についての１時間値の１日平均値若しくは８時間平均値または各１時間値を環境基準と比較して評価を行う。

② 長期的評価
ア 二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質
１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、高い方から数えて２％の範囲にある測定値を除外した後の最高値（１日平均値の年間２％除
外値）を環境基準と比較して評価を行う。
ただし、上記の方法に関わらず環境基準を超える日が２日以上連続した場合には非達成とする。

イ 二酸化窒素
１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目に当たる値（１日平均値の年間９８％値）を環境基準と比較して評価
を行う。
ウ 微小粒子状物質
長期基準（１年平均値が１５µg／m３以下）、短期基準（１日平均値の年間９８％値が３５µg／m３以下）の評価を各々行い、両者の基準を達成すること
で評価する。

（２）ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準
（平成９年２月４日環告４ 改正 平成１３年環告３０，平成３０年環告１００）

物 質 ベ ン ゼ ン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジ ク ロ ロ メ タ ン

環境上の
条 件

１年 平 均 値 が０．００３mg
／m３以下であること。

１年平均値が０．１３mg／m３
以下であること。

１年平均値が０．２mg／m３
以下であること。

１年平均値が０．１５mg／m３
以下であること。

※環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。

（３）ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係
る環境基準

（平成１１年１２月２７日環告６８ 改正 平１４環告４６・平２１環告１１）

媒 体 基 準 値 備 考

大気 ０．６pg－TEQ／m３以下
１ 基準値は２，３，７，８－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。
２ 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。
３ 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分

解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又
はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法（この表の
土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定し
た値（以下「簡易測定値」という。）に２を乗じた値を上限、簡易測定値に０．５を
乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法によ
り測定した値とみなす。

４ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシ
ン類の量が２５０pg－TEQ／g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。

水質
（水底の底質を除く。） １pg－TEQ／L以下

水底の底質 １５０pg－TEQ／g以下

土壌 １，０００pg－TEQ／g以下

※大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
※水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。
※水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。（水底の底質の環境基準は平成１４年９月１日から適用）
※土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。
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（４）騒音に係る環境基準（平成１０．９．３０環告６４ 改正 平１２環告２０，平１７環告４５，平２４環告５４）
（等価騒音レベル）

地 域 の 類 型
基 準 値

昼 間 夜 間
一
般
地
域

AA ５０デシベル以下 ４０デシベル以下
A及びB ５５デシベル以下 ４５デシベル以下
C ６０デシベル以下 ５０デシベル以下

道
路
に
面
す
る
地
域

A地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下
B地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車
線を有する道路に面する地域 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下

上段にかかわらず特例として、幹線交通を担う道路に近接する空間
幹線道路（高速自動車国道、一般国道、県道及び４車線以上の車線を有する区間
の市町村道）に近接する道路敷地境界から２０m（２車線以下は１５m）までの範囲

７０デシベル以下 ６５デシベル以下

（評価方法）
一 般 地 域：原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価する。
道路に面する地域：原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握する。

（５）航空機騒音に係る環境基準 （６）新幹線鉄道騒音に係る環境基準
（昭和４８．１２．２７環告１５４ 改正 平５環告９１，平１２環告７８，
平１９環告１１４）

（昭和５０．７．２９環告４６ 改正 平５環告９１，平１２環告７８）

地域の類型 基 準 値
地域の類型 基準値 Ⅰ ７０デシベル以下
Ⅰ ５７デシベル以下 Ⅱ ７５デシベル以下
Ⅱ ６２デシベル以下 （注）Ⅰをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、Ⅱ

をあてはめる地域は商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域で
あって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

（注）１ Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱ
をあてはめる地域はⅠ以外の地域であって通常の生活を保全す
る必要がある地域とする。

（注）２ 平成２５年４月１日より適用

〈参考〉
（昭和４８．１２．２７環告１５４ 改正 平５環告９１，平１２環告７８）

地域の類型 基準値（単位WECPNL）
Ⅰ ７０以下
Ⅱ ７５以下

（注）１ Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱ
をあてはめる地域はⅠ以外の地域であって通常の生活を保全す
る必要がある地域とする。

（注）２ 平成２５年３月３１日まで適用

（７）水質汚濁に係る環境基準 （昭和４６．１２．２８環告５９ 改正 昭４９環告６３，昭５０環告３，昭５７環告４１・環告１４０，
昭６０環告２９，昭６１環告１，平３環告７８，平５環告１６・環告６５，平７環告１７，平１０
環告１５，平１１環告１４，平１２環告２２，平１５環告１２３，平２０環告４０，平２１環告７８，平
２３環告９４，平２４環告８４・環告１２７，平２５環告３０，平２６環告３９・環告１２６，平２８環告
３７，平３１環告４６，令３環告６２）

ア 人の健康の保護に関する環境基準
項 目 基 準 値 項 目 基 準 値

カドミウム ０．００３mg／L以下 トリクロロエチレン ０．０１mg／L以下
全シアン 検出されないこと。 テトラクロロエチレン ０．０１mg／L以下
鉛 ０．０１mg／L以下 １，３‐ジクロロプロペン ０．００２mg／L以下
六価クロム ０．０２mg／L以下 チウラム ０．００６mg／L以下
砒素 ０．０１mg／L以下 シマジン ０．００３mg／L以下
総水銀 ０．０００５mg／L以下 チオベンカルブ ０．０２mg／L以下
アルキル水銀 検出されないこと。 ベンゼン ０．０１mg／L以下
PCB 検出されないこと。 セレン ０．０１mg／L以下
ジクロロメタン ０．０２mg／L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０mg／L以下
四塩化炭素 ０．００２mg／L以下 ふっ素 ０．８mg／L以下
１，２‐ジクロロエタン ０．００４mg／L以下 ほう素 １mg／L以下
１，１‐ジクロロエチレン ０．１mg／L以下 １，４‐ジオキサン ０．０５mg／L以下
シス‐１，２‐ジクロロエチレン ０．０４mg／L以下 （備考）１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準

値については最高値とする。
２ 「検出されないこと」とは、定量限界を下回ることをいう。
３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用されない。

１，１，１‐トリクロロエタン １mg／L以下
１，１，２‐トリクロロエタン ０．００６mg／L以下
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イ 生活環境の保全に関する環境基準
（ア）河川（湖沼を除く）

① 項目

類型
利用目的の適応性

基 準 値
水素イオン濃度
（pH）

生物化学的酸素
要求量（BOD）

浮遊物質量
（SS）

溶存酸素量
（DO）

大腸菌数

AA 水道１級、自然環境保全及び
A以下の欄に掲げるもの

６．５以上８．５以下 １mg／L以下 ２５mg／L以下 ７．５mg／L以上 ２０CFU／１００mL以下

A 水道２級、水産１級、水浴及
びB以下の欄に掲げるもの

６．５以上８．５以下 ２mg／L以下 ２５mg／L以下 ７．５mg／L以上 ３００CFU／１００mL以下

B 水道３級、水産２級及びC以
下の欄に掲げるもの

６．５以上８．５以下 ３mg／L以下 ２５mg／L以下 ５mg／L以上 １，０００CFU／１００mL以下

C 水産３級、工業用水１級及び
D以下の欄に掲げるもの

６．５以上８．５以下 ５mg／L以下 ５０mg／L以下 ５mg／L以上 ―

D 工業用水２級、農業用水及び
Eの欄に掲げるもの

６．０以上８．５以下 ８mg／L以下 １００mg／L以下 ２mg／L以上 ―

E 工業用水３級、環境保全 ６．０以上８．５以下 １０mg／L以下 ごみ等の浮遊が認
められないこと

２mg／L以上 ―

（備考）１ 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に関する基準値については、９０％水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さい
ものから順に並べた際の０．９×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値（０．９×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の
値をとる。））とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

２ 農業用利水点については、水素イオン濃度６．０以上７．５以下、溶存酸素５mg／L以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。
３ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数１００CFU／１００ｍL以下とする。
４ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

（注） １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水道１級 ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道２級 ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級 ：前処理等を伴う高度の浄水処理を行うもの

３ 水産１級 ：ヤマメ、イワナ等貧腐水生水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
水産２級 ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水生水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級 ：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの

５ 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

② 項目
類型 水生生物の生息状況の適応性 基準値

全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸
及びその塩

生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌
生物が生息する水域

０．０３mg／L以下 ０．００１mg／L以下 ０．０３mg／L以下

生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖
場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

０．０３mg／L以下 ０．０００６mg／L以下 ０．０２mg／L以下

生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が
生息する水域

０．０３mg／L以下 ０．００２mg／L以下 ０．０５mg／L以下

生物特B 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖
場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

０．０３mg／L以下 ０．００２mg／L以下 ０．０４mg／L以下

（備考）基準値は年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

（イ）湖沼（天然湖沼及び貯水量１，０００万立方メートル以上の人口湖）
① 項目

類型
利用目的の適応性

基 準 値
水素イオン濃度
（pH）

化学的酸素
要求量（COD）

浮遊物質量
（SS）

溶存酸素量
（DO）

大腸菌数

AA 水道１級、水産１級、自然環
境保全及びA以下の欄に掲げ
るもの

６．５以上８．５以下 １mg／L以下 １mg／L以下 ７．５mg／L以上 ２０CFU／１００mL以下

A 水道２、３級、水産２級、水浴
及びB以下の欄に掲げるもの

６．５以上８．５以下 ３mg／L以下 ５mg／L以下 ７．５mg／L以上 ３００CFU／１００mL以下

B 水産３級、工業用水１級、農業
用水及びCの欄に掲げるもの

６．５以上８．５以下 ５mg／L以下 １５mg／L以下 ５mg／L以上 ―

C 工業用水２級、環境保全 ６．０以上８．５以下 ８mg／L以下 ごみ等の浮遊が認
められないこと

２mg／L以上 ―

（備考）１ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
２ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数１００CFU／１００ｍL以下とする。
３ 水道３級を利用目的としている地点（水浴又は水道２級を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数１，０００CFU／１００ｍL以下
とする。

（注） １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水道 １ 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水処理を行うもの
３ 水産 １ 級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

水産 ２ 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水生水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用
水産 ３ 級：コイ、フナ等貧栄養湖型の水域の水産生物用

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

５ 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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② 項目
類型

利 用 目 的 の 適 応 性 基 準 値
全窒素 全 燐

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの ０．１mg／L以下 ０．００５mg／L以下
Ⅱ 水道１、２、３級（特殊なものを除く。）、水産１種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの ０．２mg／L以下 ０．０１mg／L以下
Ⅲ 水道３級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの ０．４mg／L以下 ０．０３mg／L以下
Ⅳ 水産２種及びⅤの欄に掲げるもの ０．６mg／L以下 ０．０５mg／L以下
Ⅴ 水産３種、工業用水、農業用水、環境保全 １mg／L以下 ０．１mg／L以下

（備考）１ 基準値は、年間平均値とする。
２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒
素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。

３ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。
（注） １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水処理を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）

３ 水産１種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用
水産２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用
水産３級：コイ、フナ等の水産生物用

４ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

③ 項目
類型 水 生 生 物 の 生 息 状 況 の 適 応 性 基 準 値

全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸
及びその塩

生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物
が生息する水域

０．０３mg／L以下 ０．００１mg／L以下 ０．０３mg／L以下

生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）
又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

０．０３mg／L以下 ０．０００６mg／L以下 ０．０２mg／L以下

生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息
する水域

０．０３mg／L以下 ０．００２mg／L以下 ０．０５mg／L以下

生物特B 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）
又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

０．０３mg／L以下 ０．００２mg／L以下 ０．０４mg／L以下

④ 項目
類型 水 生 生 物 が 生 息 ・ 再 生 産 す る 場 の 適 応 性 基 準 値 該当水域底層溶存酸素量

生物１
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・
再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再
生産できる場を保全・再生する水域

４．０mg／L以上

第 １ の ２ の
（２）により水
域類型ごとに
指定する水域

生物２
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息
できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の
低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水
域

３．０mg／L以上

生物３
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・
再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生
産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域

２．０mg／L以上

（備考）基準値は、日間平均値とする。

（ウ）海 域
① 項目

類型
利用目的の適応性

基 準 値
水素イオン濃度
（pH）

化学的酸素
要求量（COD）

溶存酸素量
（DO）

大腸菌数 n－ヘキサン抽
出物質（油分等）

A 水産１級、水浴、自然環境保全
及びB以下の欄に掲げるもの

７．８以上８．３以下 ２mg／L以下 ７．５mg／L以上 ３００CFU／１００mL
以下

検出されないこと

B 水産２級、工業用水及びCの
欄に掲げるもの

７．８以上８．３以下 ３mg／L以下 ５mg／L以上 ― 検出されないこと

C 環境保全 ７．０以上８．３以下 ８mg／L以下 ２mg／L以上 ― ―
（備考）自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数２０CFU／１００ｍL以下とする。
（注） １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２ 水産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用
水産２級：ボラ、ノリ等の水産生物用

３ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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② 項目
類型

利 用 目 的 の 適 応 性 基 準 値
全窒素 全 燐

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種を除く。） ０．２mg／L以下 ０．０２mg／L以下
Ⅱ 水産１種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種を除く。） ０．３mg／L以下 ０．０３mg／L以下
Ⅲ 水産２種及びⅣの欄に掲げるもの（水産３種を除く。） ０．６mg／L以下 ０．０５mg／L以下
Ⅳ 水産３種、工業用水、生物生息環境保全 １mg／L以下 ０．０９mg／L以下

（備考）１ 基準値は、年間平均値とする。
２ 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

（注） １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水 産 １ 種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

水 産 ２ 種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水 産 ３ 種：汚濁に強い特定の水産生物が主に獲得される

３ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③ 項目
類型

水 生 生 物 の 生 息 状 況 の 適 応 性 基準値
全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸

及びその塩

生物A 水生生物の生息する水域 ０．０２mg／L以下 ０．００１mg／L以下 ０．０１mg／L以下
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）

又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
０．０１mg／L以下 ０．０００７mg／L以下 ０．００６mg／L以下

④ 項目
類型

水 生 生 物 が 生 息 ・ 再 生 産 す る 場 の 適 応 性 基準値 該当水域底層溶存酸素量

生物１
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・
再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再
生産できる場を保全・再生する水域

４．０mg／L以上

第 １ の ２ の
（２）により水
域類型ごとに
指定する水域

生物２
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息
できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の
低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水
域

３．０mg／L以上

生物３
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・
再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生
産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域

２．０mg／L以上

（備考）基準値は、日間平均値とする。
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（８）地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成９．３．１３環告１０ 改正 平１０環告２３，平１１環告１６，平２０環告４１，平２１環告
７９，平２３環告９５，平２４環告８５，平２６環告４０・環告１２７，平２８環告３１，平３１環告
５４，令２環告３５，令３環告６３）

項 目 基 準 値 項 目 基 準 値
カドミウム ０．００３mg／L以下 トリクロロエチレン ０．０１mg／L以下
全シアン 検出されないこと。 テトラクロロエチレン ０．０１mg／L以下
鉛 ０．０１mg／L以下 １，３‐ジクロロプロペン ０．００２mg／L以下
六価クロム ０．０２mg／L以下 チウラム ０．００６mg／L以下
砒素 ０．０１mg／L以下 シマジン ０．００３mg／L以下
総水銀 ０．０００５mg／L以下 チオベンカルブ ０．０２mg／L以下
アルキル水銀 検出されないこと。 ベンゼン ０．０１mg／L以下
PCB 検出されないこと。 セレン ０．０１mg／L以下
ジクロロメタン ０．０２mg／L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０mg／L以下
四塩化炭素 ０．００２mg／L以下 ふっ素 ０．８mg／L以下
クロロエチレン ０．００２mg／L以下 ほう素 １mg／L以下
１，２‐ジクロロエタン ０．００４mg／L以下 １，４‐ジオキサン ０．０５mg／L以下
１，１‐ジクロロエチレン ０．１mg／L以下 （備考）１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準

値については最高値とする。
２ 「検出されないこと」とは、定量限界を下回ることをいう。

１，２‐ジクロロエチレン ０．０４mg／L以下
１，１，１‐トリクロロエタン １mg／L以下
１，１，２‐トリクロロエタン ０．００６mg／L以下

（９）土壌の汚染に係る環境基準（平成３．８．２３環告４６ 改正 平５環告１９・平６環告５・平６環告２５・平７環告１９・平１０
環告２１・平１３環告１６・平２０環告４６・平２２環告３７・平２６環告４４・平２８環告３０・平３０環告
７７・平３１環告４８・令和２環告３５・令和２環告４４）

項 目 環境上の条件
カドミウム 検液１Lにつき０．００３mg以下であり、かつ、農用地においては、米１kgにつき０．４mg以下であること。
全シアン 検液中に検出されないこと。
有機燐 検液中に検出されないこと。
鉛 検液１Lにつき０．０１mg以下であること。
六価クロム 検液１Lにつき０．０５mg以下であること。

砒素 検液１Lにつき０．０１mg以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌１kgにつき１５mg未満であ
ること。

総水銀 検液１Lにつき０．０００５mg以下であること。
アルキル水銀 検液中に検出されないこと。
PCB 検液中に検出されないこと。
銅 農用地（田に限る。）において、土壌１kgにつき１２５mg未満であること。
ジクロロメタン 検液１Lにつき０．０２mg以下であること。
四塩化炭素 検液１Lにつき０．００２mg以下であること。
クロロエチレン 検液１Lにつき０．００２mg以下であること。
１，２‐ジクロロエタン 検液１Lにつき０．００４mg以下であること。
１，１‐ジクロロエチレン 検液１Lにつき０．１mg以下であること。
１，２‐ジクロロエチレン 検液１Lにつき０．０４mg以下であること。
１，１，１‐トリクロロエタン 検液１Lにつき１mg以下であること。
１，１，２‐トリクロロエタン 検液１Lにつき０．００６mg以下であること。
トリクロロエチレン 検液１Lにつき０．０１mg以下であること。
テトラクロロエチレン 検液１Lにつき０．０１mg以下であること。
１，３‐ジクロロプロペン 検液１Lにつき０．００２mg以下であること。
チウラム 検液１Lにつき０．００６mg以下であること。
シマジン 検液１Lにつき０．００３mg以下であること。
チオベンカルブ 検液１Lにつき０．０２mg以下であること。
ベンゼン 検液１Lにつき０．０１mg以下であること。
セレン 検液１Lにつき０．０１mg以下であること。
ふっ素 検液１Lにつき０．８mg以下であること。
ほう素 検液１Lにつき１mg以下であること。
１，４‐ジオキサン 検液１Lにつき０．０５mg以下であること。

（備考）１ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表（略）に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染
土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１Lにつき０．００３mg、０．０１mg、
０．０５mg、０．０１mg、０．０００５mg、０．０１mg、０．８mg及び１mgを超えていない場合には、それぞれ検液１Lにつき０．００９mg、０．０３mg、０．１５mg、
０．０３mg、０．００１５mg、０．０３mg、２．４mg及び３mgとする。

３ 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄（略）に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下
回ることをいう。

４ 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
５ １，２‐ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K０１２５の５．１、５．２又は５．３．２より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K０１２５の５．１、５．２又
は５．３．１により測定されたトランス体の濃度の和とする。
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事 業 者 知 事 関 係 市 町 長 住 民

送 付配 慮 書 作 成 送 付

配 慮 書 縦 覧 （１か月）

意 見 書提 出
（縦覧期間＋２週間）

意 見 書

審 査 環境審議会

意見の写し送付知 事 意 見
（９０日以内）

送 付方 法 書 作 成 送 付

方 法 書 縦 覧 （１か月）

意 見 書提 出
送 付 （縦覧期間＋２週間）

提 出
住民意見概要書

意 見 書

審 査 環境審議会

意見の写し送付項目手法の選定 知 事 意 見
（９０日以内）

調査予測評価の実施

送 付準 備 書 の 作 成 送 付

準備書・要約書の縦覧 （１か月）

説 明 会 開 催

意 見 書提 出
送 付 （縦覧期間＋２週間）住民意見概要書・見解書作成 送 付

提 出 意 見 書

環境審議会
審 査

※ 公 聴 会

意見の写し送付知 事 意 見
（１２０日以内） 送 付評 価 書 の 作 成 送 付 配 慮 要 請 許認可権者

評 価 書 縦 覧 （１か月）

免許等へ反映
届 出工 事 着 手 届 届 出

送 付事後調査計画書（工事中） 送 付

指 導 ・ 助 言
事 後 調 査 実 施

送 付
送 付事 後 調 査 結 査

措 置 要 請 ※環境審議会

送 付工 事 完 了 届 送 付

送 付事後調査計画書（供用後） 送 付

指 導 ・ 助 言
供 用

供用後調査実施
送 付

送 付供用後調査結査
措 置 要 請 ※環境審議会

（注）※は必要に応じて実施

６ 環境影響評価関係資料

（１）環境影響評価の手続きのフロー （ふるさと石川の環境を守り育てる条例）
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（２）環境影響評価の対象事業及び規模要件
事業の種類 第一区分事業の要件 第二区分事業の要件

１ 道路
高速自動車国道 すべて ―
一般国道 ４車線以上・１０km以上 ４車線以上・７．５km以上１０km未満
大規模林道 巾員６．５m以上・２０km以上 巾員６．５m以上・１５km以上２０km未満

２ 河川
ダム 貯水面積 １００ha以上 貯水面積 ７５ha以上１００ha未満
堰 湛水面積 １００ha以上 湛水面積 ７５ha以上１００ha未満
湖沼水位調節施設 湖沼開発面積 １００ha以上 湖沼開発面積 ７５ha以上１００ha未満
放水路 改変面積 １００ha以上 改変面積 ７５ha以上１００ha未満

３ 鉄道
新幹線鉄道 すべて ―
普通鉄道 １０km以上 ７．５km以上１０km未満
軌道（普通鉄道相当） １０km以上 ７．５km以上１０km未満

４ 飛行場 滑走路長 ２，５００m以上 滑走路長１，８７５m以上２，５００m未満
５ 発電所
水力発電所 出力 ３万kw以上 出力 ２．２５万kw以上３万kw未満
火力発電所 出力 １５万kw以上 出力 １１．２５万kw以上１５万kw未満
地熱発電所 出力 １万kw以上 出力 ７，５００kw以上１万kw未満
原子力発電所 すべて ―
風力発電所 出力 １万kw以上 出力 ７，５００kw以上１万kw未満

６ 廃棄物処理施設等
廃棄物最終処分場 埋立面積 ５ha以上 ―
ごみ焼却施設 処理能力 １００トン／日以上 ―
し尿処理施設 処理能力 １００kL／日以上 ―

７ 公有水面埋立て・干拓 面積 ５０ha超 面積４０ha以上５０ha以下であるもの及
び公有水面埋立法施行令第３２条ノ２に定め
る環境保全上特別の配慮を要する埋立て

８ 土地区画整理事業 面積 １００ha以上 面積 ７５ha以上１００ha未満
９ 新住宅市街地開発事業 面積 １００ha以上 面積 ７５ha以上１００ha未満
１０ 工場・事業場建設用地造

成事業
面積 ５０ha以上
但し、工業地域・工専地域は１００ha以上

―

１１ 新都市基盤整備事業 面積 １００ha以上 面積 ７５ha以上１００ha未満
１２ 流通業務団地造成事業 面積 １００ha以上 面積 ７５ha以上１００ha未満
１３ 宅地造成の事業 面積 １００ha以上 面積 ７５ha以上１００ha未満

住宅団地造成の事業 面積 １００ha以上 ―
１４ 工場又は事業場 燃料使用量（重油換算）１５kL／時以上

排水量１万m３／日以上
―

１５ 畜産施設
牛 牛 １，０００頭（成牛換算）以上 ―
豚 豚 １０，０００頭（肥育豚換算）以上 ―

１６ レクリエーション施設 国立公園、国定公園、県立自然公園、
原生自然環境保全地域、自然環境保
全地域、県自然環境保全地域、鳥獣
保護区の特別保護地区に係る区域の
面積が１５ha以上のもの

ゴルフ場 １８ホール以上でホールの平均距離が
１００m以上の施設等

スキー場 面積 ３ha以上
別荘団地等 面積 ５０ha以上

（注）この表は、条例の対象事業を要約したものです（令和４年１０月１日現在）。
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７ 水環境関係資料

（１）水域別環境基準達成状況
ア 河 川（BOD）

（単位：mg／L）
水域
統一
番号

環境基準類型
指定水域名

指
定
年
度
測 定 地 点 名

類

型

達
成
期
間

基
準
値

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

９ 大聖寺川上流 ４７新我谷発電所前 ＡＡイ １ １．４ × ０．９ ○ ０．９ ○ ０．７ ○ ０．９ ○

１０ 〃 中流 ４７二天橋 Ａロ ２ １．９ ○ １．１ ○ ０．８ ○ ０．８ ○ ０．９ ○

１１ 〃 下流 ４７三ツ橋 Ｂイ ３ １．５ ○ １．１ ○ １．１ ○ １．０ ○ １．２ ○

４９ 〃 下流 ５０塩屋大橋 Ｂイ ３ １．８ ○ １．２ ○ １．２ ○ １．０ ○ １．２ ○

１２ 〃 別流 ４７松島橋 Ｃハ ５ １．５ ○ １．３ ○ １．３ ○ １．２ ○ １．７ ○

１７ 動橋川上流 ４８湯の国橋 Ａイ ２ ０．９ ○ ０．７ ○ １．０ ○ ０．９ ○ ０．９ ○

１８ 〃 下流 ４８葦切橋 Ｂイ ３ ３．４ × ３．０ ○ ２．３ ○ ２．０ ○ ２．０ ○

１９ 八 日 市 川 ４８猫橋 Ｂイ ３ １．９ ○ １．８ ○ １．８ ○ １．５ ○ １．５ ○

１３ 梯 川 上 流 ４８能美大橋 Ａイ ２ ０．８ ○ ０．９ ○ ０．８ ○ ０．９ ○ １．１ ○

１５ 〃 下 流 ４８石田橋 Ｂロ ３ ０．８ ○ ０．７ ○ ０．７ ○ １．０ ○ ０．９ ○

１４ 郷 谷 川 ４８沢大橋 Ａイ ２ ０．５ ○ ＜０．５○ ＜０．５○ ＜０．５○ ＜０．５○

１６ 前 川 ４８浮柳新橋 Ｂロ ３ ６．０ × ４．９ × ５．０ × ５．６ × ４．７ ×

２４ 手取川上流 ４９風嵐堰堤 ＡＡイ １ ０．８ ○ ０．８ ○ ＜０．５○ ＜０．５○ ０．５ ○
白山合口堰堤 ０．５ ０．６ ０．６ ０．５ ０．９

２５ 〃 中流 ４９ Ａイ ２ ○ ○ ○ ○ ○
辰口橋 ０．５ ＜０．５ ０．５ ０．５ ０．９

２６ 〃 下流 ４９美川大橋 Ｂイ ３ ０．７ ○ ０．５ ○ ０．５ ○ ０．６ ○ １．２ ○

２９ 大日川上流 ４９丸山大橋 ＡＡイ １ ０．６ ○ ０．８ ○ ０．５ ○ ０．５ ○ ０．５ ○

３０ 〃 下流 ４９下野大橋 Ａイ ２ １．１ ○ １．４ ○ ０．９ ○ ０．８ ○ １．０ ○

２７ 尾添川上流 ４９三ツ俣堰堤 ＡＡイ １ ＜０．５○ ０．７ ○ ０．５ ○ ＜０．５○ ＜０．５○

２８ 〃 下流 ４９濁澄橋 Ａイ ２ ＜０．５○ ０．７ ○ ０．５ ○ ０．５ ○ ０．７ ○

１ 犀 川 上 流 ４７大桑橋 Ａイ ２ １．１ ○ １．５ ○ １．６ ○ １．４ ○ １．３ ○

２ 〃 中 流 ４７ＪＲ鉄橋 Ｂロ ３ １．２ ○ １．５ ○ １．５ ○ １．４ ○ １．３ ○

３ 〃 下 流 ４７二ツ寺橋 Ｄハ ８ ２．２ ○ ２．３ ○ ２．１ ○ ２．２ ○ １．６ ○

４ 伏 見 川 ４７伏見川橋 Ｅハ １０ ２．０ ○ ２．２ ○ ２．８ ○ ２．２ ○ １．９ ○
（注） 達成期間について「イ」直ちに達成

「ロ」５年以内で可及的すみやかに達成
「ハ」５年を超える期間で可及的すみやかに達成

（備考） ○：環境基準に適合
×：環境基準に不適合

７５％値……年間の日間平均値の全データを小さいものから順に並べ０．７５×n（nは日間平均値の
データ数）のデータ値をもって７５％値とする。
（０．７５×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。）
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（単位：mg／L）
水域
統一
番号

環境基準類型
指定水域名

指
定
年
度
測 定 地 点 名

類

型

達
成
期
間

基
準
値

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

５ 浅野川上流 ４７鈴見橋 Ａイ ２ ０．９ ○ １．６ ○ １．５ ○ １．２ ○ １．３ ○

６ 〃 中流 ４７応化橋 Ａロ ２ １．０ ○ １．６ ○ １．４ ○ １．２ ○ １．４ ○

７ 〃 下流 ４７鞍降橋 Ｂロ ３ ４．４ × ３．１ × ５．３ × ４．９ × ４．２ ×

４２ 森下川上流 ５２勘済橋 Ａイ ２ １．１ ○ １．７ ○ １．４ ○ １．４ ○ １．４ ○

４３ 〃 下流 ５２森本大橋 Ｂイ ３ １．３ ○ １．５ ○ １．６ ○ １．５ ○ １．５ ○

御所大橋
金腐川橋

１．１
１．１

１．５
１．３

１．８
１．６

１．３
１．４

１．８
１．５

４１ 金 腐 川 ５２ Ｃイ ５ ○ ○ ○ ○ ○

８ 河北潟の一部
大野川の一部 ４７粟崎橋 Ｃイ ５ ３．２ ○ ３．３ ○ ３．１ ○ ２．８ ○ ３．０ ○

４４ 津幡川上流 ５２津幡川橋 Ａイ ２ １．６ ○ ２．０ ○ １．４ ○ １．５ ○ １．１ ○

４５ 〃 下流 ５２住ノ江橋 Ｂイ ３ ２．３ ○ ２．０ ○ ２．０ ○ ２．１ ○ １．５ ○

４６ 能 瀬 川 ５２浦能瀬橋 Ａイ ２ ２．４ × ２．７ × ２．６ × ２．２ × １．９ ○

４７ 宇ノ気川上流 ５２環衛橋 Ａイ ２ １．５ ○ １．６ ○ １．４ ○ １．２ ○ １．０ ○

４８ 〃 下流 ５２宇ノ気川橋 Ｂロ ３ ３．５ × ３．２ × １．６ ○ １．７ ○ １．９ ○

羽咋大橋
邑知潟中央

２．６
３．５

２．５
３．３

２．２
３．１

１．７
２．７

１．８
３．０

３３ 羽 咋 川 ５０ Ｃイ ５ ○ ○ ○ ○ ○

３４ 長 曽 川 ５０長曽大橋 Ｂイ ３ ２．５ ○ ２．４ ○ ２．２ ○ １．４ ○ １．７ ○

３５ 子 浦 川 ５０雁田橋 Ｂイ ３ ２．２ ○ ２．０ ○ １．７ ○ １．０ ○ １．２ ○

３７ 米町川上流 ５２滝川橋 Ａイ ２ １．４ ○ ２．０ ○ １．５ ○ ０．９ ○ ０．９ ○

梨谷小山橋
川尻橋

１．４
１．８

１．７
１．２

１．６
１．６

１．０
１．２

１．０
１．０

３８ 〃 下流 ５２ Ｂイ ３ ○ ○ ○ ○ ○

３９ 於古川上流 ５２日詰橋 Ａイ ２ １．０ ○ １．６ ○ １．４ ○ ０．６ ○ １．２ ○

４０ 〃 下流 ５２於古川橋 Ｂイ ３ １．７ ○ １．９ ○ ２．０ ○ １．５ ○ １．２ ○

２０ 御祓川上流 ４８藤橋二号橋 Ｂロ ３ ３．６ × １．７ ○ ２．４ ○ ２．８ ○ ２．３ ○

２１ 〃 下流 ４８仙対橋 Ｃハ ５ ３．０ ○ ２．１ ○ ２．２ ○ １．９ ○ １．９ ○

いろは橋
二ツ屋橋

０．７
１．２

０．６
０．９

０．８
０．８

１．２
１．１

１．５
１．０

２２ 河 原 田 川 ４８ Ａイ ２ ○ ○ ○ ○ ○

２３ 鳳 至 川 ４８気勝橋 Ａロ ２ １．５ ○ ０．９ ○ ０．９ ○ １．４ ○ １．０ ○

小間生橋
明治橋

１．１
１．２

１．０
１．１

０．９
０．８

１．０
１．４

１．０
１．４

３６ 町 野 川 ５２ Ａイ ２ ○ ○ ○ ○ ○

３１ 若山川上流 ５０古摩比橋 Ａイ ２ １．０ ○ １．１ ○ １．２ ○ １．２ ○ １．３ ○

３２ 〃 下流 ５０吾妻橋 Ｂハ ３ １．０ ○ ０．８ ○ ０．９ ○ １．６ ○ １．４ ○
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イ 湖沼
（ア）COD （単位：mg／L）

水域
統一
番号

環境基準類型
指定水域名

指
定
年
度
測 定 地 点 名

類

型

達
成
期
間

基
準
値

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

５０２ 新 堀 川
（ 柴 山 潟 ）４８柴山潟中央 Ａハ ３ ６．１ × ８．０ × ６．８ × ６．７ × ７．２ ×

５０１ 木 場 潟４８木場潟中央 Ａハ ３ ７．７ × ７．３ × ７．７ × ７．５ × ７．６ ×

５０４ 河 北 潟５２河北潟中央 Ｂロ ５ ６．２ × ５．６ × ５．５ × ６．５ × ７．２ ×

（イ）全窒素及び全リン （単位：mg／L）

環境基準
類型指定
水域名

項目

指
定
年
度

類

型

達
成
期
間

環
境
基
準

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
年
平
均
値

判

定

年
平
均
値

判

定

年
平
均
値

判

定

年
平
均
値

判

定

年
平
均
値

判

定

新堀川
（柴山潟）

全窒素
６３ Ⅳ ニ

０．６ ０．９８ × ０．８５ × ０．８１ × ０．８８ × ０．８８ ×

全リン ０．０５ ０．０６５ × ０．０６９ × ０．０６３ × ０．０５５ × ０．０６２ ×

木場潟
全窒素

H３ Ⅳ ニ
０．６ ０．６２ × ０．５９ ○ ０．６３ × ０．７６ × ０．８０ ×

全リン ０．０５ ０．０６６ × ０．０６６ × ０．０７７ × ０．０７４ × ０．０８０ ×

河北潟
全窒素

６２ Ⅳ ニ
０．６ ０．８９ × ０．９０ × ０．７５ × ０．８８ × ０．７３ ×

全リン ０．０５ ０．０８８ × ０．０８７ × ０．０７８ × ０．０７６ × ０．０９４ ×

ウ 海域
（ア）COD （単位：mg／L）

水域
統一
番号

環境基準類型
指定水域名

指
定
年
度
測 定 地 点 名

類

型

達
成
期
間

基
準
値

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

６０６ 加賀沿岸海域５０

加賀市塩屋沖 １．８ １．８ １．７ ２．０ １．７
加賀市橋立漁港沖 １．０ ０．９ １．１ １．２ １．５
新堀川沖 １．６ １．１ １．６ １．４ １．５
小松市安宅新沖 １．０ ０．９ １．２ １．１ １．４
小松市安宅漁港沖 A イ ２ １．５ ○ １．４ ○ １．７ ○ １．３ ○ ２．０ ○
能美市根上沖 １．５ １．２ １．５ １．２ １．３
白山市美川漁港沖 １．２ １．１ １．７ １．０ １．７
白山市笠間沖 １．３ １．２ １．５ １．４ １．７
倉部川沖 １．５ １．１ １．３ １．２ １．７

６０１ 金 沢 港 甲４７泊地出口 C イ ８ ３．５ ○ ３．２ ○ ３．７ ○ ３．５ ○ ３．７ ○

６１０ 〃 乙５２西防波堤出口 B イ ３ ２．５ ○ ２．９ ○ ２．８ ○ ２．４ ○ ２．１ ○
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（単位：mg／L）

水域
統一
番号

環境基準類型
指定水域名

指
定
年
度
測 定 地 点 名

類

型

達
成
期
間

基
準
値

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

７５
％
値

判
定

６１１ 金 沢 港 丙５２金沢市金石本町沖 Ｂイ ３ ２．５ ○ １．６ ○ １．９ ○ １．９ ○ １．３ ○

６０９ 金沢沿岸海域５２
金沢市下安原町沖

Ａイ ２
１．３

○
０．８

○
１．１

○
１．３

○
１．３

○
金沢市大野町沖 １．３ ０．８ ０．７ １．５ ０．９

内灘町沖 １．２ １．０ １．２ １．１ １．３

６０７ 河北沿岸海域５２かほく市白尾沖 Ａイ ２ １．３ ○ １．４ ○ ０．７ ○ １．１ ○ １．４ ○

かほく市高松沖 １．２ １．４ ０．７ １．２ １．２

６０２ 七 尾 北 湾４９北湾中央部 Ａイ ２ １．３ ○ １．３ ○ ０．９ ○ ０．９ ○ １．３ ○

６０３ 〃 西 湾４９西湾中央部 Ａイ ２ ２．２ × １．６ ○ １．７ ○ １．９ ○ １．３ ○

６０４ 七尾南湾甲４９南湾中央部 Ａイ ２ １．７ ○ １．４ ○ １．２ ○ １．５ ○ １．８ ○

寿町防波堤内 ２．５ ２．５ ２．９ ２．７ ２．３

６０５ 〃 乙４９万行防波堤内 Ｂイ ３ ２．１ ○ ２．０ ○ ２．２ ○ １．８ ○ ２．４ ○

大田防波堤内 ２．０ １．７ １．４ １．４ １．９

６０８ 能登半島沿岸
海 域５２

宝達志水町今浜沖 １．７ １．２ ０．６ １．１ １．３

宝達志水町出浜沖 １．６ １．４ １．０ １．０ １．３

羽咋市千里浜沖 １．２ １．２ ０．７ １．１ １．２

志賀町高浜沖 １．１ １．７ ２．０ １．３ １．６

志賀町福浦灯台沖 １．４ １．１ ０．７ １．０ １．２

輪島市門前町鹿磯沖 １．１ １．０ ０．８ １．３ １．２

輪島市町野町大川沖 Ａイ ２ １．０ ○ １．１ ○ １．０ ○ １．３ ○ １．１ ○

珠洲市三崎町寺家沖 １．３ １．１ ０．９ １．２ １．０

能登町布浦沖 １．４ １．４ ０．８ １．０ １．０

能登町市之瀬沖 １．４ １．０ １．６ １．１ ０．７

能登町越坂沖 １．３ ０．７ ０．８ １．０ ０．８

能登町藤波沖 １．０ ０．７ ０．９ １．０ ０．８

穴水町前波沖 １．０ ０．６ ０．８ ０．８ ０．７

七尾市庵町１７号防波堤沖 １．１ ０．８ ０．９ ０．９ １．１

（イ）全窒素及び全リン
（単位：mg／L）

水域
統一
番号

環境基準類型
指定水域名

指
定
年
度

類

型

達
成
期
間
項 目

基
準

値

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
年
平
均
値

判

定

年
平
均
値

判

定

年
平
均
値

判

定

年
平
均
値

判

定

年
平
均
値

判

定

６０４ 七尾南湾甲 H７Ⅱイ
全 窒 素 ０．３ ０．１５ ○０．１９ ○０．１５ ○０．１５ ○０．１５ ○
全 リ ン ０．０３ ０．０１２○０．０１７○０．０１５○０．０１３○０．００９○

６０５ 〃 乙 H７Ⅲイ
全 窒 素 ０．６ ０．３８ ○０．３０ ○０．２９ ○０．２７ ○０．２５ ○
全 リ ン ０．０５ ０．０４１○０．０３９○０．０４５○０．０３９○０．０３０○

（備考）七尾南湾乙は３基準地点（寿町防波堤内、万行防波堤内、大田防波堤内）の年平均値の平均である。
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（２）水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出状況 （令和６年３月末現在）

番号 業種・施設名 特定事業場数 規制対象
事業場数

排水量 排水量
５０m３／日以上 うち有害 ５０m３／日未満 うち有害

１ 鉱業・水洗炭業 １ １ １
１の２ 畜産農業 ３４９ （１） ４ （１） ４ （１） ３４５
２ 畜産食料品製造業 ２６ （３） １０ （２） １０ （２） １６ （１）
３ 水産食料品製造業 ６９ （１７） ５ ５ ６４ （１７）
４ 保存食料品製造業 １７ （４） １７ （４）
５ みそ・しょう油等の製造業 ９７ （２５） １ １ ９６ （２５）
８ パン・菓子製造業 製あん業 ４６ （７） １ １ ４５ （７）
９ 米菓・こうじ製造業 ９ （２） ９ （２）
１０ 飲料製造業 ７７ （９） ４ ４ ７３ （９）
１１ 動物系飼料・有機質肥料製造業 ８ （２） ２ （１） ２ （１） ６ （１）
１２ 動物性油脂製造業 ２ （１） １ ２ （１） １
１４ でん粉・化工でん粉製造業 １ （１） １ （１）
１５ ぶどう糖・水あめ製造業 ２ （１） ２ （１）
１６ めん類製造業 ４６ （３） ４６ （３）
１７ 豆腐・煮豆製造業 １９５ （１０） ２ （１） ２ （１） １９３ （９）
１８の２ 冷凍調理食品製造業 １１ （２） １１ （２）
１９ 紡績業・繊維製品製造業 加工業 ５１ （４） ２０ （３） ２０ （３） ２ ３１ （１）
２１ 化学繊維製造業 １ （１） １ （１）
２１の３ 合板製造業 ６ ６
２２ 木材薬品処理業 ６ １ ６ １
２３ パルプ・紙・紙加工品製造業 ３ （２） ３ （２） ３ （２）
２３の２ 新聞業・出版業・印刷業・製版業 ３２ （１６） ７ （４） ３２ （１６） ７ （４）
２６ 無機顔料製造業
２７ その他無機化学工業製品製造業 ２ １ ２ １
３３ 合成樹脂製造業 １２ （１） ６ （１） ６ （１） １ ６
３７ 石油化学工業 １ １ １
４６ 有機化学工業製品製造業 ３ ２ ２ ２ １
４７ 医薬品製造業 ３ ３ ３ １
５３ ガラス製品製造業 ２ （１） １ ２ （１） １
５４ セメント製品製造業 ２８ （１） ２８ （１）
５５ 生コンクリート製造業 ６８ （１２） ４ ４ ６４ （１２）
５８ 窯業原料精製業 ６ ２ １ １ ５ １
５９ 砕石業 ３４ （１） ７ ７ ２７ （１）
６０ 砂利採取業 １７ （１） ４ ４ １３ （１）
６１ 鉄鋼業
６２ 非鉄金属製造業 ４ （３） ２ （２） ４ （３） ２ （２）
６３ 金属製品製造業 ６６ （９） ３６ （３） ２６ １６ ４０ （９） １０ （３）
６３の３ 火力発電施設 １ １ １
６４の２ 水道施設 ６ （２） ５ （２） ５ （２） １
６５ 酸アルカリ表面処理施設 ７９ （１５） ４５ （８） １５ （２） １４ （２） ６４ （１３） ３０ （６）
６６ 電気メッキ施設 ２１ （１０） ２０ （１０） ８ （４） ７ （４） １３ （６） １２ （６）
６６の３ 旅館業 １，１８７ （１０８） ９３ （７） ９３ （７） １，０９４（１０１）
６６の４ 共同調理場 １６ （５） １ １ １５ （５）
６６の５ 弁当仕出屋・弁当製造業 ３４ （７） １０ （３） １０ （３） ２４ （４）
６６の６ 飲食店 ５２ （１２） ２１ （３） ２１ （３） ３１ （９）
６６の７ そば，うどん，すし店，喫茶店等 ２ ２ ２
６６の８ 料亭，バー，キャバレー，ナイトクラブ １ １
６７ 洗濯業 ２８４ （７１） ３３ （１４） ８ （３） ２７６ （６８） ２５ （１１）
６８ 写真現像業 ６３ （１８） １２ （５） ６３ （１８） １２ （５）
６８の２ 病院 １４ （６） ７ （４） ３ （１） １１ （５） ４ （３）
６９ と畜・死亡獣畜取扱業 １ （１） １ （１） １ （１）
６９の２ 中央卸売市場 ３ （１） ２ ２ １ （１）
６９の３ 地方卸売市場
７０の２ 自動車分解整備事業の洗車施設 １２ （９） １ １２ （９） １
７１ 自動式車両洗浄施設 ５１６ （１７４） ３ （１） ２ （１） ５１４（１７３） １
７１の２ 試験・研究機関 ７３ （３０） ５１ （１８） ７ （２） ４ （２） ６６ （２８） ４４ （１６）
７１の３ 一般廃棄物処理施設 １２ （２） ２ ２ １０ （２）
７１の４ 産業廃棄物処理施設 ２ （１） ２ （１） ２ （１） ２ （１）
７１の５ トリクロロエチレンテトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設 ３ ３ ３ ３
７２ し尿処理施設 １７６ （１５） １６２ （１４） １６２ （１４） ２ （１） １４ （１）
７３ 下水道終末処理施設 ５６ （５） ５６ （５） ５６ （５）
７４ 特定事業場からの排水処理施設 ５ （１） ３ ３ １ ２ （１）
計 ３，９２０ （６３３） ６６７ （１１６） ５１１ （６０） ５３ （１０） ３，４０９（５７３） １５６ （５６）

注）（ ）は、金沢市（水質汚濁防止法政令市）分で内数
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（３）県条例に基づく揚水施設の許可・届出状況
（令和６年３月末現在）

市町村名 許 可 ・
届出件数

令和５年度水量測
定器設置届出件数 市町村名 許 可 ・

届出件数
令和５年度水量測
定器設置届出件数

金 沢 市 ８７１ － 野々市市 １１５ －
七 尾 市 １８１ － 川 北 町 ７６ －
小 松 市 １１４ － 津 幡 町 ２６ －
輪 島 市 ３ － 内 灘 町 ９ －
珠 洲 市 １０ － 宝達志水町 ５３ －
加 賀 市 １０３ － 志 賀 町 ４３ －
羽 咋 市 ７７ － 中能登町 ７０ －
かほく市 ７９ － 穴 水 町 １ －
白 山 市 ４８３ － 能 登 町 １ －
能 美 市 １９６ － 合 計 ２，５１１ ０

（４）水道施設状況
年度

項 目 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２
行政人口（人） １，１４６，６９３ １，１４２，６０３ １，１３７，６６５ １，１３１，５３８ １，１２８，２７４

給水人口
（人）

上水道 １，０８６，３２５ １，０８６，８３０ １，０８５，２８３ １，０８０，４８７ １，０７８，５１３
簡易水道 ４３，８３８ ３８，９０６ ３５，２８３ ３３，４０４ ３１，６５８
専用水道 １，９６５ ３，６０４ ２，１９７ ２，５２３ ２，５８９
計 １，１３２，１２８ １，１２９，３４０ １，１２２，７６３ １，１１６，４１４ １，１１２，７６０

普及率（％） ９８．７ ９８．８ ９８．７ ９８．７ ９８．６
全国普及率（％） ９７．９ ９８．０ ９８．０ ９８．１ ９８．１

年間給水量
（千m３）

上水道 １３８，６２３ １４１，５４０ １３８，４９７ １３７，３００ １３６，８７０
簡易水道 ５，７６３ ５，３５２ ４，６９１ ４，３４１ ４，５８９
計 １４４，３８６ １４６，８９２ １４３，１８８ １４１，６４１ １４１，４５９

一日最大
給水量
（m３）

上水道 ４３８，１５９ ５８４，６８４ ４５７，７６４ ４３１，６８４ ４８１，０２９
簡易水道 ２２，０６３ ２２，１３９ １７，８３０ １６，１３８ １６，８７６
計 ４６０，２２２ ６０６，８２３ ４７５，５９４ ４４７，８２２ ４９７，９０５

一人一日当
たり給水量
（L／人・日）

上水道 平均 ３５０ ３５７ ３５０ ３４７ ３４８
最大 ４０３ ５３８ ４２２ ４００ ４４６

簡易水道 平均 ３６０ ３７７ ３６４ ３５６ ３９７
最大 ５０３ ５６９ ５０５ ４８３ ５３３

計 平均 ３５０ ３５７ ３５０ ３４７ ３４９
最大 ４０７ ５３８ ４２４ ４０２ ４４８

施設別箇所数

用水供給事業 １ １ １ １ １
上水道 １９ １８ １８ １８ １８

簡易水道 公営 ５６ ４８ ３７ ３３ ３３
その他 ６４ ６４ ６１ ５８ ５８

専用水道 自己水源 ５０ ５２ ４９ ４５ ４７
その他 ４８ ４７ ４８ ５２ ５１

計 ２３８ ２３０ ２１４ ２０７ ２０８

（参考）飲料水供給施設 箇所数 ８８ ８５ ９０ ９０ ８６
給水人口（人） ４，４６１ ４，３５７ ４，４２８ ４，３２８ ３，９０６
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８ 大気環境関係資料

（１）測定局の概要（令和５年度）
（令和６年３月末現在）

種

別

設

置
測定局名 所 在 地

二
酸
化
硫
黄

窒
素
酸
化
物

一
酸
化
炭
素

オ
キ
シ
ダ
ン
ト

光

化

学

物

質

浮
遊
粒
子
状

物

質

微
小
粒
子
状

炭
化
水
素

風
向
・
風
速

気
温
・
湿
度

日

射

量

降

水

量

放
射
収
支
量

テ
レ
メ
ー
タ
化
局

一

般

環

境

大

気

測

定

局

石

川

県

七 尾 七尾市小島町ニ３３‐４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大 田 七尾市大田町赤崎 ○ ○ ○
田鶴 浜 七尾市田鶴浜町ニ１２０ ○ ○
能 登 島 七尾市能登島向田町馬付谷内３８ ○ ○
小 松 小松市園町ホ８２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
輪 島 輪島市三井町洲衛１０部１１番１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
珠 洲 珠洲市野々江町シ部３２ ○ ○
大 聖 寺 加賀市大聖寺南町ニ２１ ○ ○ ○ ○ ○
羽 咋 羽咋市旭町ユ２０ ○ ○ ○ ○ ○
山 島 白山市山島台４‐８１ ○ ○ ○ ○
松 任 白山市馬場２‐７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
美 川 白山市湊町３‐５ ○ ○
根 上 能美市浜町ワ７２‐１ ○ ○ ○ ○ ○ ○
津 幡 津幡町加賀爪ニ３ ○ ○ ○ ○ ○
内 灘 内灘町緑台１‐２７２ ○ ○ ○ ○ ○ ○
鹿 島 中能登町井田イ‐２７ ○ ○ ○

県計 １６ ５ １０ １ １１ １４ ９ ５ ４ ２ ３ ２ １ １６

金

沢

市

西 南 部 金沢市新保本１‐１４９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小 立 野 金沢市小立野５‐１１‐１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
中 央 金沢市長町１‐１０‐３５ ○ ○ ○ ○ ○
駅 西 金沢市西念３‐４‐２５ ○ ○ ○
西 部 金沢市寺中町ヘ６０ ○ ○ ○ ○ ○
北 部 金沢市小坂町北９５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市計 ６ ３ ６ － ６ ３ ５ － ５ － － － － ６
七尾市 石 崎 七尾市石崎町香島１‐９６ ○ ○ ○ ○ ○
市計 １ １ １ － － １ － － １ － － － － １

合計 ２３ ９ １７ １ １７ １８ １４ ５ １０ ２ ３ ２ １ ２３

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局

石川県 野々 市 野々市市御経塚５‐８４ ○ ○ ○ ○ ○
県計 １ － １ １ － １ １ － － － － － － １

金
沢
市

武 蔵 金沢市武蔵町１５‐１ ○ ○ ○ ○ ○
片 町 金沢市片町２‐２‐２０ ○ ○ ○ ○
山 科 金沢市山科１丁目地内 ○ ○ ○ ○ ○

市計 ３ － ３ ３ － ３ １ １ － － － － － ３

合計 ４ － ４ ４ － ４ ２ １ － － － － － ４

移
動
局

石川県 大気測定車 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

総 計 ２８ １０ ２２ ６ １８ ２３ １６ ７ １１ ２ ３ ２ １ ２７
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（２）ばい煙発生施設の届出状況
（令和６年３月末現在）

市町名 １ボイラー ２ガス発生炉 ５溶解炉 ６加熱炉 ９焼成炉 10反応炉
・直火炉

１１
乾燥炉

13廃棄物
焼却炉

２９ガス
タービン

３０ディー
ゼル機関

３１
ガス機関 施設数 工場数

金 沢 市 ７５３ ０ ０ ４ ０ １ １１ １４ ５１ １０６ １ ９４１ ４１７
七 尾 市 ８２ ０ ０ ０ ８ ０ ５ ２ １ ３０ ０ １２８ ６５
小 松 市 １２１ ０ ０ １０ ０ ０ ３ ８ １０ ３９ ０ １９１ ８８
輪 島 市 ２７ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ３ ７ １１ １ ５２ ３０
珠 洲 市 １６ ０ ０ ０ １ ０ ２ ０ ０ １ ０ ２０ １２
加 賀 市 １９４ ０ ５ １ ２ ０ ０ ４ ５ １７ ０ ２２８ １０２
羽 咋 市 １９ １ ２ １９ ０ ０ ４ １ ０ ９ ０ ５５ ２０
かほく市 ２８ ０ ３ ０ ０ ０ ０ １ ０ ８ ０ ４０ ２５
白 山 市 １７４ ０ ２１ １ １ ０ ３ ８ １２ ３３ ０ ２５３ １０７
能 美 市 １１９ ０ ０ ４ ４ ０ １１ ２ ５ ４１ ０ １８６ ５８
野々市市 ２２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １２ ０ ３５ ２２
川 北 町 １２ ０ ０ ０ ０ ０ ７ ０ ５ ２ ０ ２６ １０
津 幡 町 ２７ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ４ １ ５ ０ ３９ ２５
内 灘 町 １６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ７ ０ ２７ ６
志 賀 町 ３４ ０ ０ ４ ０ ０ ０ １ ３ １８ ０ ６０ ２６
宝達志水町 ２２ ０ １ ３ ０ ０ １ ０ ０ ５ ０ ３２ １６
中能登町 １８ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ２ ０ ２１ １２
穴 水 町 １１ ０ ０ ０ １ ０ ２ ０ ０ １ ０ １５ １１
能 登 町 １７ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ６ ０ ７ ０ ３２ ２０
計 １７１２ １ ３２ ４６ １７ １ ５７ ５４ １０５ ３５４ ２ ２３８１ １０７２

金沢市除く ９５９ １ ３２ ４２ １７ ０ ４６ ４０ ５４ ２４８ １ １４４０ ６５５

（３）燃原料使用量（令和４年度）

市町名
燃原料使用量 ばい煙量

A重油
kL／年

B重油
kL／年

C重油
kL／年

軽油
kL／年

灯油
kL／年

その他液体
kL／年

一般炭
㌧／年

その他固体
㌧／年

都市ガス
km３／年

LNG
㌧／年

LPG
㌧／年

その他気体
km３／年

SO２
㌧／年

NO２
㌧／年

金 沢 市 － － － － － － － － － － － － － －
七 尾 市 １９，５０４ ２３ １，８５７ ２，９６０，７５０ ６６，１１４ ７２ ２，１００ １，９９２
小 松 市 １６，４７５ ５７ ７８２ ４ １，８３８ ５２３ ５０，４４５ ３，０４２ １，０７２ ３５ １４９ １５７
輪 島 市 ２，２４４ ８ ２，３９９ ８，４６５ ２０ ３０
珠 洲 市 ７４０ ３８９ ４９１ ４９８ ２７ ３
加 賀 市 ３０，６４５ ６８ ７，２５１ １ ５，２７６ ２３，９０２ １，０５７ ４２０ １９８
羽 咋 市 ８，４１３ ２，２１１ １，７０６ ４，１８８ １，３５７ ９０ ４５
かほく市 ３，２３８ ５，５９４ １ １，１７６ １５，９７６ ２８ ７
白 山 市 ４２，４２１ ５，６７８ ６５ ２，３９９ １，５３３ ９８，９４２ ８，６３３ ２，０７６ １１６ １５９
能 美 市 ２０，０７０ １２，６７０ ２ ８，４１４ ４３，４２０ １，２６４ ８，６２４ ３４１ ９０ ３９０ ３４１
野々市市 ６，５００ ６０ ５６６ １９５ １，２３６ ５６ １０ ３
川 北 町 ８，８０６ １ ４９０ ４，９０３ １６６ ４６ ４２
津 幡 町 ２，７１６ １，６４７ ２９，６６３ ４５ ７８ ３６
内 灘 町 ４，９３５ ３，９６２ １４３ ６６ １６２ ５ １１
志 賀 町 ６，１３５ ７４ ８９２ １７，１１８ １，６６８ ５４ ３５
宝達志水町 ８，４８８ １４ ４５３ １９，１２８ １，５６７ ３，３４４ ３６ ３７
中能登町 ４，１０３ ４５０ ２１９ ２６０ ６９６ ３４ ４２
穴 水 町 １，１１５ ６ ２
能 登 町 ７，９１３ １，３０２ ７，６１１ ２５ ２４

計 １９４，４６０ ５７４ ３５，９３７ １９４ ３２，００３ ２，５３６２，９６０，７５０３８９，３８８ ４，３０６ １８，８２３ １１，５５３ ４，８７１ ３，６３４ ３，１６５

※端数処理の結果、計数が一致しないことがある。
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（４）一般粉じん発生施設の届出状況
（令和６年３月末現在）

市 町 名 堆積場 ベルトコンベア 破砕機・磨砕機 ふるい 施設数 工場数
金 沢 市 ２８ ５４ １２ ６ １００ ２１
七 尾 市 ２０ ２１ ６ ６ ５３ １８
小 松 市 １０ ７ ４ １ ２２ １３
輪 島 市 ７ ２ ２ ０ １１ ４
珠 洲 市 ２ ０ ２ ０ ４ ２
加 賀 市 １０ ２５ １１ ６ ５２ １４
羽 咋 市 ３ ２ ０ ２ ７ ３
か ほ く 市 ３ ５ ４ ２ １４ ３
白 山 市 １６ ８９ ３７ ２０ １６２ ３１
能 美 市 １０ ３８ １３ １１ ７２ ９
野 々 市 市 ０ ０ １ ０ １ １
川 北 町 １２ ３０ ２１ １４ ７７ １０
津 幡 町 １ １ １ ０ ３ ２
内 灘 町 ５ ０ ０ ０ ５ ３
志 賀 町 １ ０ １ ０ ２ ２
宝達志水町 １ １ ０ ０ ２ １
中 能 登 町 １ ２０ ４ ６ ３１ １
穴 水 町 ２ ０ ０ ０ ２ １
能 登 町 ７ ４ ８ ０ １９ ８

計 １３９ ２９９ １２７ ７４ ６３９ １４７

（５）特定粉じん（石綿）排出等作業届出件数
（令和６年３月末現在）

市 町 名 解体
（作業件数）

改造・補修
（作業件数） 届出件数

金 沢 市 ２６ １６ ４２
七 尾 市 ０ ２ ２
小 松 市 ７ ４ １１
輪 島 市 ２ ０ ２
珠 洲 市 １ ０ １
加 賀 市 １ ２ ３
羽 咋 市 ２ ０ ２
か ほ く 市 ０ １ １
白 山 市 ４ １ ５
能 美 市 ２ ４ ６
野 々 市 市 ０ ３ ３
川 北 町 ０ ０ ０
津 幡 町 ０ １ １
内 灘 町 ４ １ ５
志 賀 町 １ ０ １
宝達志水町 １ １ ２
中 能 登 町 ０ １ １
穴 水 町 ０ ０ ０
能 登 町 １ １ ２

計 ５２ ３８ ９０
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（６）揮発性有機化合物排出施設の届出状況 （令和６年３月末現在）

市 町 名 ２ 塗装施設
４ 粘着テープ
等の接着に供す
る乾燥施設

５ ４以外の
接着に供する
乾燥施設

６ オフセッ
ト印刷に供す
る乾燥施設

７ グラビア
印刷に供する
乾燥施設

８ 工業製品
の洗浄施設 施設計 工場・

事業場計

金 沢 市 １ １ ０ １ １ ０ ４ ３
七 尾 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
小 松 市 ４ ０ ０ ０ ０ ０ ４ １
輪 島 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
珠 洲 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
加 賀 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
羽 咋 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
か ほ く 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
白 山 市 ２ １ ０ ０ ０ ６ ９ ３
能 美 市 ０ ０ ５ ０ ０ ０ ５ １
野 々 市 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
川 北 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
津 幡 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
内 灘 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
志 賀 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
宝達志水町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
中 能 登 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
穴 水 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
能 登 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ７ ２ ５ １ １ ６ ２２ ８

（７）騒音特定施設の届出状況 （令和６年３月末現在）
特定
施設

市町名

金
属
加
工
機
械

空
気
圧
縮
機
等

土
砂
用
破
砕
機
等

織

機

建
設
用
資
材

製

造

機

械

穀
物
用
製
粉
機

木
材
加
工
機
械

抄

紙

機

印

刷

機

械

合
成
樹
脂
用

射
出
成
形
機

鋳
型
造
型
機

施

設

数

工

場

数
金 沢 市 ４９５ ２，４９１ １ ９３ ２ ２４ １４３ ５ ４８２ ４８ ８ ３，７９２ ６３５
七 尾 市 １０ １６７ ０ １，７５８ １ ０ ７４ ０ ２５ ５ ０ ２，０４０ １６３
小 松 市 ２３３ ２６６ ０ ４，１０９ ０ ０ ７３ ０ ０ ３ ９ ４，６９３ ４１６
輪 島 市 ３ ７ ０ ３４ ３ ０ ４３ ０ １１ ０ ０ １０１ ３３
珠 洲 市 ２４ １３ １ ９１ ２ ０ １４ ０ ３ ０ ６ １５４ ３４
加 賀 市 ８１９ １６１ １４ ７５８ ０ ０ ８９ ０ ３２ ３１ ０ １，９０４ １１９
羽 咋 市 ９９ １００ ４ ３５０ ０ ０ ５ ０ １８ ５ １１ ５９２ ６３
か ほ く 市 １３ ９０ ２ ２，９２４ ０ ０ １５ ０ ０ ５ １０ ３，０５９ １４３
白 山 市 ２１３ ９１７ ２７ １１ ０ ０ ２３ ０ ４９ ３１ ２ １，２７３ ９２
能 美 市 ２８８ ７６６ ４８ ３，４１４ ０ ０ １８９ ０ ８９ ８０ ０ ４，８７４ ３２６
野 々 市 市 １１３ １５４ ０ ０ ０ ０ ３ ０ ２ ０ ０ ２７２ ４０
川 北 町 １７ ２３６ ６６ ２８ １１ ０ ４ ０ ２１ ０ ０ ３８３ ３７
津 幡 町 ２３１ ６８ ５ ２４０ １ ０ ２３ ０ ８ ０ １ ５７７ ６９
内 灘 町 ６ １８ ０ ２２７ ０ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ２５５ ３７
志 賀 町 ０ １ ０ １５８ ０ ０ ５ ０ ４ ０ ０ １６８ ９
宝達志水町 １０６ ４６ ３ １，６９５ ２ １ １９ ０ １９ １２６ ２９ ２，０４６ ８６
中 能 登 町 ２３ １０ ０ １１，５８５ ０ ０ １７ ０ ４ ５１ ０ １１，６９０ ５４０
穴 水 町 ０ １５ ０ １６ ０ ０ ３ ０ １３ ０ ０ ４７ ９
能 登 町 ５ ４ １ １１６ ０ ０ ４ ０ ５ ０ ０ １３５ ２５

計 ２，６９８ ５，５３０ １７２ ２７，６０７ ２２ ２５ ７５０ ５ ７８５ ３８５ ７６ ３８，０５５ ２，８７６
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（８）振動特定施設の届出状況 （令和６年３月末現在）
特定
施設

市町名

金
属
加
工
機
械

圧

縮

機

土
砂
用
破
砕
機
等

織

機

コ
ン
ク
リ
ー
ト

ブ
ロ
ッ
ク
マ
シ
ン
等

木
材
加
工
機
械

印

刷

機

械

ロ

ー

ル

機

合
成
樹
脂
用

射
出
成
形
機

鋳
型
造
型
機

施

設

数

工

場

数
金 沢 市 ７６６ ３４６ １ ９９ １ ３ ２００ ０ ５１ ８ １，４７５ ３５５
七 尾 市 ９ １８ ０ １，７４８ ０ ９ ２ ０ ６ ０ １，７９２ １１８
小 松 市 ２１７ ２７９ ０ ４，１３１ ０ ３ １５ ０ ２ ９ ４，６５６ ３４７
輪 島 市 ９ ０ ０ ６９ ２ ８ ０ ０ ０ ０ ８８ １１
珠 洲 市 ３０ ２ １ １３８ ０ １ ５ ０ ０ ０ １７７ ２３
加 賀 市 ６７５ １０４ １１ ６９８ ０ ２ ４ ０ ３５ ８ １，５３７ ５５
羽 咋 市 １２２ ６０ ３ ３５０ ０ ０ １８ ０ ６ １４ ５７３ ６２
か ほ く 市 １４ ２６ ２ ２，９２０ ０ １５ ０ ０ ０ １０ ２，９８７ １３２
白 山 市 ２８５ ２０２ ３０ １３ ０ ２ ４９ ０ ３１ ５ ６１７ ７７
能 美 市 ２５８ ２６３ ２１ ２，０２２ ３ ３ １３ １ １００ ０ ２，６８４ １８７
野 々 市 市 １４２ ９０ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ０ ０ ２３６ ３０
川 北 町 ２５ ７０ ４４ ５ ０ ０ ２１ ０ ０ ０ １６５ ２４
津 幡 町 ２３５ ６１ ４ ２４７ ０ １ ４ ０ ５ １ ５５８ ４９
内 灘 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
志 賀 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
宝達志水町 １４０ ２９ １ １，７６１ ２ ８ １０ ０ １２６ ３０ ２，１０７ ８２
中 能 登 町 ２４ ５ ０ ７，６７４ ０ ５ ６ ０ １３ ０ ７，７２７ ３７３
穴 水 町 ０ １５ ０ １６ ０ １ １１ ０ ０ ０ ４３ ９
能 登 町 ５ ４ １ １１６ ０ ４ ５ ０ ０ ０ １３５ ２５

計 ２，９５６ １，５７４ １１９ ２２，００７ ８ ６５ ３６７ １ ３７５ ８５ ２７，５５７ １，９５９



資
料
編

－ 211 －

（９）自動車交通騒音面的評価一覧表（令和４年度）
市 町 路線名 評価区間の始点の住所 評価区間の終点の住所 評価区間

の延長（km）
住居等
戸数（戸）

環境基準達成戸数（戸） 環境基準達成率（％）
昼 夜 昼夜 昼 夜 昼夜

金沢市 一般国道８号 金沢市千木町 金沢市西念町 ３．６ ２７９ １８４ １２８ １２８ ６５．９ ４５．９ ４５．９
一般国道８号 金沢市西念町 金沢市松島町 ３．７ ３２３ ２２６ １５６ １５６ ７０．０ ４８．３ ４８．３
一般国道８号 金沢市松島町 金沢市森戸 １．５ １８６ １７３ １５４ １５４ ９３．０ ８２．８ ８２．８
一般国道１５７号 金沢市袋町５ 金沢市野町１丁目１ １．８ ３６７ ３３６ ３２２ ３２２ ９１．６ ８７．７ ８７．７
一般国道１５７号 金沢市野町１丁目１ 金沢市横川 ２．７ １，１２８ ９４６ ８９９ ８９９ ８３．９ ７９．７ ７９．７
一般国道１５９号 金沢市もりの里 金沢市武蔵町１５ ３．１ １，４２４ １，４２３ １，４２３ １，４２３ ９９．９ ９９．９ ９９．９
一般国道３５９号 金沢市吉原町 金沢市小坂町 ２．７ ５０８ ５０６ ５０６ ５０６ ９９．６ ９９．６ ９９．６
一般国道３５９号 金沢市小坂町 金沢市東山３丁目２ ２．３ １，０８０ １，０７６ １，０８０ １，０７６ ９９．６ １００．０ ９９．６
主要地方道金沢湯涌福光線 金沢市香林坊２丁目１ 金沢市石引２丁目１０ ２．９ ５２７ ５２５ ５２６ ５２５ ９９．６ ９９．８ ９９．６
主要地方道金沢湯涌福光線 金沢市石引２丁目１０ 金沢市土清水 ２．４ １，０９６ １，０９５ １，０９６ １，０９５ ９９．９ １００．０ ９９．９
主要地方道金沢停車場線 金沢市武蔵町１５ 金沢市玉川町１１ ０．５ １２９ １２０ １２０ １２０ ９３．０ ９３．０ ９３．０
主要地方道金沢停車場線 金沢市木ノ新保町 金沢市本町１丁目１ ０．５ ３２９ ３２５ ３２５ ３２５ ９８．８ ９８．８ ９８．８
主要地方道金沢港線 金沢市金石本町 金沢市駅西本町１丁目３ ４．３ １，１８０ １，１７１ １，１６３ １，１６３ ９９．２ ９８．６ ９８．６
主要地方道金沢港線 金沢市駅西本町１丁目３ 金沢市玉川町１１ １．４ ６０８ ６０６ ６０１ ６０１ ９９．７ ９８．８ ９８．８
主要地方道金沢小松線 金沢市もりの里 金沢市もりの里 １．４ １，０１３ １，０１３ １，０１３ １，０１３ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢小松線 金沢市もりの里 金沢市田上町 １．３ ４７１ ４７１ ４７１ ４７１ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢小松線 金沢市田上町 金沢市錦町 ０．６ ３２ ３２ ３２ ３２ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢小松線 金沢市大桑町 金沢市高尾 ４．１ ７９７ ７９７ ７９７ ７９７ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢小松線 金沢市高尾 金沢市四十万町 ３．９ ７８４ ７８４ ７８４ ７８４ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢小松線 金沢市高尾 金沢市泉３丁目３ ２．７ ７７０ ７６６ ７６４ ７６４ ９９．５ ９９．２ ９９．２
主要地方道金沢美川小松線 金沢市野町１丁目２ 金沢市松島町 ４．２ ７５５ ７４０ ７３２ ７３２ ９８．０ ９７．０ ９７．０
主要地方道金沢井波線 金沢市石引１丁目１６ 金沢市天神町１丁目１３ １．０ ３７７ ３７６ ３７７ ３７６ ９９．７ １００．０ ９９．７
主要地方道金沢鶴来線 金沢市野町１丁目１ 金沢市窪 ４．４ １，５３１ １，５３１ １，５３１ １，５３１ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢田鶴浜線 金沢市湊 金沢市境大浜北交差点 ２．０ ４４１ ４４１ ４４１ ４４１ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道別所野町線 金沢市別所町 金沢市寺町５丁目３ ５．５ ８８３ ８８２ ８８２ ８８２ ９９．９ ９９．９ ９９．９
一般県道金沢停車場南線 金沢市本町２丁目１５ 金沢市増泉２丁目１５ ２．５ １，１５３ １，１３９ １，１０８ １，１０８ ９８．８ ９６．１ ９６．１
一般県道金沢停車場南線 金沢市増泉２丁目１５ 金沢市横川 ２．０ ３１７ ２７３ ２５２ ２５２ ８６．１ ７９．５ ７９．５
一般県道金沢停車場北線 金沢市木ノ新保町 金沢市鳴和１丁目１ ２．３ ７２７ ７２５ ７２７ ７２５ ９９．７ １００．０ ９９．７
一般県道額谷三浦線 金沢市額谷 金沢市額新保３丁目 １．３ ３２１ ３２１ ３２１ ３２１ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道宮永横川町線 金沢市押野 金沢市横川 ０．８ １７５ １７４ １７４ １７４ ９９．４ ９９．４ ９９．４
一般県道倉部金沢線 金沢市福増町 金沢市西金沢 ３．９ ９４７ ９４３ ９４５ ９４３ ９９．６ ９９．８ ９９．６
一般県道倉部金沢線 金沢市米泉町 金沢市西泉 １．１ ３１９ ３１８ ３１８ ３１８ ９９．７ ９９．７ ９９．７
一般県道上安原昭和町線 金沢市上安原町 金沢市松島町 １．４ ３６６ ３６４ ３５０ ３５０ ９９．５ ９５．６ ９５．６
一般県道近岡諸江線 金沢市近岡町 金沢市南新保町 ２．３ ２７５ ２７２ ２７１ ２７１ ９８．９ ９８．５ ９８．５
一般県道近岡諸江線 金沢市南新保町 金沢市諸江町 ０．６ １１７ １１６ １１６ １１６ ９９．１ ９９．１ ９９．１
１級幹線２号中央通り線 金沢市片町２丁目２ 金沢市長町３丁目２ ０．９ ３８１ ３８１ ３７８ ３７８ １００．０ ９９．２ ９９．２
１級幹線４号広坂・新桜坂線 金沢市広坂１丁目２ 金沢市幸町１ ０．７ １０５ １０５ １０５ １０５ １００．０ １００．０ １００．０
１級幹線５号菊川・寺町線 金沢市菊川１丁目２３ 金沢市寺町１丁目６ ０．８ ３２０ ３２０ ３２０ ３２０ １００．０ １００．０ １００．０
１級幹線６号十一屋・有松線 金沢市十一屋町１１ 金沢市有松１丁目１ １．６ ５７８ ５７８ ５７２ ５７２ １００．０ ９９．０ ９９．０
１級幹線１０号武蔵・森山線 金沢市袋町１ 金沢市森山２丁目２ １．６ ８１０ ８０７ ８１０ ８０７ ９９．６ １００．０ ９９．６
１級幹線１２号北間・中橋線 金沢市諸江町 金沢市広岡３丁目１ １．６ ４６９ ４６９ ４６９ ４６９ １００．０ １００．０ １００．０
１級幹線１３号中橋・八日市線 金沢市中橋町７ 金沢市新神田２丁目１３ １．９ ４４１ ４４１ ４４１ ４４１ １００．０ １００．０ １００．０
１級幹線１４号元町・東山線 金沢市元町２丁目１５ 金沢市東山３丁目４ ０．９ ２１６ ２１６ ２１６ ２１６ １００．０ １００．０ １００．０
１級幹線４２号玉鉾・西金沢線 金沢市玉鉾 金沢市八日市出町 ２．７ ４４４ ４３６ ４３６ ４３６ ９８．２ ９８．２ ９８．２
１級幹線９０号疋田・御経塚線 金沢市駅西本町１丁目３ 金沢市北安江３丁目１４ １．３ ５２２ ５２２ ５２２ ５２２ １００．０ １００．０ １００．０
１級幹線９７号長土堀・大豆田線 金沢市長土塀２丁目１ 金沢市大豆田本町 ０．９ ２１５ ２１５ ２１５ ２１５ １００．０ １００．０ １００．０
１級幹線１０６号小立野・笠舞線 金沢市笠舞３丁目１ 金沢市石引２丁目１０ ０．８ ４０５ ４０４ ４０５ ４０４ ９９．８ １００．０ ９９．８
１級幹線１１４号二口・若宮線 金沢市二口町 金沢市若宮 ０．９ １７１ １５５ １７１ １５５ ９０．６ １００．０ ９０．６

七尾市 一般国道159号 七尾市川原町 七尾市古府町 １．２ １２９ １２９ １２９ １２９ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道160号 七尾市川原町 七尾市大田町 ３．５ ３６０ ３５９ ３５９ ３５９ ９９．７ ９９．７ ９９．７
一般国道249号 七尾市古府町 七尾市小丸山台 １．９ ８０ ８０ ８０ ８０ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道249号 七尾市小丸山台 七尾市小丸山台 ０．８ ９２ ９２ ９２ ９２ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道249号 七尾市高田町 七尾市深見町 ４．１ １２７ １２７ １２７ １２７ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道249号 七尾市大津町 七尾市中島町浜田 ２．３ ６１ ６１ ６１ ６１ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道249号 七尾市中島町浜田 七尾市中島町外 ２．４ ９２ ９２ ９２ ９２ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道249号 七尾市高田町 七尾市高田町 ０．６ １６ １６ １５ １５ １００．０ ９３．８ ９３．８
主要地方道七尾輪島線 七尾市小島町 七尾市小島町 ２．０ ２７６ ２７６ ２７６ ２７６ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道七尾輪島線 七尾市小島町 七尾市奥原町 １．０ ７６ ７６ ７６ ７６ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道七尾輪島線 七尾市奥原町 七尾市田鶴浜町 １．５ ２３ ２３ ２３ ２３ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道七尾羽咋線 七尾市小丸山台 七尾市小丸山台 １．３ １０８ １０８ １０８ １０８ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道田鶴浜堀松線 七尾市大津町 七尾市大津町 １．６ ７９ ７９ ７９ ７９ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道氷見田鶴浜線 七尾市西下町 七尾市高田町 １．１ ２２ ２２ ２２ ２２ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道七尾港線 七尾市府中町 七尾市御祓町 ０．６ １０１ １０１ １０１ １０１ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道和倉和倉停車場線 七尾市和倉町 七尾市石崎町 １．８ １５９ １５９ １５９ １５９ １００．０ １００．０ １００．０

小松市 北陸自動車道 小松市長崎町 小松市長崎町 ０．７ ４０ ３６ ２７ ２７ ９０．０ ６７．５ ６７．５
北陸自動車道 小松市長崎町 小松市下牧町 １．０ ４１ ４１ ４１ ４１ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道8号 小松市八幡 小松市八幡 ０．６ １２ １２ １２ １２ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道305号 小松市平面町 小松市園町 １．７ １２８ １２８ １２８ １２８ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道305号 小松市園町 小松市幸町 １．７ ２０２ ２０２ ２０２ ２０２ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道305号 小松市白嶺町 小松市蓑輪町 ４．３ ３７１ ３７１ ３７１ ３７１ １００．０ １００．０ １００．０
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小松市 一般国道３０５号 小松市蓑輪町 小松市矢田野町 ０．９ １２６ １２６ １２６ １２６ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道３６０号 小松市軽海町 小松市園町 ４．１ ２５６ ２５６ ２５６ ２５６ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道３６０号 小松市園町 小松市京町 １．１ １７８ １７８ １７８ １７８ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道３６０号 小松市京町 小松市城南町 ０．９ ２３２ ２３２ ２３２ ２３２ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢小松線 小松市国府台 小松市国府台 ０．６ １４ １４ １４ １４ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢小松線 小松市西軽海町 小松市西軽海町 ０．７ ７１ ７１ ７１ ７１ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢美川小松線 小松市長崎町 小松市長崎町 １．３ ６８ ６８ ６８ ６８ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢美川小松線 小松市土居原町 小松市日の出町 ０．７ １０６ １０６ １０６ １０６ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道寺畠小松線 小松市一針町 小松市一針町 ０．２ ７ ７ ７ ７ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道寺畠小松線 小松市長田町 小松市長崎町 ０．８ ６１ ６１ ６１ ６１ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道小松根上線 小松市京町 小松市梯町 １．６ ３７２ ３７２ ３７２ ３７２ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道串加賀線 小松市佐美町 小松市額見町 １．９ ２０ ２０ ２０ ２０ １００．０ １００．０ １００．０

輪島市 一般国道２４９号 輪島市深見町 輪島市河井町 ６．６ ４０１ ４０１ ４０１ ４０１ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道２４９号 輪島市門前町本市 輪島市門前町池田 ８．７ １５０ １５０ １５０ １５０ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道七尾輪島線 輪島市三井町本江 輪島市河井町 ７．８ ４３７ ４３７ ４３７ ４３７ １００．０ １００．０ １００．０

珠洲市 一般国道２４９号 珠洲市宝立町鵜飼 珠洲市宝立町鵜飼 ０．１ ０ ０ ０ ０ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道２４９号 珠洲市宝立町金峰寺 珠洲市上戸町南方 １．９ ２６４ ２６４ ２６４ ２６４ １００．０ １００．０ １００．０

加賀市 一般国道８号 加賀市南郷町 加賀市曽宇町 ０．３ ２ ２ ２ ２ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道８号 加賀市曽宇町 加賀市熊坂町 １．２ ２３ ２１ １７ １７ ９１．３ ７３．９ ７３．９
一般国道３０５号 加賀市南郷町 加賀市大聖寺南町 １．４ ３３６ ３３６ ３３６ ３３６ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道橋立港線 加賀市大聖寺畑町 加賀市大聖寺南町 １．８ ２３６ ２３６ ２３６ ２３６ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道山中伊切線 加賀市片山津町 加賀市冨塚町 ２．２ ３９０ ３８９ ３９０ ３８９ ９９．７ １００．０ ９９．７
一般県道串加賀線 加賀市干拓町 加賀市梶井町 ２．６ ８６ ８６ ８６ ８６ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道片山津山代線 加賀市作見町 加賀市山代温泉 ３．１ ３５８ ３５６ ３５８ ３５６ ９９．４ １００．０ ９９．４
一般県道水田丸黒瀬線 加賀市山代温泉 加賀市山代温泉 ０．５ ２０２ ２０２ ２０２ ２０２ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道加賀温泉停車場線 加賀市作見町 加賀市作見町 ０．７ ５１ ５１ ５１ ５１ １００．０ １００．０ １００．０

羽咋市 一般国道２４９号 羽咋市柳田町 羽咋市中央町 ２．０ ２４４ ２４４ ２４４ ２４４ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道２４９号 羽咋市中央町 羽咋市粟生町 １．４ ９３ ９３ ９３ ９３ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道４１５号 羽咋市兵庫町 羽咋市兵庫町 ０．４ １７ １７ １７ １７ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道若部千里浜インター線 羽咋市中央町 羽咋市川原町 ０．３ １８ １８ １８ １８ １００．０ １００．０ １００．０

かほく市 一般国道１５９号 かほく市中沼 かほく市木津 ８．１ ７５７ ７５７ ７５７ ７５７ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道１５９号 かほく市内日角 かほく市内日角 ０．３ ２１ ２１ ２１ ２１ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道１５９号 かほく市内日角 かほく市内日角 ０．２ １１ １１ １１ １１ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道七塚宇ノ気線 かほく市白尾 かほく市内日角 １．０ ５９ ５９ ５９ ５９ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道高松津幡線 かほく市鉢伏 かほく市宇野気 ２．５ １３４ １３４ １３４ １３４ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢田鶴浜線 かほく市白尾 かほく市高松 ５．５ ７７ ７０ ７１ ７０ ９０．９ ９２．２ ９０．９
主要地方道金沢田鶴浜線 かほく市高松 かほく市中沼 ２．７ ３４ ３４ ３４ ３４ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道高松内灘線 かほく市高松 かほく市白尾 ７．４ ５３３ ５３３ ５３３ ５３３ １００．０ １００．０ １００．０

白山市 北陸自動車道 白山市中新保町 白山市宮永新町 ０．３ ４ ４ ４ ４ １００．０ １００．０ １００．０
北陸自動車道 白山市松本町 白山市石立町 ０．６ ２８ ２６ １７ １７ ９２．９ ６０．７ ６０．７
北陸自動車道 白山市美川永代町 白山市美川永代町 ０．４ ９ ６ ６ ６ ６６．７ ６６．７ ６６．７
一般国道８号 白山市田中町 白山市田中町 ０．３ １０ １ ０ ０ １０．０ ０．０ ０．０
一般国道８号 白山市乾町 白山市福留町 ４．２ １４９ １２８ １０３ １０３ ８５．９ ６９．１ ６９．１
一般国道８号 白山市福留町 白山市末正町 １．９ ７５ ７２ ６０ ６０ ９６．０ ８０．０ ８０．０
一般国道１５７号 白山市木津町 白山市安養寺町 ０．１ １２ １１ １２ １１ ９１．７ １００．０ ９１．７
一般国道１５７号 白山市安養寺町 白山市鶴来大国町 ６．４ ４４３ ４４０ ４４１ ４４０ ９９．３ ９９．５ ９９．３
一般国道１５７号 白山市鶴来大国町 白山市中島町 ４．５ １０４ １０４ １０４ １０４ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道松任宇ノ気線 白山市三浦町 白山市徳丸町 １．３ １０２ １０２ １０２ １０２ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道松任宇ノ気線 白山市五歩市町 白山市福増町 ０．６ ６９ ６９ ６９ ６９ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢小松線 白山市木津町 白山市安養寺町 ０．１ ８ ８ ８ ８ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢小松線 白山市安養寺町 白山市安養寺町 ０．３ ２２ ２１ ２２ ２１ ９５．５ １００．０ ９５．５
主要地方道金沢小松線 白山市向島町 白山市山島台 １．４ ３３ ２９ ３２ ２９ ８７．９ ９７．０ ８７．９
主要地方道金沢美川小松線 白山市松本町 白山市美川南町 ３．７ ２４４ ２１４ ２０９ ２０９ ８７．７ ８５．７ ８５．７
主要地方道金沢美川小松線 白山市美川南町 白山市湊町 ２．５ ２２４ ２２４ ２２４ ２２４ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢鶴来線 白山市曽谷町 白山市鶴来大国町 ６．５ ５２１ ５２０ ５２１ ５２０ ９９．８ １００．０ ９９．８
主要地方道鶴来美川インター線 白山市道法寺町 白山市知気寺町 ０．６ １４ １４ １４ １４ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道鶴来美川インター線 白山市七原町 白山市福留町 １．９ ２７ ２７ ２７ ２７ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道鶴来美川インター線 白山市福留町 白山市鹿島町 ０．６ ６ ６ ６ ６ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道鶴来水島美川線 白山市白山町 白山市明島町 ５．２ ３６３ ３６３ ３６３ ３６３ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道鶴来水島美川線 白山市明島町 白山市山島台 １．２ ４６ ４０ ４０ ４０ ８７．０ ８７．０ ８７．０
一般県道鶴来水島美川線 白山市上安田町 白山市水島町 ２．２ １６ １６ １６ １６ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道鶴来水島美川線 白山市水島町 白山市美川南町 ３．５ ８４ ８４ ８４ ８４ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道安吉松任線 白山市平松町 白山市東三番町 ２．７ ４６８ ４６５ ４６７ ４６４ ９９．４ ９９．８ ９９．１
一般県道草深木呂場美川線 白山市美川本吉町 白山市美川本吉町 ０．３ １６ １６ １６ １６ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道額谷三浦線 白山市三浦町 白山市三浦町 ０．２ ３０ ３０ ３０ ３０ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道倉部金沢線 白山市宮永町 白山市宮永町 ０．３ １７ １７ １７ １７ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道三日市松任線 白山市田中町 白山市宮丸町 ４．７ ７３１ ７３０ ７３０ ７３０ ９９．９ ９９．９ ９９．９

能美市 北陸自動車道 能美市吉原釜屋町 能美市山口町 ２．７ ５９ ５９ ５９ ５９ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道８号 能美市五間堂町 能美市五間堂町 ０．１ ２ ２ ２ ２ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢小松線 能美市三ツ口町 能美市徳山町 ２．４ ９１ ９１ ９１ ９１ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢美川小松線 能美市吉原町 能美市吉原町 ０．２ ３８ ３８ ３８ ３８ １００．０ １００．０ １００．０
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市 町 路線名 評価区間の始点の住所 評価区間の終点の住所 評価区間
の延長（km）

住居等
戸数（戸）

環境基準達成戸数（戸） 環境基準達成率（％）
昼 夜 昼夜 昼 夜 昼夜

能美市 一般県道松任寺井線 能美市粟生町 能美市三道山町 １．８ １８０ １８０ １８０ １８０ １００．０ １００．０ １００．０
野々市市 一般国道８号 野々市市二日市町 野々市市二日市町 ２．８ ３６７ ３４９ ３１３ ３１３ ９５．１ ８５．３ ８５．３

一般国道８号 野々市市三日市町 野々市市蓮花寺町 ０．６ ４１ ３５ ２８ ２８ ８５．４ ６８．３ ６８．３
一般国道１５７号 野々市市押野 野々市市横宮町１４ １．１ １１０ ６７ ５２ ５２ ６０．９ ４７．３ ４７．３
一般国道１５７号 野々市市若松町２２ 野々市市三日市町 １．６ ２７８ ２７７ ２７７ ２７７ ９９．６ ９９．６ ９９．６
主要地方道金沢小松線 野々市市新庄 野々市市新庄 ０．１ ２３ ２１ ２３ ２１ ９１．３ １００．０ ９１．３
主要地方道金沢小松線 野々市市新庄 野々市市上林 ０．５ ３１ ３０ ２６ ２６ ９６．８ ８３．９ ８３．９
一般県道野々市西金沢停車場線 野々市市横宮町４ 野々市市押野 １．５ ２６９ ２６９ ２６９ ２６９ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道野々市鶴来線 野々市市若松町２１ 野々市市粟田 ２．３ ５４６ ５４６ ５１７ ５１７ １００．０ ９４．７ ９４．７
一般県道野々市鶴来線 野々市市粟田 野々市市新庄 １．３ ３２５ ３２１ ２９９ ２９９ ９８．８ ９２．０ ９２．０
一般県道野々市鶴来線 野々市市新庄 野々市市新庄 ０．４ １４１ １３９ １４１ １３９ ９８．６ １００．０ ９８．６
一般県道額谷三浦線 野々市市粟田 野々市市粟田 ０．７ ６４ ６１ ５８ ５８ ９５．３ ９０．６ ９０．６
一般県道矢作松任線 野々市市矢作 野々市市下林 １．１ ３０９ ３０９ ３０９ ３０９ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道窪野々市線 野々市市扇が丘８ 野々市市横宮町５ １．６ ３６８ ３６７ ３６７ ３６７ ９９．７ ９９．７ ９９．７
一般県道宮永横川町線 野々市市御経塚 野々市市野代 １．４ ４０９ ４０９ ４０９ ４０９ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道宮永横川町線 野々市市押野 野々市市押野 １．１ ２３４ ２３４ ２３４ ２３４ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道倉部金沢線 野々市市御経塚 野々市市御経塚 ０．６ ２３ ２３ ２３ ２３ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道三日市松任線 野々市市三日市町 野々市市徳用町 ０．４ ５０ ５０ ４７ ４７ １００．０ ９４．０ ９４．０

川北町 一般国道８号 能美郡川北町字橘 能美郡川北町字朝日 １．６ ０ ０ ０ ０ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢小松線 能美郡川北町字三反田 能美郡川北町字三反田 ０．７ ２２ ９ ９ ９ ４０．９ ４０．９ ４０．９
一般県道鶴来水島美川線 能美郡川北町字藤蔵 能美郡川北町字壱ツ屋 ３．４ １０８ ７４ １０５ ７３ ６８．５ ９７．２ ６７．６
一般県道草深木呂場美川線 能美郡川北町字壱ツ屋 能美郡川北町字橘 ２．２ ７１ ６６ ７１ ６６ ９３．０ １００．０ ９３．０
一般県道草深木呂場美川線 能美郡川北町字橘 能美郡川北町字橘新 ２．２ ４９ ４２ ４９ ４２ ８５．７ １００．０ ８５．７

津幡町 一般国道８号 河北郡津幡町字津幡 河北郡津幡町字舟橋 ０．８ ３６ ３６ ３６ ３６ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道８号 河北郡津幡町字庄 河北郡津幡町字南中条 ２．４ ２０４ １９７ １９７ １９７ ９６．６ ９６．６ ９６．６
一般国道８号 河北郡津幡町字南中条 河北郡津幡町字太田 １．５ ２０６ １８７ １７３ １７３ ９０．８ ８４．０ ８４．０
一般国道１５９号 河北郡津幡町字領家 河北郡津幡町字舟橋 １．７ ９４ ９４ ９４ ９４ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道森本津幡線 河北郡津幡町字太田 河北郡津幡町字南中条 １．０ ６３ ６３ ６３ ６３ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道森本津幡線 河北郡津幡町字南中条 河北郡津幡町字浅田 ２．３ １０３ ９６ １０２ ９６ ９３．２ ９９．０ ９３．２
一般県道森本津幡線 河北郡津幡町字浅田 河北郡津幡町字杉瀬 １．０ ３９ ３９ ３９ ３９ １００．０ １００．０ １００．０
一般県道川尻津幡線 河北郡津幡町井上の荘 河北郡津幡町字加賀爪 ２．４ ３９８ ３９８ ３９８ ３９８ １００．０ １００．０ １００．０

内灘町 主要地方道松任宇ノ気線 河北郡内灘町字向粟崎 河北郡内灘町字向粟崎 １．６ ４６５ ４６５ ４６５ ４６５ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道松任宇ノ気線 河北郡内灘町字向粟崎 河北郡内灘町字大根布 ２．９ ５４１ ５４１ ５４１ ５４１ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢田鶴浜線 河北郡内灘町字緑台 河北郡内灘町字向粟崎 ２．１ ８０３ ７８２ ８０３ ７８２ ９７．４ １００．０ ９７．４
一般県道高松内灘線 河北郡内灘町字大学 河北郡内灘町字大根布 ０．４ ８ ７ ８ ７ ８７．５ １００．０ ８７．５
一般県道向粟崎安江町線 河北郡内灘町字向陽台 河北郡内灘町字向粟崎 １．０ ２８３ ２８３ ２８３ ２８３ １００．０ １００．０ １００．０

志賀町 一般国道２４９号 羽咋郡志賀町相神 羽咋郡志賀町富来領家町 １．５ ３０ ３０ ３０ ３０ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道２４９号 羽咋郡志賀町堀松 羽咋郡志賀町高浜町 ２．１ １２７ １２７ １２７ １２７ １００．０ １００．０ １００．０

宝達
志水町

一般国道２４９号 羽咋郡宝達志水町柳瀬 羽咋郡宝達志水町敷波 ５．０ ２４４ ２４４ ２４４ ２４４ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道２４９号 羽咋郡宝達志水町今浜 羽咋郡宝達志水町免田 ４．０ １８９ １８９ １８９ １８９ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢田鶴浜線 羽咋郡宝達志水町北川尻 羽咋郡宝達志水町今浜 ２．２ １６ １６ １６ １６ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道金沢田鶴浜線 羽咋郡宝達志水町出浜 羽咋郡宝達志水町出浜 ０．４ ７ ７ ７ ７ １００．０ １００．０ １００．０

中能登町 一般国道１５９号 鹿島郡中能登町武部 鹿島郡中能登町水白 ２．０ ５５ ５５ ５５ ５５ １００．０ １００．０ １００．０
一般国道１５９号 鹿島郡中能登町小金森 鹿島郡中能登町曽祢 ０．２ ３ ３ ３ ３ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道七尾羽咋線 鹿島郡中能登町廿九日 鹿島郡中能登町良川 ４．３ １６１ １６１ １６１ １６１ １００．０ １００．０ １００．０

穴水町 一般国道２４９号 鳳珠郡穴水町字鵜島 鳳珠郡穴水町字川島 １．４ １６３ １６３ １６３ １６３ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道七尾輪島線 鳳珠郡穴水町字鵜島 鳳珠郡穴水町字川島 １．５ ２０８ ２０８ ２０８ ２０８ １００．０ １００．０ １００．０

能登町 主要地方道能都内浦線 鳳珠郡能登町字宇出津 鳳珠郡能登町字姫 ２．７ ３１１ ３１１ ３１１ ３１１ １００．０ １００．０ １００．０
主要地方道能都内浦線 鳳珠郡能登町字布浦 鳳珠郡能登町字市之瀬 ２．８ ２４７ ２４７ ２４７ ２４７ １００．０ １００．０ １００．０
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（１０）ダイオキシン類調査地点別環境調査結果

１ 大気
① 一般環境調査（令和５年度） （単位：pg－TEQ/m３）

調査地点名 年平均値 濃度範囲 調査機関 備考

小松測定局 ０．００３５ ０．００３２ ～ ０．００３７ 県 環境基準 ０．６以下
（年平均）

◎地点 ８地点
◎平均 ０．００４６
◎年平均値範囲
０．００２６～０．００７５

松任測定局 ０．００３６ ０．００３３ ～ ０．００３８

津幡測定局 ０．００４９ ０．００３０ ～ ０．００６７

羽咋測定局 ０．００４１ ０．００３０ ～ ０．００５２

七尾測定局 ０．００７５ ０．００３０ ～ ０．０１２

珠洲市役所庁舎 ０．００２６ ０．００２５ ～ ０．００２７

西南部測定局 ０．００６６ ０．００３４ ～ ０．００９７ 金沢市

小立野測定局 ０．００３９ ０．００２２ ～ ０．００５５

② 発生源周辺調査（令和５年度） （単位：pg－TEQ/m３）

調査地点名 年平均値 濃度範囲 調査機関 備考

小松市那谷町 ０．００３１ ０．００２３ ～ ０．００３８ 県 環境基準 ０．６以下
（年平均）

◎地点 ３地点
◎平均 ０．００３２
◎年平均値範囲
０．００２５～０．００３９

輪島市門前町 ０．００２５ ０．００２４ ～ ０．００２５

白山市黒瀬町 ０．００３９ ０．００３２ ～ ０．００４６
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２ 公共用水域水質
常時監視調査（令和５年度） （単位：pg－TEQ／L）

種別 水系名 河川名 測定地点名 濃度 調査機関 備考

河川 大聖寺川 本 川 塩 屋 大 橋 ０．０４９ 県

旧 川 松 島 橋 ０．１８ 〃

新 堀 川 動 橋 川 葦 切 橋 ０．０５４ 〃

八日市川 猫 橋 ０．１８ 〃

梯 川 本 川 石 田 橋 ０．２４ 国土交通省 ◎地点 ２４地点

前 川 浮 柳 新 橋 ０．４６ 県

手 取 川 本 川 美 川 大 橋 ０．５３ 国土交通省

倉 部 川 本 川 倉 部 大 橋 ０．０７０ 県 ◎平均 ０．１９ pg－TEQ／L

犀 川 本 川 二 ツ 寺 橋 ０．０９１ 金沢市

伏 見 川 伏 見 川 橋 ０．０４８ 〃

大 野 川 浅 野 川 鞍 降 橋 ０．０８９ 〃 ◎範囲

森 下 川 森 本 大 橋 ０．１２ 〃 ０．０４８～０．５３ pg－TEQ／L

金 腐 川 金 腐 川 橋 ０．０６２ 〃

本 川 粟 崎 橋 ０．２２ 〃

津 幡 川 住 ノ 江 橋 ０．２５ 県

宇ノ気川 宇ノ気川橋 ０．４９ 〃

羽 咋 川 本 川 羽 咋 大 橋 ０．３４ 〃

子 浦 川 雁 田 橋 ０．３３ 〃

米 町 川 本 川 川 尻 橋 ０．０７２ 〃

御 祓 川 本 川 藤橋二号橋 ０．２６ 〃

仙 対 橋 ０．１５ 〃

河原田川 本 川 い ろ は 橋 ０．０６４ 〃

町 野 川 本 川 明 治 橋 ０．１４ 〃

若 山 川 本 川 吾 妻 橋 ０．１８ 〃

湖沼 新 堀 川 柴 山 潟 柴山潟中央 ０．１４ 県 ◎地点 ３地点

梯 川 木 場 潟 木場潟中央 ０．４６ 〃 ◎平均 ０．３２ pg－TEQ／L

大 野 川 河 北 潟 河北潟中央 ０．３６ 〃

海域 加賀沿岸海域 白山市笠間沖 ０．０１７ 県 ◎地点 ２地点

七尾湾 南湾中央部 ０．０３３ 〃 ◎平均 ０．０２５ pg－TEQ／L

全体 ◎地点数：２９、◎平均：０．２０ pg－TEQ／L、◎範囲：０．０１７～０．５３ pg－TEQ／L

環境基準：１ pg－TEQ／L
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３ 公共用水域底質
常時監視調査（令和５年度） （単位：pg－TEQ／g）

種別 水系名 河川名 測定地点名 濃度 調査機関 備考

河川 大聖寺川 本 川 塩 屋 大 橋 ４．３ 県

旧 川 松 島 橋 ６．５ 〃

新 堀 川 動 橋 川 葦 切 橋 ０．２１ 〃

八日市川 猫 橋 ２．１ 〃

梯 川 本 川 石 田 橋 ０．３８ 国土交通省 ◎地点 ２１地点

前 川 浮 柳 新 橋 ３６ 県

手 取 川 本 川 美 川 大 橋 ０．２１ 国土交通省

倉 部 川 本 川 倉 部 大 橋 ６．３ 県 ◎平均 ３．９ pg－TEQ／g

大 野 川 浅 野 川 鞍 降 橋 ０．１８ 金沢市

森 下 川 森 本 大 橋 ０．３３ 〃

金 腐 川 金 腐 川 橋 ０．５４ 〃

津 幡 川 住 ノ 江 橋 １．８ 県 ◎範囲

宇ノ気川 宇ノ気川橋 ７．４ 〃 ０．０９４～３６ pg－TEQ／g

羽 咋 川 本 川 羽 咋 大 橋 ２．１ 〃

子 浦 川 雁 田 橋 ０．２０ 〃

米 町 川 本 川 川 尻 橋 ０．８２ 〃

御 祓 川 本 川 藤橋二号橋 ０．１４ 〃

仙 対 橋 １１ 〃

河原田川 本 川 い ろ は 橋 ０．２４ 〃

町 野 川 本 川 明 治 橋 ０．０９４ 〃

若 山 川 本 川 吾 妻 橋 １．０ 〃

湖沼 新 堀 川 柴 山 潟 柴山潟中央 １．２ 県 ◎地点 ３地点

梯 川 木 場 潟 木場潟中央 ０．２３ 〃 ◎平均 ０．７０ pg－TEQ／g

大 野 川 河 北 潟 河北潟中央 ０．６６ 〃

海域 加賀沿岸海域 白山市笠間沖 ０．１１ 県 ◎地点 ２地点

七尾湾 南湾中央部 ８．２ 〃 ◎平均 ４．２ pg－TEQ／g

全体 ◎地点数：２６、◎平均：３．５ pg－TEQ／g、◎範囲：０．０９４～３６ pg－TEQ／g

環境基準：１５０ pg－TEQ／g
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４ 地下水
常時監視調査（令和５年度） （単位：pg－TEQ／L）

市町 地区名 濃度 調査機関 備考

小松市 蛭川町 ０．０１３ 県

能美市 岩内町 ０．０１３ ◎環境基準 １以下

かほく市 内日角 ０．０１３

白山市 月橋町 ０．０１３ ◎井戸数 １０地点

野々市市 本町 ０．０１３

羽咋市 中央町 ０．０１３ ◎平均 ０．０１５

志賀町 末吉 ０．０１９

穴水町 大町 ０．０１３ ◎範囲 ０．０１３～０．０３０

珠洲市 宝立町 ０．０１３

金沢市 大野町 ０．０３０ 金沢市

５ 土壌
一般環境調査（令和５年度） （単位：pg－TEQ／g）

市町 地区名 濃度 調査機関 備考

加賀市 上木町 ３．３ 県

大聖寺来町 １．１ ◎環境基準 １，０００以下

羽咋市 大川町 ０．００８９ （調査指標 ２５０以下）

中川町 ３．８

白山市 北安田 １．１ ◎地点 １０地点

瀬戸 ０．０５０ （調査指標 ２５０以下）

能美市 浜町 ０．０１６

湯谷町 ０．０８４

輪島市 町野町 １．１ ◎範囲 ０．００８９～３．８

金沢市 上安原 ０．０６１ 金沢市
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（１１）ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の届出状況 （令和６年３月末現在）

市町名

大気基準が適用される事業場 水質基準が適用される事業場

特 定
事 業 場

大気基準適用施設

特 定
事業場

水質基準対象施設

アルミニウム
合金製品
製造施設

廃 棄 物
焼 却 炉 計

廃棄物焼却
炉の廃ガス
洗浄施設、
湿式集じん
施設、灰の
貯留施設

フロン類破
壊施設の廃
ガス洗浄施
設

下水道終末
処 理 施 設
（水質基準対
象施設に係
る汚水等を
処理するも
のに限る）

計

金 沢 市 １６ ０ ２２ ２２ ７ ５ ２ ４ １１

七 尾 市 ５ ０ ７ ７ ０ ０ ０ ０ ０

小 松 市 ７ ０ １２ １２ １ ２ ０ ０ ２

輪 島 市 ３ ０ ４ ４ １ １ ０ ０ １

珠 洲 市 １ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０

加 賀 市 ４ １ ５ ６ １ １ ０ ０ １

羽 咋 市 ２ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０

か ほ く 市 ３ ０ ３ ３ ０ ０ ０ ０ ０

白 山 市 １０ ０ １５ １５ ４ ５ ０ ０ ５

能 美 市 ７ ０ ９ ９ １ ２ ０ ０ ２

野 々 市 市 １ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０

川 北 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

津 幡 町 ３ ０ ５ ５ １ １ ０ ０ １

内 灘 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

志 賀 町 ２ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０

宝達志水町 ２ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０

中 能 登 町 ２ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０

穴 水 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

能 登 町 ２ ０ ３ ３ １ １ ０ ０ １

計 ７０ １ ９５ ９６ １７ １８ ２ ４ ２４
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９ 化学物質環境実態調査結果

【令和４年度調査結果】
（１）初期環境調査
① 水 質 （単位：ng／L）

物 質 名 犀川河口（金沢市） 検出下限値
１ アトルバスタチン ７．５ １．４
２ ジエチルアミン ６００ ５０
３ ４，４’‐ジヒドロキシジフェニルメタン （別名：ビスフェノールＦ） nd ８．８
４ １，３‐ジフェニルグアニジン ３５ ５．０
５ ４，４’‐スルホニルジフェノール （別名：ビスフェノールＳ） ５．８ １．４

６ ２，５，８，１１‐テトラオキサドデカン （別名：トリエチレングリコールジメチルエーテ
ル） nd ６２０

７ ４，４’‐［２，２，２‐トリフルオロ‐１‐（トリフルオロメチル）エチリデン］ビスフェノール
（別名：ビスフェノールＡＦ） nd ０．３８

８ ３，５，５‐トリメチル‐１‐ヘキサノール nd ４２０
9 １，２‐ビス（２‐クロロフェニル）ヒドラジン nd １．８

② 大 気 （単位：ng／㎥）

物 質 名 県保健環境センター（金沢市） 検出下限値検体１ 検体２ 検体３
１ ２‐（ジエチルアミノ）エタノール nd nd nd ４０

（２）詳細環境調査
① 水 質 （単位：ng／L）

物 質 名 犀川河口（金沢市） 検出下限値
１‐１ １‐デカノール nd ６．３
１‐２ １‐ウンデカノール nd ４．３
１‐３ １‐ドデカノール １３ ４．８
１‐４ １‐トリデカノール nd ４．０
１‐５ １‐テトラデカノール ８．９ １．４
１‐６ １‐ペンタデカノール nd ３．１
１‐７ １‐ヘキサデカノール nd ３．０

２ ４，４’‐（プロパン‐２，２‐ジイル）ジフェノール （別名：４，４’‐イソプロピリ
デンジフェノール又はビスフェノールＡ） ７．６ １．８

② 底 質 （単位：ng／g‐dry）

物 質 名 犀川河口（金沢市） 検出下限値検体１ 検体２ 検体３
１ トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩類 ８８ ９３ ２３ ０．１４
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（３）モニタリング調査
① 水 質 （単位：pg／L）

物 質 名 犀川河口（金沢市） 検出下限値
１ PCB類（総量） ２９０ ※５
２ HCB（ヘキサクロロベンゼン） １２ ０．３
３ HCH類（総量） １５０ ※１．７
４ ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が４から１０までのもの）（総量） １８０ ※１５
５ ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） １，７００ ３０
６ ペルフルオロオクタン酸（PFOA） １４，０００ ３０
７ ペンタクロロベンゼン ５．１ ０．２
８ １，２，５，６，９，１０‐ヘキサブロモシクロドデカン類（総量） nd ※１２００
９ ヘキサクロロブタ‐１，３，‐ジエン nd ４０
１０ 短鎖塩素化パラフィン類（総量） nd ※９００
１１ ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） １，８００ ３０

② 底 質 （単位：pg／g‐dry）
物 質 名 犀川河口（金沢市） 検出下限値

１ PCB類（総量） ５，３００ ※３
２ HCB（ヘキサクロロベンゼン） ８８０ ０．３
３ HCH類（総量） ２３０ ※１．７
４ ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が４から１０までのもの）（総量） ８９，０００ ※２２
５ ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） ６１ ４
６ ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ３２ ３
７ ペンタクロロベンゼン ７６ ０．２
８ １，２，５，６，９，１０‐ヘキサブロモシクロドデカン類（総量） １４００ ※２４０
９ ヘキサクロロブタ‐１，３，‐ジエン nd １０
１０ 短鎖塩素化パラフィン類（総量） ６０００ ※５７０
１１ ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） nd ３

③ 生 物 （単位：pg／g‐wet）
物 質 名 能登半島沿岸

ムラサキイガイ 検出下限値
１ PCB類（総量） ２３０ ※５
２ HCB（ヘキサクロロベンゼン） ８．５ ０．８
３ HCH類（総量） ３３ ※１．６
４ ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が４から１０までのもの）（総量） nd ※２３
５ ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） ９ ３
６ ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ３５ ３
７ ペンタクロロベンゼン ５ ０．２
８ １，２，５，６，９，１０‐ヘキサブロモシクロドデカン類（総量） ２７０ ※１００
９ ヘキサクロロブタ‐１，３，‐ジエン nd ４
１０ 短鎖塩素化パラフィン類（総量） nd ※１２００
１１ ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） nd ３

④ 大 気 （単位：pg／㎥）
物 質 名 県保健環境センター（金沢市） 検出下限値

１ PCB類（総量） ６８ ※０．３
２ HCB（ヘキサクロロベンゼン） １１０ ０．０４
３ HCH類（総量） ２８ ※０．１３
４ ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が４から１０までのもの）（総量） tr（１．８） ※１．４
５ ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） ５．２ ０．０７
６ ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ８．７ ０．２
７ ペンタクロロベンゼン ５８．０ ０．０３
８ １，２，５，６，９，１０‐ヘキサブロモシクロドデカン類（総量） tr（０．２３） ※０．１８
９ ヘキサクロロブタ‐１，３，‐ジエン １，９００ ２，０００ ２，４００ ２０
１０ 短鎖塩素化パラフィン類（総量） nd ※４００
１１ ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） ３．２ ０．０４
［記号の説明］
＊：参考値（調査対象物質ごとに統一して設定した「検出下限値」未満）
nd：不検出
－：欠測等
※：それぞれの同族体ごと、各調査対象物質ごと又は同一アルキル鎖長ごとの合計値
tr：検出下限以上定量下限未満
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１０ 環境保全協定に基づく環境監視結果 （令和５年度分）

（１）七尾大田火力発電所１号機及び２号機運転開始後環境監視（その１）

協 定 項 目 測定頻度 測定場所 協 定 値 測 定 結 果

大

気

汚

染

物

質

硫黄酸化物
排出濃度

自動連続

測 定
煙道

８０ppm以下 １号機 ２６ ～ ５７ ppm
５０ppm以下 ２号機 ２７ ～ ３０ ppm

排出量
１２８m３N/h以下 １号機 ２５．７ ～ ８７．７ m３N/h
１０９m３N/h以下 ２号機 ５７．２ ～ ５７．６ m３N/h

窒素酸化物
排出濃度

６０ppm以下 １号機 ４０ ～ ４８ ppm
４５ppm以下 ２号機 ２７ ～ ３１ ppm

排出量
１００m３N/h以下 １号機 ３５．５ ～ ８０．０ m３N/h
１０１m３N/h以下 ２号機 ６１．８ ～ ６８．７ m３N/h

ば い じ ん
排出濃度

２カ月に１回

３０mg／m３３N以下 １号機 ０．３８ ～ ３．１ mg／m３３N
１０mg／m３３N以下 ２号機 １．６ ～ ４．４ mg／m３３N

排出量
５０kg/h以下 １号機 ０．３５ ～ ５．２３ kg/h
２３kg/h以下 ２号機 ３．８１ ～ ７．４９ kg/h

石

炭

硫黄分（消費炭）
月１回

― １％以下
１号機 ０．４６ ～ ０．６１ ％
２号機 ０．４７ ～ ０．５６ ％

窒素分（消費炭） ― １．８％以下
１号機 １．６６ ～ １．８１ ％
２号機 １．６６ ～ １．８２ ％

その他の
成分

総クロム （T－Cr）

新炭種
使用の
都度

― ― ７．０ mg/kg
マンガン （Mn） ― ― ３８ mg/kg
ニッケル （Ni） ― ― ４．２ mg/kg
砒素 （As） ― ― ２．７ mg/kg
カドミウム （Cd） ― ― ＜０．１ mg/kg
銅 （Cu） ― ― ７．０ mg/kg
鉛 （Pb） ― ― ３．３ mg/kg
セレン （Se） ― ― ＜１．０ mg/kg
バナジウム （V） ― ― １０ mg/kg
亜鉛 （Zn） ― ― ＜１０ mg/kg
総水銀 （T－Hg） ― ― ０．０２０ mg/kg
フッ素 （F） ― ― ４３．６ mg/kg
塩素 （Cl） ― ― ８２．６ mg/kg

騒 音

朝

年４回
敷地境界
（６地点）

６５dB（A）以下 ３３ ～ ４９ dB
昼 間 ７０dB（A）以下 ３５ ～ ５３ dB
夕 ６５dB（A）以下 ３１ ～ ４９ dB
夜 間 ６０dB（A）以下 ３３ ～ ４９ dB

振 動
昼 間

年４回
敷地境界
（６地点）

６５dB以下 ＜３０ ～ ３５ dB
夜 間 ６０dB以下 ＜３０ ～ ３３ dB

悪 臭 （アンモニア） 年２回
敷地境界
（４地点）

臭気強度２．５以下
（１ppm以下）

＜０．１ ～ ０．１ ppm
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（２）七尾大田火力発電所１号機及び２号機運転開始後環境監視（その２）

協 定 項 目 測定頻度 測定場所 協 定 値 測 定 結 果

一

般

排

水

生活環境に
係る項目

水素イオン濃度 自動連続測定

総合排水
処理装置
出口

５．８～８．６ １号機 ６．１ ～ ７．９
５．８～８．６ ２号機 ６．１ ～ ７．９

浮遊物質量 月１回
２０mg/L以下 １号機 ＜１ ～ ２ mg/L
１５mg/L以下 ２号機 １ ～ １２ mg/L

化学的酸素要求量 〃
１２mg/L以下 １号機 ０．８ ～ ６．２ mg/L
１０mg/L以下 ２号機 １．４ ～ ５．０ mg/L

全窒素含有量 年４回 ―
１号機 １５ ～ ２７ mg/L
２号機 ７．７ ～ ２６ mg/L

全燐含有量 〃 ―
１号機 ＜０．０１ ～ ０．０２ mg/L
２号機 ＜０．０１ ～ ０．０３ mg/L

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 月１回
２mg/L以下 １号機 ＜０．５ mg/L
１mg/L以下 ２号機 ＜０．５ mg/L

人の健康に
係る項目

カドミウム又はその化合物 年４回 ―
１号機 ＜０．００１ mg/L
２号機 ＜０．００１ mg/L

鉛又はその化合物 〃 ―
１号機 ＜０．００５ mg/L
２号機 ＜０．００５ mg/L

六価クロム化合物 〃 ―
１号機 ＜０．０４ mg/L
２号機 ＜０．０４ mg/L

砒素又はその化合物 〃 ―
１号機 ＜０．００５ mg/L
２号機 ＜０．００５ mg/L

水銀又はその化合物 〃 ―
１号機 ＜０．０００５ mg/L
２号機 ＜０．０００５ mg/L

セレン又はその化合物 〃 ―
１号機 ０．０２３ ～ ０．０６０ mg/L
２号機 ０．００８ ～ ０．０７４ mg/L

フッ素含有量 月１回
１５mg/L以下 １号機 ＜１ ～ ３ mg/L
１５mg/L以下 ２号機 ５ ～ ９ mg/L

生物化学的酸素要求量（BOD） 年４回 生活排水処
理装置出口

２０mg/L以下 １．２ ～ ４．８ mg/L
大腸菌群数 〃 ― ＜２０ ～ ６０ 個／cm３

灰

捨

場

余

水

生活環境に
係る項目

水素イオン濃度 自動連続測定

余水処理槽
の出口

５．０～９．０ ６．９ ～ ８．９
浮遊物質量 月１回 ２０mg/L以下 ＜１ ～ １３ mg/L
化学的酸素要求量 年４回 ― １．１ ～ ５．１ mg/L
全窒素含有量 〃 ― ０．５ ～ ２．５ mg/L
全燐含有量 〃 ― ０．０３ ～ ０．２６ mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〃 ― ＜０．５ mg/L

人の健康に
係る項目

カドミウム又はその化合物

年４回
余水処理槽
の出口

― ＜０．００１ mg/L
鉛又はその化合物 ― ＜０．００５ mg/L
六価クロム化合物 ― ＜０．０４ mg/L
砒素又はその化合物 ― ０．０１７ ～ ０．０６３ mg/L
水銀又はその化合物 ― ＜０．０００５ mg/L
セレン又はその化合物 ― ０．０１４ ～ ０．０３３ mg/L
フッ素含有量 ― ２．６ ～ ４ mg/L

復水器冷却水

取水温度

自動連続測定
取水口及び
放水口

―
１号機 １３．２ ～ ２８．８ ℃
２号機 １４．０ ～ ２９．３ ℃

排水温度 ―
１号機 １６．５ ～ ３４．９ ℃
２号機 １９．０ ～ ３５．１ ℃

温度差
７℃以下 １号機 １．３ ～ ６．８ ℃
７℃以下 ２号機 １．５ ～ ６．９ ℃
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（３）七尾大田火力発電所１号機及び２号機運転開始後環境監視（その３）

協 定 項 目 測定頻度 測定場所 協 定 値 測 定 結 果

石

炭

灰

クリンカ
アッシュ
溶出試験

カドミウム又はその化合物

年１回かつ
新炭種の
使用の都度

―

― ＜０．００１ mg/L
鉛又はその化合物 ― ＜０．００５ mg/L
六価クロム化合物 ― ＜０．０４ mg/L
砒素又はその化合物 ― ＜０．００５ mg/L
水銀又はその化合物 ― ＜０．０００５ mg/L
セレン又はその化合物 ― ＜０．００２ mg/L

フライ
アッシュ
溶出試験

カドミウム又はその化合物

年１回かつ
新炭種の
使用の都度

―

― ＜０．００１ mg/L
鉛又はその化合物 ― ＜０．００５ mg/L
六価クロム化合物 ― ＜０．０４ mg/L
砒素又はその化合物 ― ０．００８ mg/L
水銀又はその化合物 ― ＜０．０００５ mg/L
セレン又はその化合物 ― ０．０１６ mg/L

汚

泥

溶出試験

カドミウム又はその化合物

年１回かつ
新炭種の
使用の都度

―

― ＜０．００１ mg/L
鉛又はその化合物 ― ＜０．００５ mg/L
六価クロム化合物 ― ＜０．０４ mg/L
砒素又はその化合物 ― ＜０．００５ mg/L
水銀又はその化合物 ― ＜０．０００５ mg/L
セレン又はその化合物 ― ０．０１４ mg/L

含有試験

カドミウム又はその化合物

年１回かつ
新炭種の
使用の都度

―

― ８．９ mg/kg
鉛又はその化合物 ― ８．５ mg/kg
六価クロム化合物 ― ＜０．２ mg/kg
砒素又はその化合物 ― ７．８ mg/kg
水銀又はその化合物 ― １９ mg/kg
セレン又はその化合物 ― ３４ mg/kg
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１１ 志賀原子力発電所周辺の環境放射線測定結果（令和4年度分）

（１）環境放射線 単位：nGy/h

過去の測定結果
（Ｈ３１．４～Ｒ４．３）

平均値＋３σ
を超えた数，率測 定 地 点 最高値 最低値 平均値

測定値範囲 平均値＋３σ 数 率（％）

志 賀 町

（１）大福寺局 ９４．７ ３１．３ ４３．０ ２７．５ ～ １１７．３ ５５．２ １１１３ ２．１

（２）大 西 局 ９２．８ ３３．６ ４３．５ ３０．０ ～ １１０．０ ５８．１ １１６１ ２．２

（３）風 無 局 ９９．１ ４３．４ ４９．５ ３４．９ ～ １０２．４ ５８．９ １６７１ ３．２

（４）熊 野 局 １３０．９ ３８．２ ４７．６ ３１．９ ～ １１０．４ ５９．８ １２７９ ２．４

（５）福 浦 局 １２８．９ ３６．４ ４３．９ ２９．０ ～ ９７．７ ５３．８ １８３５ ３．５

（６）直 海 局 １１７．１ ３９．５ ５２．０ ３３．６ ～ １００．５ ６２．５ １６３８ ３．１

（７）五里峠局 １１３．１ ４３．１ ５７．９ ３５．４ ～ １１３．５ ６８．７ １７５０ ３．３

（８）赤 住 局 １１８．５ ４５．３ ５２．４ ３６．０ ～ １１５．８ ６１．２ １８２５ ３．５

（９）志 賀 局 １１３．３ ３６．２ ５１．３ ２８．９ ～ １２５．２ ６３．３ １７００ ３．２

七 尾 市

（１０）西 岸 局 ７８．７ ３０．６ ４０．６ ２５．８ ～ ９９．０ ５３．２ １２０２ ２．３

（１１）能登島局 １１３．６ ３２．４ ４６．７ ３１．３ ～ １１２．４ ６０．８ １２２９ ２．３

（１２）土 川 局 ９４．７ ３３．７ ４４．９ ２７．４ ～ １０１．１ ５７．１ １５３４ ２．９

（１３）笠師保局 １０１．０ ２９．５ ３９．８ ２４．１ ～ １０７．９ ５４．５ １１１８ ２．１

（１４）大 津 局 １０３．６ ３４．７ ４５．１ ２９．０ ～ ９７．０ ５６．８ １４６５ ２．８

（１５）田鶴浜局 １０５．１ ３６．８ ４８．２ ３０．８ ～ １１０．９ ６２．１ １３３１ ２．５

（１６）東 湊 局 ９３．８ ３４．４ ４７．９ ３２．５ ～ ９８．３ ６０．７ １１４８ ２．２

中 能 登 町
（１７）末 坂 局 ９７．０ ３０．６ ５１．３ ２７．３ ～ １０８．９ ６６．６ ９４９ １．８

（１８）能登部局 ９８．３ ４０．９ ５７．９ ３１．８ ～ １０６．８ ７１．２ ９２０ １．８

羽 咋 市（１９）一ノ宮局 １４４．４ ３４．２ ４５．３ ２７．９ ～ １１２．１ ５９．９ １０６８ ２．０

輪 島 市
（２０）門 前 局 １２０．４ ２７．７ ４１．９ ２４．２ ～ １２３．９ ５６．０ １１８９ ２．３

（２１）本 郷 局 ９０．９ ２３．０ ３９．３ １８．４ ～ １１１．３ ５５．７ １０６７ ２．０

穴 水 町（２２）大 町 局 ８８．９ ２９．７ ４４．７ ２７．４ ～ １０８．９ ５９．０ １２２６ ２．３

宝達志水町
（２３）志 雄 局 ８９．６ ２８．６ ４６．４ ２４．３ ～ １１１．５ ６２．４ ９７２ １．９

（２４）押 水 局 １０６．１ ３８．８ ５６．０ ２８．２ ～ １０６．４ ７１．７ ９６０ １．８

（注） １） 各測定地点の線量率測定結果に差が見られるが、これは、測定地点近傍の地質や測定器の位置等の違いによるものである。
２） 測定器の位置

石川県実施分：鉄柱上（地上１．８m）
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（２）核種分析（機器分析）結果（その１）

測定試料 単位
地
点
数

検
体
数

検出された
核種・測定値

過去の測定結果
H２．７～H２３．２

（福島第一原子力
発電所事故以前）

H２３．３～R４．３
（福島第一原子力
発電所事故以後）

陸

上

試

料

降下物
（雨水ちり） Bq／m２・月 ４ ４８ LTD １３７Cs LTD～０．２８

１３４Cs LTD～３０＊１
１３７Cs LTD～３０＊１

大気中放射性物質
（大気浮遊じん） mBq／m３ ４ ６０ LTD LTD

１３４Cs LTD～０．６１＊１
１３７Cs LTD～０．５４＊１

陸 水
水道水

mBq／L
３ １２ LTD LTD LTD

河川水 １ ４ LTD LTD LTD

土 壌 Bq／kg乾土 ４ １２ １３７Cs LTD～４０ １３７Cs LTD～１３０ １３７Cs LTD～６５

指標植物（松葉） Bq／kg生 ４ １６ LTD １３７Cs LTD～１．１
１３４Cs LTD～２．９＊１
１３７Cs LTD～３．０＊１

農

畜

産

物

牛 乳 Bq／L ２ ８ LTD LTD LTD

精 米

Bq／kg生

４ ４ LTD LTD LTD

大 根 ４ ４ LTD LTD LTD

白 菜 ４ ４ LTD LTD LTD

キャベツ １ １ LTD LTD LTD
地
域
特
産
物

ス イ カ

Bq／kg生

２ ２ LTD LTD LTD

ころ柿（干柿） １ １ LTD １３７Cs LTD～０．２５ LTD

アスパラガス １ １ LTD LTD LTD

海

洋

試

料

海 水 mBq／L ７ １９ LTD １３７Cs LTD～４．３ １３７Cs LTD～２．７

海 底 土 Bq／kg乾土 ７ １９ LTD LTD LTD
指標海産物
（ホンダワラ）

Bq／kg生

７ ２４ LTD
１３１I LTD～０．２１
１３７Cs LTD～０．３０

１３１I LTD～３．２＊１

海

産

物

イ ワ ノ リ ２ ２ LTD LTD LTD

ワ カ メ ３ ３ LTD LTD １３１I LTD～１．６＊１

サ ザ エ ３ １０ LTD １３７Cs LTD～０．２２ LTD

チ ダ イ １ １ LTD １３７Cs LTD～０．２４ LTD

マ ダ イ＊２ ２ ２ LTD １３７Cs LTD～０．２３ LTD

メ バ ル ２ ２ LTD １３７Cs LTD～０．２９ LTD

マ ガ レ イ １ １ LTD LTD LTD

ヒ ラ メ ３ ３ LTD １３７Cs LTD～０．３５ LTD

キ ス １ １ LTD １３７Cs LTD～０．２３ LTD

ナ メ ラ＊３ １ １ LTD － －

ア ジ １ １ LTD １３７Cs LTD～０．２２ １３７Cs LTD～０．２１
（注）「LTD」は検出目標レベル未満である。

＊１：福島第一原子力発電所の事故によるものと推定される。
＊２：石川県採取分のマダイは、チダイ（福浦沖）の代替試料である。
＊３：石川県採取分のナメラは、キス（福浦沖）の代替試料である。
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（３）核種分析（放射化学分析：放射性ストロンチウム）結果（その２）

測 定 試 料 単 位 地点数 検体数 測定値
（９０Sr）

過去の測定結果
H２．７～H２３．２

（福島第一原子力
発電所事故以前）

H２３．３～R４．３
（福島第一原子力
発電所事故以後）

陸

上

試

料

陸
水 水道水 mBq／L ２ ２ LTD、０．９ － LTD～１．４

土 壌 Bq／kg乾土 ２ ８ ０．６～１．５ １．１～３．５ ０．５～３．９

農

畜

産

物

牛 乳 Bq／L １ ４ LTD LTD～０．０３９ LTD～０．０２４

精 米

Bq／kg生

２ ２ LTD LTD LTD

大 根 ４ ４ LTD～０．０４１ LTD～０．７３ LTD～０．０８０

白 菜 ３ ３ LTD～０．１５ LTD～０．２６ LTD～０．２７

キャベツ １ １ LTD LTD～０．２３ LTD～０．２５

海

洋

試

料

海 底 土 Bq／kg乾土 ４ １６ LTD LTD LTD

海

産

物

ワカメ

Bq／kg生

２ ２ LTD LTD LTD

サザエ ２ ８ LTD LTD LTD

チダイ １ １ LTD LTD LTD

マダイ＊ １ １ LTD － －

メバル ２ ２ LTD LTD LTD

（注）「LTD」は検出目標レベル未満である。
＊：チダイ（福良沖）の代替試料である。

（４）核種分析（放射化学分析：トリチウム）結果（その３）

測 定 試 料 単 位 地点数 検体数 測定値
（３H）

過去の測定結果
H２．７～H２３．２

（福島第一原子力
発電所事故以前）

H２３．３～R４．３
（福島第一原子力
発電所事故以後）

陸
上
試
料

陸

水

水道水
Bq／L

３ １２ LTD LTD～１．９ LTD

河川水 １ ４ LTD LTD～１．５ LTD

海
洋
試
料

海 水 Bq／L ７ １９ LTD LTD LTD

（注）「LTD」は検出目標レベル未満である。
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１２ 自然公園等施設一覧（石川県設置分）

（１）白山国立公園（国設置分含む） （令和６年３月末現在）

地区及び施設名 整備年度 構造及び規模等 性質別 管 理 者

白

山

室

堂

地

区

宿 泊 施 設

く ろ ゆ り 荘 S４２ 鉄骨平屋 ３１１．０４m２ 県単 指定管理
（一財）白山観光協会

こ ざ く ら 荘 S４３ 〃 〃 〃 〃

御 前 荘 S４４ 〃 〃 〃 〃

白 山 荘 S５９ 木造平屋 １４９．５５m２ 〃 〃

休 憩 所 室 堂 セ ン タ ー H１１～１３ 鉄骨２階 ９９３．５９m２ 〃 〃

公 衆 便 所

室 堂 公 衆 便 所 H５ 木造平屋 ３４．０２m２ 国補 〃

室 堂 公 衆 便 所 R元 〃 ８２．４９m２ 〃 〃

室 堂 屋 外 便 所 S６０、H１３ 〃 ８１．４m２ 〃 〃

管 理 施 設

乾 燥 小 屋 S５３ 〃 １６．２０m２ 県単 〃

渡 り 廊 下 S６０、H１３ 鉄骨平屋 １１２．３m２ 〃 〃

給 水 施 設 S４０～４８ φ＝５０～７５m/m L＝２１０m
給水タンク １基 〃 〃

排 水 施 設 S４０～５３ φ＝２５０m/m基 L＝６６５．６m 〃

貯 水 池 S４８ A＝１３８m２ 〃 〃

園 地 S４０ A＝４，０００m２ 国補 〃

南

竜

地

区

宿 泊 施 設 南 竜 山 荘 S５０ 鉄骨２階 ４６８．３６m２ 県単 指定管理
（一財）白山市地域振興公社

野 営 場

ビジターセンター倉庫 S４１～４２ 〃 １９０．２６m２ 〃 〃

ビジターセンター H１０ 〃 ３２９．８２m２ 国補 〃

テ ン ト サ イ ト S５５～５７ A＝１１，６００m２ 〃 〃

休 憩 所 S５７ 木造平屋 ６０．００m２ 〃 〃

公 衆 便 所 S５５ 〃 ６６．６０m２ 〃 〃

炊 事 舍 S５６ 〃 ７７．７６m２ 〃 〃

ケ ビ ン H８ 木造平屋５棟 ２００．００m２ 〃 〃

倉 庫 〃 木造平屋 ３２．００m２ 〃 〃

野 営 場 ト イ レ R３ 木造平屋 ５３．５２m２ 〃 〃

別
当
出
合
地
区

園 地

休 憩 舎 〃 RC造平屋 ８１．７２m２ 〃 委託
（一財）白山市地域振興公社

公 衆 便 所 〃 〃 ８１．８０m２ 〃 〃

駐 車 場 H８、H２２ AS舗装 A＝５，２０４．８m２ 直轄 国・県（委託（一財）
白山市地域振興公社）

H８ 園地整備 A＝２，２４５m２ 国補 委託
（一財）白山市地域振興公社

市
ノ
瀬
地
区

野 営 場

テ ン ト サ イ ト S５９ A＝２，９６３m２ 〃 指定管理
（一財）白山市地域振興公社

公 衆 便 所 〃 RC造平屋 ３１．５０m２ 〃 〃

炊 事 舎 〃 〃 ３６．００m２ 〃 〃

駐 車 場
公 衆 便 所 S５８ 〃 ５４．４m２ 〃 〃

S５８～５９ AS舗装 A＝２，９１０m２ 〃 〃
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地区及び施設名 整備年度 構造及び規模等 性質別 管 理 者

市
ノ
瀬
地
区

園 地

ビジターセンター H１１ RC造２階 ５０４．９５m２ 直轄 県

休 憩 所 S６０ 木造平屋 ２９．１６m２ 国補 指定管理
（一財）白山市地域振興公社

〃 H１０～１２ RC造平屋 ２９．４m２ 〃 〃

〃 H２９～３０ 木造一部RC造 ２１７m２ 直轄 国・県

S５８ 園地整備 A＝２，８７３m２ 〃 指定管理
（一財）白山市地域振興公社

中

宮

温

泉

地

区

博物展示施設
中 宮 展 示 館 S４８，H１０～１１ RC造２階 １，１０８．１２m２ 直轄、

国補 県

駐 車 場 H２２ AS舗装 ３，０１６．９m２ 直轄 〃

休 憩 舎

中 宮 休 憩 舎 S５１ RC造平屋 ５０．００m２ 〃 〃

中宮レストハウス S５２ 〃 ５０．００m２ 県単 委託
白 山 市

蛇 谷 休 憩 舎 H６ 〃 ５６．７５m２ 国補 委託
NPO法人環白山保護利用管理協会

ジ ラ イ 谷 休 憩 舎 S４７ 木造平屋 ４９．２７m２ 県単 県

野 営 場

テ ン ト サ イ ト H２・３ ２７基 A＝４３２m２ １１０人収容 国補 指定管理
（一財）白山市地域振興公社

公 衆 便 所 H３ RC造平屋 ２３．２５m２ 〃 〃

炊 事 棟 H２ 〃 ２１m２ 〃 〃

〃 H３ 〃 〃 〃 〃

管 理 棟 〃 〃 ８３．７４m２ 〃 〃

園 地 ・ 広 場 S６３・H元 ７ヵ所 A＝３，３８５m２ 〃 〃

駐 車 場
S４３・S４９ AS舗装 A＝１，５１６．９m２ 〃 県

S４８・S５２ 〃 A＝４，５０１．１m２ 〃 〃

園 地

S４９ A＝３，０２７．２m２ 〃 〃

ジ ラ イ 谷 S４７～４８ A＝１，８００m２ 〃 〃

カ ジ ヤ 谷 〃 A＝１０，０００m２ 〃 〃

川 の 生 態 観 察 園 S５７ A＝４，８７９m２ 〃 〃

歩 道
〃 L＝４３０m 〃 〃

S６３～H元 L＝１，１１２．５m 〃 〃

岩
間
温
泉

園 地 S４３ A＝２５０m２ 県単 委託
NPO法人環白山保護利用管理協会

休 憩 舎 H１２ RC造平屋 ４６．１２m２ 国補 〃
新
岩
間
温
泉

園 地
公 衆 便 所 H１６ RC造平屋 ２１．７８m２ 〃 〃

駐 車 場 H１６ AS鋪装 A＝４１３．００m２ 〃 〃

風
嵐 博物展示施設 白山国立公園センター H１１ RC造２階 ４９４．６１m２ 〃 指定管理

NPO法人白峰まちづくり協議会

そ
の
他

避 難 小 屋

ゴ マ 平 H１１ 木造平屋一部
中２階 ３６．８４m２ 〃 委託

NPO法人環白山保護利用管理協会

シ ナ ノ キ 平 S４７ 〃 ４４．７９m２ 〃 〃

小 桜 平 H２２ 木造平屋 ２９．８７m２ 県単 〃
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地区及び施設名 整備年度 構造及び規模等 性質別 管 理 者

そ

の

他

避 難 小 屋

奥 長 倉 H元 木造２階 ３４．３６m２ 県単 委託
NPO法人環白山保護利用管理協会

殿 ヶ 池 H２６ 木造平屋 ３０．６８m２ 直轄 国・県（委託（一財）
白山観光協会）

甚 之 助 H２２ 木造平屋 ７８．００m２ 直轄 国・県（委託（一財）
白山市地域振興公社）

チ ブ リ 尾 根 H１７ 木造平屋 ３３．２１m２ 国補 委託
NPO法人 白山の自然を考える会

歩 道

中宮温泉・白山室堂 S４４～４６ L＝２０．２km W＝１．０m 〃 委託
NPO法人環白山保護利用管理協会

念仏尾根・ゴマ平 S５３ L＝２．２８km W＝１．０m 〃 〃

新 岩 間 ・ 大 汝 S３９～４１ L＝１２．３km W＝１．０m～１．３m 県単 〃

岩 間 ・ 小 桜 平 S４０ L＝４．６km W＝１．０m～１．３m 〃 〃

別当出合・弥陀ケ原 S３８ L＝５．２km W＝１．０m～２．０m 〃 委託
（一財）白山観光協会

別 当 出 合 ・ 室 堂 S４８ L＝６．１km W＝１．０～４．０m 〃 〃

室 堂 ・ 三 ノ 峰 S４０～４２ L＝９．７km W＝１．０m～１．２m 国補 委託
（一財）白山市地域振興公社

別 山 ・ 市 ノ 瀬 S４３ L＝７．５７５km W＝１．０m 〃 委託
NPO法人 白山の自然を考える会

市 ノ 瀬 ・ 釈 迦 岳 S４７・４８ L＝８．８３km W＝１．０m 〃 委託
２７０２．jp木村芳文

市 ノ 瀬 慶 松 平 H１０ L＝４．５km W＝０．８m～３m 〃 委託
（一財）白山観光協会

高 飯 場 ・ 室 堂 S４４ L＝５．７６km W＝１．０m～１．５m 県単 委託
（一財）白山市地域振興公社

南竜ケ馬場・弥陀ケ原 〃 L＝１．７０km W＝１．０m 〃 〃

岩間温泉・噴泉塔 〃 L＝３．４６km W＝１．０m 国補 委託
NPO法人環白山保護利用管理協会

加 賀 禅 定 道 S６１～６２ L＝１８．２km W＝１．０m 県単 〃

園 地 瓢 箪 谷 上 S６３
園地整備
展望台 １棟 A＝１２７m２

歩道 W＝１．２m L＝９１０m
国補 〃

便 所 中 飯 場 H８
鉄筋平屋 ２６．６７m２

浄化槽土壌浸透
１１２人槽BOD２０ppm

〃 委託
（一財）白山市地域振興公社

（２）能登半島国定公園

地区及び施設名 整備年度 構造及び規模等 性質別 管 理 者

能

登

千

里

浜

地

区

休 憩 所 S５１ RC造平屋 ２４．００m２ 国補 指定管理
（一財）休暇村協会

公 衆 便 所

S４９ 〃 ３６．００m２ 〃 〃

S５０ 〃 〃 〃 〃

H４ 木造平屋 ４２．００m２ 〃 〃

炊 事 棟

S４９ RC造平屋 ４７．８４m２ 〃 〃

S５０ 〃 〃 〃 〃

H３ 木造平屋 ３３．３０m２ 〃 〃
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地区及び施設名 整備年度 構造及び規模等 性質別 管 理 者

能

登

千

里

浜

地

区

管 理 棟
S４９ RC造平屋 ７９．３８m２ 国補 指定管理

（一財）休暇村協会

シャワー室、倉庫 S５４ RC造平屋 ６３．６０m２ 〃 〃

車 道

S４７ AS舗装 L＝９６０m
W＝８．０m 〃 〃

S４８ 〃 L＝１２０m
W＝８．０m 〃 〃

S４９ 〃 L＝３２５m
W＝４．５m 〃 〃

H２～４ 〃 L＝４４０m
W＝３．５m 〃 〃

駐 車 場
S４７～４８ 〃 A＝６，５１６．６m２ 〃 〃

S４９～５０ 〃 A＝９５７．９m２ 〃 〃

園 地

S４８ 園地整備 A＝１，９７０m２ 〃 〃

S４９ 広場 A＝１，６１７．２m２ 〃 〃

S５０ 園地整備 A＝２，７５７．１m２ 〃 〃

〃 広場 A＝５，２３０．１m２ 〃 〃

S５１ 園地整備 A＝５，８４２．３m２ 〃 〃

S５２ 〃 A＝１，２７６m２ 〃 〃

野 営 場
S４９～５０ テントサイト A＝４，１６５m２ 〃 〃

オートキャンプ場 H２～４ 〃 ２１サイト
A＝３，０００m２ 〃 〃

排 水 施 設 S５２ 浄化槽（合併） BOD２０
ppm１４５t／日 〃 〃

木

ノ

浦

地

区

公 衆 便 所

S４８ RC造平屋 ４２．００m２ 〃 指定管理
珠 洲 市

H４ 〃 ４６．９２m２ 〃 〃

オートキャンプ場 H６ 〃 ４２．５８m２ 〃 〃

炊 事 棟

S４８ 木造 ４７．８４m２ 〃 〃

〃 〃 〃 〃 〃

オートキャンプ場 H６ 木造平屋 ４２．２１m２ 〃 〃

管 理 棟 S４８ RC造２階 ２４１．０５m２ 県単 〃

車 道
〃 砕石舗装 L＝１８０m

W＝５．０m 国補 〃

オートキャンプ場 H５～７ AS舗装 L＝２５０m
W＝５．５m 〃 〃

駐 車 場

S４４・４８ 〃 A＝２７４．４m２ 〃 〃

S４３ 〃 A＝６１０m２ 県単 〃

S４９ 〃 A＝３，８９２．２m２ 国補 〃

H５～７ CO舗装 A＝２００m２ 〃 〃

園 地

S４３ 広場 A＝２９０m２ 県単 〃

S４５ 〃 A＝２，３５０m２ 国補 〃

S４６～４８ 〃 A＝２，０３８m２ 〃 〃
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地区及び施設名 整備年度 構造及び規模等 性質別 管 理 者

木
ノ
浦
地
区

園 地 S５０ 広場 A＝１２，７０４m２ 国補 指定管理
珠 洲 市

野 営 場

S４８ テントサイト A＝６，４０５m２ 〃 〃

オートキャンプ場 H５～７ 〃 ２０サイト
A＝８００m２ 〃 〃

桟 橋 S４６ 護岸、防潮堤一式 L＝５０m
L＝１２０m 〃 〃

見
付
地
区

車 道 S５５ AS舗装 W＝６．０m 〃 委託
珠 洲 市

駐 車 場 S５４ 〃 A＝２，６７６m２ 〃 〃

園 地 S５５～５７ 園地整備 A＝１２，４６５m２ 〃 〃

九

十

九

湾

地

区

博物展示施設
のと海洋ふれあいセンター H４～５ 木造２階１部地下 ９９７．２２m２ 県単 指定管理

（一財）石川県県民ふれあい公社

海 の 自 然 体 験 館 H１６ 木造一部RC造 A＝４２０．５５m２ 国補 〃

野 営 場

S６２ テントサイト A＝３，１６０m２ 〃 委託
能 登 町

管 理 棟 S６１ 木造平屋 ４４．７１m２ 〃 〃

公 衆 便 所 〃 〃 ３１．３９m２ 〃 〃

炊 事 所 〃 〃 ３９．７４m２ 〃 〃

歩 道

探 勝 歩 道 S６２ 飛石、桟橋 L＝６３５m
W＝０．７m～１．５m 〃 〃

磯 の 観 察 路 H５・９ L＝２３０m 〃 指定管理
（一財）石川県県民ふれあい公社

H１３～１４ 飛石 L＝３５０m 〃 〃

〃 床版 W＝０．８５～１．１２m 〃 〃

〃 ボードウォーク L＝２０９m 〃 〃

園 地

H５・９ 芝生広場 A＝１４，２５０m２ 〃 委託
能 登 町

屋外タッチフィールド
H１４ 広場 A＝１，０１５m２ 〃 指定管理

（一財）石川県県民ふれあい公社

〃 四阿 ２３．０４m２ 〃 〃

藻塩体験コーナー

H１４ 広場 A＝１，１５４m２ 〃 〃

〃 四阿 ７．０m２ 〃 〃

〃 パーゴラ ３２．０m２ 〃 〃

駐 車 場 S６１・６２ A＝２，３７０m２ 〃 委託
能 登 町

車 道 S４６～４７ AS舗装 L＝３８１m
W＝６．５m 〃 〃

西

保

地

区

野 営 場

H８ フリーサイト A＝１，５００m２ 〃 指定管理
（株）上田組

オートキャンプ場 〃 ２０サイト A＝１，８８６m２ 〃 〃

管 理 棟 〃 木造平屋 １７３m２ 〃 〃

炊 事 棟 〃 〃 ３９．７７m２ 〃 〃

車 道 〃 AS舗装 L＝４２０m
W＝３．０m 〃 〃

歩 道 〃 ２ヵ所 計 L＝５７７mW＝１．０m 〃 〃

園 地 〃 広場４ヵ所 A＝１２，２４０m２ 〃 〃
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地区及び施設名 整備年度 構造及び規模等 性質別 管 理 者
西
保
地
区

排 水 施 設 H８ 浄化槽７０人槽 BOD２０ppm 国補 指定管理
（株）上田組

そ

の

他

休 憩 所

猿 山 S４９ 木造平屋 ５．２８m２ 〃 委託
輪 島 市

〃 〃 〃 〃 〃 〃

巌 門 H１１ 〃 １２．９６m２ 〃 委託
志 賀 町

公 衆 便 所

川 浦 H７ 〃 ２４．９６m２ 〃 委託
珠 洲 市

巌 門 〃 RC造平屋 ４１．７６m２ 県単 委託
志 賀 町

鞍 崎 S５４ 〃 〃 〃 委託
珠 洲 市

歩 道

猿 山 ～ 深 見 S４９ 砕石舗装 L＝０．７８１km
W＝１．３m 〃 委託

輪 島 市

皆 月 ～ 上 大 沢 S４５～４６ 一部 L＝２．７１５km
砕石舗装 W＝０．９、１．５m 国補 〃

〃 〃 〃 L＝５．００１km
W＝１．２、３．０m 県単 〃

高 屋 ～ 狼 煙 S４４・４７ 一部 L＝８．５１３km
砕石舗装 W＝１．２、１．８m 国補 委託

珠 洲 市

園 地

狼 煙 S４４・５３ 園地整備 A＝５，７３０m２ 〃 〃

恋 路 S４４ 広場 A＝９５２m２ 県単 委託
能 登 町

巌 門 S５４ 園地整備 A＝３，９５０m２ 国補 委託
志 賀 町

（３）越前加賀海岸国定公園

地区及び施設名 整備年度 構造及び規模等 性質別 管 理 者
塩
屋
地
区

便 所 H３ RC造平屋 ３２．９６m２ 国補 委託
加 賀 市

駐 車 場 S４４・５３ AS舗装 A＝８，１１４．２m２ 〃 〃

片
野
地
区

休 憩 所 H１２ 木造平屋 A＝１９．８７m２ 〃 〃

公 衆 便 所 H９ RC造平屋 A＝２７．５m２ 〃 〃

駐 車 場 S５４ AS舗装 A＝１，４８２．９m２ 〃 〃
長
者
屋
敷
跡
地
区

休 憩 所 H１２ 木造平屋 A＝１６．５６m２ 〃 〃

園 地 〃 園地整備 A＝３３，６５０m２ 〃 〃

加
佐
ノ
岬
地
区

車 道 S４７ AS舗装 L＝５４５m
W＝６．５m 〃 〃

駐 車 場 〃 〃 A＝２，３９２m２ 〃 〃

園 地 S４６ 園地整備 A＝１３９．５m２

園路L＝６．５m 〃 〃
鹿
島
の
森
地
区

園 地 S４４ 園地整備 A＝８７７．２m２

園路L＝５２９m 〃 〃

駐 車 場 H７ ILB舗装 A＝５８５．６m２ 県単 〃

そ
の
他

歩 道 加 佐 ノ 岬 ～ 片 野 S４８ 砕石舗装 L＝４．６km
W＝１．０～４．５m 国補 〃

車 道 片 野 ～ 塩 屋 S４９～５２ AS舗装 L＝４．５km
W＝２．０～２．５m 〃 〃
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（４）県立自然公園

地区及び施設名 整備年度 構造及び規模等 性質別 管 理 者

白
山
一
里
野

駐 車 場 S５２～５３ AS舗装 A＝７，６００m２ 国補 委託
白 山 市

園 地
S５１ 芝生広場 A＝２３，５００m２ 〃 〃

ブ ナ オ 山 園 地 S５６ A＝３，８６３m２ 県単 県

歩 道 〃 歩道 S５７ L＝１２４m 〃 〃

観 察 舎 〃 観察舎 S５６ 木造２階 ２２５．８７m２ 〃 〃

公 衆 便 所 〃 公衆便所 〃 木造平屋 ２０．０m２ 〃 〃

獅
子
吼
・
手
取

博物展示施設 ビジターセンター H元 獅子吼レスト
ハウス A＝１９０m２ 〃 委託

白 山 市

野 営 場
テ ン ト サ イ ト S６３ A＝４，０００m２ 国補 〃

炊 事 棟 〃 木造平屋 A＝３８．８８m２ 〃 〃

歩 道 自 然 研 究 路 S６２ L＝８８５m 〃 〃

休 憩 所 北 沢 〃 木造平屋 A＝４９．００m２ 〃 〃

駐 車 場 〃 〃 A＝１，０００m２ 〃 〃

園 地
〃 〃 芝生広場 A＝３，０９０m２ 〃 〃

南 沢 〃 園地整備 A＝１，４００m２ 〃 〃

公 衆 便 所
北 沢 便 所 S６１ 木造平屋 A＝２６．００m２ 〃 〃

南 沢 便 所 S６０ 木造平屋 A＝１５．１２m２ 〃 〃

医
王
山

ビジターセンター 医王山ビジターセンター H１１ RC一部
木造平屋 A＝１８４．３２m２ 〃 県

休憩所・便所 大 池 平 H１０～１１ 木造平屋 A＝２３．０４m２ 〃 〃

休憩所・便所 西 尾 平 H１２～１３ 木造平屋 A＝３４．１７m２ 県単 〃

休 憩 所 覗 H１２ 木造平屋 A＝２３．００m２ 〃 〃

（５）その他（健民自然園）

地区及び施設名 整備年度 構造及び規模等 性質別 管 理 者

夕
日
寺

管 理 棟 ふれあいセンター S６３ 木造平屋 A＝１１５．２０m２ 県単 指定管理
（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議

公 衆 便 所 芝 生 広 場 S６０ 〃 A＝２２．６８m２ 〃 〃

ビジターセンター 里 山 ふ る さ と 館 H１７．１８ 木造一部二階建A＝１６２．２７m２ 電源
交付金 〃

公 衆 便 所 里山ふるさと館続き便所 H１８ 木造平屋 A＝５７．０１m２ 〃 〃

作 業 所 体 験 工 房 H１９ 木造平屋 A＝１３６．６４m２ 〃 〃
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●RDF（ごみ固形燃料）
Refuse Derived Fuelの略で、廃棄物の中から選別した可燃物を、粉砕、粒度調整、成形固化などの加工により

製造した固形燃料をいう。

●IPCC（気候変動に関する政府間パネル）
Intergovernmental Panel on Climate Changeの略で、世界有数の科学者が参加し、気候変動に関する最新の科学

的知見をとりまとめて評価し、各国政府にアドバイスとカウンセリングを提供することを目的とした政府間機構である。

●ISO１４００１
国際標準化機構（International Organization for Standardization : ISO）が制定している、環境マネジメントに関

する国際規格であり、企業活動が環境に与える負荷を、生産から販売、リサイクル、廃棄にいたる各段階で目標を
持って継続的に低減していく仕組みを定めたもの。主な特徴として、PDCAサイクル（Plan→DO→Check→Act）
による継続的改善を取り入れている点と、環境目的・目標、環境パフォーマンスのレベルなどの具体的内容は組織
が自ら定める点などがある。

●ISO９００１
国際標準化機構（ISO）が制定している、品質管理に関する国際規格であり、事業者等が顧客や社会などが求め

ている品質を備えた製品やサービスを提供するための仕組みについて定めたもの。

●アイドリングストップ
信号待ち、荷物の上げ下ろし、短時間の買い物などの駐停車の時に、自動車のエンジンを停止させること。そう

した行動を推奨する運動をさす概念としても用いられる。エネルギー使用の低減、大気汚染物質や温室効果ガスの
排出抑制に効果がある。エコドライブ運動の主要な項目になっている。

●アスベスト
石綿ともいわれ、天然に存在する繊維状の鉱物である。主成分は、珪酸マグネシウム塩。アスベストは軟らかく、

耐熱・耐摩耗性にすぐれているため、建築材料（断熱材、耐火被覆材、屋根材等）、自動車のブレーキパッドなど
広く利用されていた。しかし、肺に突き刺さったりすると肺がんの原因になることが明らかになり、WHO（世界
保健機関）ではアスベストを発がん物質と断定。

●アルミスラッジ
アルミサッシなどアルミ製品の表面処理（アルマイト）工程で発生する汚泥。

●EPR
Extended Producer Responsibility（拡大生産者責任）の略。生産者が、その生産した製品が使用され、廃棄さ

れた後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について物理的又は財政的に一定の責任を負うという考え
方。具体的には、製品設計の工夫、製品の材質・成分表示、一定製品について廃棄等の後に生産者が引取りやリサ
イクルとを実施すること等が含まれる。（OECDでは２０００年に加盟国政府に対するガイダンス・マニュアルを策定
している。）

●硫黄酸化物（SOx）
硫黄分を含んだ石油や石炭などの燃料が燃焼して生じる汚染物質である。一般的に燃焼過程で発生するのは大部

分が二酸化硫黄（SO２：亜硫酸ガス）であり、無水硫酸（SO３）が若干混じる。環境基準は、二酸化硫黄について
定められている。
硫黄酸化物は、人の呼吸器に影響を与えたり、植物を枯らしたりする。

●石川県環境審議会
ふるさと環境条例に基づいて設置された、環境の保全に関する基本的事項を調査審議し、また、環境総合計画の

実施状況及びその評価に関して意見を述べるための組織のこと。

●（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議
環境への負荷の少ない循環を基調とした持続可能な社会、自然と人とが共生する社会を構築していくためには、

県民、事業者及び行政のそれぞれが果たすべき役割と責任を認識し、互いに共同して行動することが強く求められ
ていることから、ネットワークを結びながら環境保全活動を展開するため、平成１３年４月に設立し、その活動拠点
として、「県民エコステーション」を設置。

●石川県地球温暖化防止活動推進センター
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地球温暖化の現状や対策の重要性等について、広報活動や活動支

援を行う。石川県では、（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議を平成１４年７月にセンターに指定。

１３ 環境用語の解説
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●石川県廃棄物適正処理指導要綱
廃棄物の適正な処理を推進し、生活環境の保全及び県民の健康の保護を図るために、廃棄物の処理に関する法令

に定めるもののほか、事業者と県、市町村の責務と協力など、廃棄物の処理に関する必要な事項を定めたもの。平
成５年１１月に策定された。

●いしかわ自然学校
「自然と人との共生するいしかわ」（石川県新長期構想）の実現と「いしかわ子どもすくすくプラン」における

自然体験を推進する中核的な事業として、平成１３年度に開校。自然に学び、感動し、自然を大切に思い行動する人
の育成を目的に、海から白山まで県内各地のさまざまな自然を活用した、楽しく多彩な自然体験プログラムの提供
と指導者の養成を行っている。県関係部局間だけでなく、市町村や民間団体・事業者等とも連携するパートナーシ
ップ型の実施・運営体制が特徴。

●いしかわ版環境ISO
すべての県民が日常生活のいずれかの機会に環境ISOに触れることを目的に作成された環境保全活動の指針のこ

と。「いしかわ学校版環境ISO」（平成１３年度策定）、「いしかわ地域版環境ISO」、「いしかわ家庭版環境ISO」（とも
に平成１５年度策定）、「いしかわ事業者版環境ISO」（平成１９年度策定）、「いしかわ工場・施設版環境ISO」（令和２
年度策定）がある。各指針は、学識経験者や学校関係者、女性団体関係者などからなる策定委員会で検討され、モ
デル学校やモデル家庭等での活動内容を盛り込んで策定された。

●いしかわレッドデータブック
正式な書名を「石川県の絶滅のおそれのある野生生物（植物編・動物編）」といい、県内を対象とした地域版の

レッドデータブックである。レッドデータブックとは、絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、その
現状を記したものであり、環境省をはじめ様々な機関や自治体が発行している。掲載種の採取等を禁止するといっ
た法的な規制を伴うものではないが、環境影響評価における希少種の評価や保全対策を講ずる際の資料として活用
される。

●一般廃棄物
廃棄物処理法の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが一般廃棄物と定義されている。一般家庭から

排出されるいわゆる家庭ごみ（生活系廃棄物）のほか、事業所などから排出される産業廃棄物以外の不要物も事業
系一般廃棄物として含まれる。また、し尿や家庭雑排水などの液状廃棄物も含まれる。一般廃棄物の処理は、市町
村が処理計画を定めて実施する。

●インタープリター
「通訳」を意味する言葉。自然学校などの活動で使う場合は、「単に事実や情報を伝えるのではなく、直接体験

をとおして、自然や文化などの事物・事象の背後にある意味や相互の関係を解き明かし伝える人」のこと。自然解
説者や自然案内人などと訳されることもある。

●栄養塩類
生物の生存に不可欠な塩類（硝酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩など）。窒素及びリンの無機塩類は、自然

水域で植物プランクトンの生育を支配する重要な要因で、閉鎖性水域での富栄養化現象は、主にこれら無機塩類の
供給過剰により引き起こされる。

●エコアクション２１
中小事業者等においても容易に環境配慮の取組を進めることができるよう、環境省が策定した、環境マネジメン

トシステム、環境パフォーマンス評価及び環境報告を一つに統合した環境配慮のツール。

●エコクッキング
調理という日常活動を通じて環境保全を実践しようという運動のこと。具体的には、食材を有効利用して生ごみ

を減らす、調理方法を工夫して省エネを図ったり排水をきれいにする、地場の食材を活用して地産地消を図る、と
いった調理法を普及すること。石川県が発祥地で、全国に広がっている。

●エコツーリズム
自然環境の保全と自然や文化を活かした地域振興を両立させ、環境教育にも資する観光・旅行形態のこと。この

うち、農林漁業などの産業に対する理解促進と地域住民との交流を主目的にしたものをグリーンツーリズムという
こともある。一般には１９９２年にIUCN（国際自然保護連盟）が「第３回世界国立公園会議」で議題としてとりあげ
たのが始まりとされている。

●エコドライブ
省エネルギー、二酸化炭素や大気汚染物質の排出削減のための自動車運転技術をさす。関係するさまざまな機関

がドライバーに呼びかけている。主な内容は、アイドリングストップを励行し、経済速度の遵守、急発進や急加速、
急ブレーキを控えること、適正なタイヤ空気圧の点検などがあげられる。
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●エコ農業
一般には、可能な限り環境に負荷を与えない環境保全型の農業、農法のこと。石川県では、堆肥等による土づく

り、減化学肥料及び減化学農薬の３つの技術を一体的に導入しようとする農業者に対して、県が「エコ農業者」と
して認定する制度を実施している。また、エコ農業者が生産したエコ農産物について、生産者の努力を的確に消費
者に伝えるため、「エコ農産物表示制度」を実施している。

●エコ農業者
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、堆肥等による土づくり、減化学肥料及び減

化学農薬の３つの技術を一体的に導入しようとする農業者。石川県では「エコ農業者」認定制度を実施している。

●エコマーク
環境への負荷が少なく、あるいは環境の改善に役立つ環境にやさしい環境配慮型製品を示すマーク。メーカーや

流通業者の申請を受けて、（財）日本環境協会が審査し、認定された商品にはマークをつけることが許される。消
費者が環境的によりよい商品を選択するときの基準となるように１９９０年２月にスタートした。

●エコ・リサイクル認定製品
リサイクル製品であることを認定された製品のこと。リサイクル製品の利用拡大とリサイクル産業の育成を目的

として、リサイクル製品の認定制度が多くの自治体などで展開されている。石川県では、県内で製造されたリサイ
クル製品のうち、一定の基準を満たすものを「石川県エコ・リサイクル認定製品」に認定し、積極的に利用とPR
に努めている。

●エコロジーキャンプ
一般的には、環境教育を目的としたキャンプや環境に負荷をかけないような宿泊を伴う野外活動の意味で使われ

るが、「いしかわ自然学校」では、民間団体等が実施するテーマを絞った宿泊型の自然体験プログラムの総称とし
て使っており、必ずしもテントで野営するとは限らない。

●エシカル消費
消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しなが

ら消費活動を行うこと。

●NPO
環境保全活動をはじめとする非営利の公益活動を行うことを目的とする団体のこと。NPOとは、英語のNon-Profit

Organizationの頭文字をとった略語で、日本語に訳すと「非営利組織」となる。国や県をはじめとする自治体も同
じ非営利の組織であるので、通常、これらと区分するために、NPOは「民間非営利組織」とよばれている。特定
非営利活動促進法に基づき、法人格を取得することができる。

●LCA
Life Cycle Assessment（ライフサイクル・アセスメント）の略、原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至

るまでの製品の一生涯（ライフサイクル）で、環境に与える影響を分析し、総合評価する手法。製品の環境分析を
定量的・総合的に行う点に特徴がある。

●Lden（時間帯補正等価騒音レベル）
個々の航空機騒音の単発騒音曝露レベルに昼・夕・夜の時間帯補正を加えてエネルギー加算し、１日の時間平均

を取ってレベル表現したもの。わが国の航空機騒音に係る環境基準の評価指標はWECPNLを採用していたが、近
年の騒音測定機器の技術的進歩及び国際的動向に即して、平成２５年４月より新たな評価指標として採用された。

●SS（浮遊物質量）
Suspended Solidの略で、粒径２mm以下の水に溶けない懸濁物のことである。水質汚染の原因となるだけでなく、

河川に汚泥床を形成したり、有機物質である場合は腐敗して水中の溶存酸素を消費する。また、魚類のエラに付着
してへい死させたり、光の透過を妨害して植物の光合成に障害を与える。

●汚水処理人口普及率
汚水処理施設（下水道、集落排水施設等、浄化槽、コミュニティプラント）が整備されている地域に居住する人

口の総人口に対する割合をいう。

●オゾン層
地上から１０～５０kmの上空（成層圏）で大気中のオゾンの９０％が集まっているオゾン濃度の高い大気層のこと。

酸素が、成層圏において強い紫外線による光化学反応を起こし、酸素原子３個のオゾンとなることで形成される。
オゾン層では波長域２８０～３１５nmの生物に有害な紫外線（UV-B）を吸収している。

●汚濁負荷量
河川水を汚濁する物質の総量をいい、主としてBOD、COD、SSの汚濁負荷量＝水質（濃度）×水量／日で計算

される。水質汚濁は水質と水量に密接な関係があり、汚濁防止のためにはどれだけの汚濁物質が入っているかとい
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う汚濁負荷量を正確に把握する必要がある。
例えば、BOD１，０００mg／ℓの排水を１，０００m３／日排出する場合BODの汚濁負荷量は、１，０００mg／ℓ×１，０００m３／

日＝１，０００kg／日である。

●汚泥
洗浄施設や総合廃水処理施設に入った排水に、凝集剤、活性汚泥等を添加して沈殿させたもの、また製造過程に

おいて不要となった泥状のものをいう。

●温室効果ガス
太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きを持つ気体のこと（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フ

ロン類、六ふっ化硫黄、三フッ化窒素）。

●カーボンニュートラル
温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。

●開発事業
特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築をいう。環境影響評価法で

は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある開発事業を第一種事業、それに準ずるものを第
二種事業としている。

●外来種
国外または国内の他地域から、生物が本来有する移動能力を超えて、人為により意図的または非意図的に導入さ

れた生物種のこと。このうち、導入された地域の生態系、人の生命・身体、農林水産業等に著しい被害を及ぼす種
を「侵略的外来種」ともいう。

●化学物質
化学物質は種類が非常に多く、現在使われているものは世界全体で約１０万種、日本で数万種あるといわれている。

その他、化学物質の中には、目的に応じて製造されるものや天然物のほか、ダイオキシン類のように「非意図的」
に生成されてしまう化学物質もある。

●拡大造林
天然林を伐採した跡地や原野などに人工造林を行うこと。

●合併処理
生活排水のうち、し尿（トイレの汚水）と生活雑排水（台所や風呂、洗濯などからの排水）を併せて処理するこ

と。合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽と比べて処理能力が高く、BODの除去率は９０％以上、処理水のBODは２０
mg／ℓ以下と下水道の終末処理場と同等の水質に処理できるまでに改善がなされてきた。

●合併処理浄化槽
し尿と生活雑排水（台所、風呂、洗濯等に使用した水）を戸別にまとめて処理する浄化槽。従来のし尿のみを処

理する単独浄化槽に比べて処理能力が高く、BODの除去率は９０％以上、処理水のBODは２０mg／ℓ以下と下水道の
終末処理場と同等の水質に処理できる。

●家電リサイクル法
家庭や事務所で不要となったテレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫の家電４品目について、

家電メーカーには回収とリサイクルを、消費者にはその費用負担を義務づけた法律で、平成１３年４月から施行され
ている。１９９８年５月に制定された。消費者は、家電４品目を廃棄するときに処理費用を負担する。

●環境影響評価
道路やダム事業など、環境に著しい影響を及ぼすおそれがある行為について、地域住民等の関係者の意見を取り

入れながら、事前に環境への影響を十分調査、予測、評価して、その結果を公表することで、環境配慮を行う手続
き。

●環境カウンセラー
環境保全活動に取り組む市民や事業者などに対して、助言などの支援ができる人材を登録する環境省の制度のこ

と。市民や市民団体などからの環境問題、環境保全活動などに関する相談を受けたり、環境学習講座の講師を努め
る「市民部門」と、事業者からの環境保全の具体的な対策、環境活動評価プログラムなどに関して相談・助言をす
る「事業者部門」という２つの部門がある。

●環境基準
環境基本法第１６条に基づいて、政府が定める環境保全上の目標で、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準のこと。大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音などについて定められており、地域
や水域の指定は都道府県知事が行う。また、これらの基準は、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がな
されなければならないと規定されている。
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●環境基本計画
環境基本法第１５条に基づき、政府全体の環境保全施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、総合的かつ長期的

な施策の大網等を定める計画。平成６年に第一次計画、平成１２年に第二次計画、平成１８年に第三次計画、平成２４年
に第四次計画、平成３０年に第五次計画が閣議決定された。

●環境教育
持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及

び文化とのつながりその他環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習の
こと。

●環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
持続可能な社会の構築のために、国民、民間団体等が行う環境教育等の自発的な取組を促進することを目的に、

平成２３年６月に改正し、法律名称を変更（旧名称：環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法
律（平成１５年制定））したほか、環境教育の定義における持続可能な開発のための教育（ESD）の考え方の明文化、
多様な主体の協働取組を推進するための具体的規定の創設等が行われた。

●環境大気測定局
大気汚染防止法では「都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない」とされている。この

ため、住宅地などの一般的な生活空間における大気汚染の状況を把握するために設置した測定局のことであり、二
酸化硫黄や二酸化窒素など大気の汚染に係る環境基準が定められている項目を常時観測している。

●環境配慮活動（行動）
事業活動や日常生活に伴う環境への負荷を意識的に削減することを目的とした取組のこと。例えば、製造業にお

いては省エネ・省資源や廃棄物の削減、化学物質の安全管理などが多くの企業で取り組まれており、金融業界にお
いてもエコファンドなどの環境配慮型金融商品が出現し始めている。また、ISO１４００１やエコアクション２１などの
環境マネジメントシステムの導入や環境報告書や環境会計への取組も、広い意味で、企業の環境配慮活動といえる。

●環境ビジネス
環境への負荷の低減に役立つ商品やサービスを提供する、あるいは社会経済活動を環境保全型へ変革する上で役

立つ技術、システムを提供するなどのビジネスのこと。エコビジネスとも呼ばれる。環境ビジネスは、①環境負荷
を低減させる装置、②環境への負荷の少ない製品、③環境保全に資するサービスの提供、④社会基盤の整備の４つ
に分類される。

●環境報告書
企業などが、環境に配慮して取り組んだ活動内容とその成果を環境業績としてまとめたもの。近年、利害関係者

との環境コミュニケーションを積極的に図ることを目的に、ISO１４００１を取得した企業を中心に普及しはじめてい
る。環境報告書の作成・公表は、企業の社会的責任（CSR）であるという考え方も強くなってきている。

●環境保全型農業
一般的には、可能な限り環境に負荷を与えない農業、農法のこと。オーガニック食品、有機農産物など食物の安

全性に対する消費者の要望も年々強くなっており、一方、農家の間でもエコ農業、特別栽培、有機栽培など環境に
やさしい農業に取り組む農家が増えてきている。

●環境ホルモン
正式には「内分泌かく乱化学物質」という。その定義については、国際的に科学的な議論が続けられてきている

が、わが国では「動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影
響を与える外因性の物質」とし、国が、EXTEND２０１０を制定し、これにより研究や調査等が進められている。シー
ア・コルボーンらによる「奪われし未来」をきっかけに世界的な関心を集めた。

●環境マネジメントシステム
組織が法令等の規制基準を遵守するだけでなく、自主的、積極的に環境保全のための取組を計画・実行・評価す

ること。具体的には、（１）環境保全に関する方針、目標、計画等を定め、（２）これを実行、記録し、（３）その実行
状況を点検して、（４）方針等を見直すという一連の手続きを環境マネジメントシステム（環境管理システム）と呼
ぶ。

●希少野生動植物
ふるさと環境条例では、県内に生息又は生育する絶滅のおそれのある動植物のうち、種の存続に支障を及ぼすほ

ど個体数が著しく少ない種や減少しつつある種、生息・生育地の消滅や環境悪化などの危機に瀕している種を保護
するため、知事が「希少野生動植物」に指定し、捕獲・採取などを規制することができる。なお、「種の保存法」に
おいても、同様の指定制度がある。

●GABA（γ-アミノ酪酸）
抑制的にはたらく神経伝達物質のひとつ。アミノ酸の一種で、生体内ではグルタミン酸から合成される。血圧を



資
料
編

－ 239 －

下げるなど、精神安定に効果があるとされる。

●協働
県民、NPO、事業者、行政等が補完・協力し合って一つの目的を達成すること。パートナーシップ。

●京都議定書
１９９７年１２月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締結国議会（COP３）において採択されたもので、先進
各国の温室効果ガスの排出量の数値目標が決定されるとともに、排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズム
などの新しい仕組み（京都メカニズム）が合意された。２００４年１１月にロシア政府が批准したことから、議定書は２００５
年２月１６日に発効した。

●京都議定書目標達成計画
日本における、京都議定書の１９９０年レベルからの６％削減約束を達成するために必要な措置を定めるものとし

て、また、地球温暖化対策推進大綱等地球温暖化対策の基本方針を引き継ぐものとして、地球温暖化対策法にもと
づき策定された計画のこと。京都議定書の発効を受け、平成１７年４月２８日に策定（閣議決定）された。

●気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
Intergovernmental Panel on Climate Change。１９８８年（昭和６３年）に、UNEPとWMOにより設立。世界の政策

決定者に対し、正確でバランスの取れた科学的知見を提供し、気候変動枠組条約の活動を支援する。５～７年ごと
に地球温暖化について網羅的に評価した評価報告書を発表するとともに、適宜、特別報告書や技術報告書、方法論
報告書を発表している。

●気候変動の影響への適応計画
政府全体として気候変動の影響への適応策を計画的かつ総合的に進めるため、目指すべき社会の姿等の基本的な

方針と、基本的な進め方、分野別施策の基本的方向、基盤的施策及び国際的施策を定めた計画。

●空間線量
空間における放射線の量（線量）であり、一般に大気、大地からのガンマ線、宇宙線等が含まれる。
なお、単位時間当たりの線量を線量率といい、nGy／h（ナノグレイパーアワー）等の単位で表す。

●グリーン・ツーリズム
都市住民が農山漁村において自然・文化・人々の交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。グリーン・ツーリズム

を推進することによって、農山漁村が有する自然と人との共生のための機能が充実されるようになると考えられ
る。

●グリーンイベント
イベントの開催に当たって、環境に配慮した取り組みを実践するため、廃棄物の分別や使い捨て食器を使わない

ことによる廃棄物減量化・リサイクル等を実施しながら開催するイベントのこと。石川県では平成１３年度に具体的
な基準を明確化した「グリーンイベント開催の手引き」を作成し、県主催のイベントだけでなく、共催イベントや
市町へも配布し、広い範囲で啓発している。

●グリーン購入
商品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ小さいも

のを優先的に購入すること。

●グリーン購入いしかわネットワーク
グリーン購入は、平成１３年４月に「グリーン購入法」が施行されるなど、循環型社会形成やゼロエミッション推

進の重要な方策となっている。こうしたなか、グリーン購入の輪をさらに広げるため、民間団体、NPO、企業、
自治体がネットワークを構築し、交流できる場を提供するため、平成１４年１０月に、（社）いしかわ環境パートナー
シップ県民会議内に「グリーン購入いしかわネットワーク」を設立。

●グリーン購入調達方針
環境への負荷の少ない持続可能な社会の構築に寄与するために、国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律の規定を踏まえ、グリーン購入の一層の推進を図るため、グリーン購入物品を調達する際の判断基準や配慮事
項を示した基本的な調達方針。地方公共団体では、毎年度、環境物品等の調達の推進を図るための方針を策定する
ことになっている。

●グリーン製品
製品やサービスを購入する際に、できる限り環境への負荷が少ないものを優先的に購入することは、グリーン購

入とよばれている。グリーン購入に関し、環境への負荷の少ない環境配慮型製品が一般にグリーン製品とよばれて
いる。一般家庭では、再生材料を使用したプラスチック製品や、トイレットペーパーなどの衛生用紙、ノートなど
のグリーン製品が利用されている。
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●グリーンマーク
グリーンマークは、古紙の回収・利用の促進を図るため、古紙を原料に利用した製品であることを識別できる目

印として（財）古紙再生促進センターが１９８１年に制定したマーク。

●Gy（グレイ）
物質が放射線からどれだけのエネルギーを吸収したか（吸収線量）を表す国際単位。
物質１kg当たり１ジュール（J）のエネルギーの放射線を吸収するとき１Gyとする。
１グレイの１００万分の１が１マイクログレイ（µGy）。

●珪藻土
珪藻の殻でできた、明色の柔らかく砕けやすい多孔質の珪酸質堆積物で、断熱レンガや七輪コンロなどの原材料

として使われる。

●建設副産物
建設工事に伴い副次的に得られる物品を総称して建設副産物という。大きく建設発生土と建設廃棄物（アスファ

ルトコンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木材、建設混合廃棄物など）に分類される。このうち、アスファ
ルトコンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木材は、建設リサイクル法により分別解体と再資源化が義務づけ
られている。

●建設リサイクル法
資源の有効利用や廃棄物の適正処理を推進するため、建設廃棄物（建設工事で出る廃棄物）の分別・リサイクル

などを定めた法律のこと。正式には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で、２０００年に制定された。
同法は、一定規模以上の建築物の解体・新築工事を請け負う事業者に、対象となる建設資材（コンクリート、アス
ファルト、木材）の分別・リサイクルを義務づけている。

●県民エコステーション
（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議の項を参照。

●減量化処理
排出された廃棄物を中間処理やリサイクルすることにより、最終処分する廃棄物量を低減することをいう。中間

処理である破砕・圧縮により容積を小さくすることも減量化というが、正確には減容化である。

●広域越境大気汚染
数百、数千kmも離れた発生源から気流に乗って大気汚染物質が運ばれてくる。このうち、国境を越えて飛来す

るものを越境大気汚染という。わが国における酸性雨対策調査の結果から、日本海側で、冬季に硫酸イオン、硝酸
イオンの沈着量が増加する傾向が認められ、大陸からの影響が示唆されている。

●公害
公害とは、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、

騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る障害が生じること」をいう。この「生活
環境」には、人の生活に密接な関係のある財産、動植物とその生育環境が含まれる。

●公害防止協定
公害防止のひとつの手段として地方公共団体又は住民と企業とその間で締結される協定をいう。これらの協定

は、法令の規制基準を補完し、地域に応じた公害防止の目標値の設定、具体的な公害対策の明示などを内容とし、
法律及び条例による規制とは別個に締結されることが多い。

●光化学オキシダント
大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こして発生する二次的汚染物質で、オゾ

ン、PAN（Peroxy-acetyl-nitrate）等の酸化性物質の総称である。この光化学オキシダントは日差しの強い夏季に
多く発生し、目をチカチカさせたり、胸苦しくさせたりすることがある。近年、光化学オキシダントの濃度レベル
が上昇しており、越境大気汚染の影響が懸念されている。

●公共用水域
水質汚濁防止法で「公共用水域とは、河川、湖沼、港湾、沿岸地域その他公共の用に供される水域及びこれに接

続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路をいう。ただし、下水道法で定めている公共下
水道及び流域下水道であって、終末処理場を有しているもの、またこの流域下水道に接続している公共下水道は除
く。」と定義している。

●黄砂
大陸の乾燥地帯（タクラマカン砂漠、ゴビ砂漠、黄土高原）などから、土壌・鉱物粒子が風によって数千メート

ルの高度にまで巻き上げられ、上空の偏西風に乗って日本に飛来し、大気中に浮遊あるいは降下する現象のこと。
近年、その頻度と被害が甚大化しており、森林減少、砂漠化等の環境問題として認識が高まっているほか、輸送途
中で人為起源の大気汚染物質を取り込んで長距離輸送している可能性が示唆されている。
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●高山性植生・亜高山性植生
高山帯あるいは亜高山帯に生育する植物からなる植生のこと。石川県ではおおむね、標高２，４００mから上部を高

山帯とし、代表的な植生は、ハイマツ群落やハクサンコザクラ、クロユリなどからなる高山植物群落など。亜高山
帯は、それ以下１，６００mまでの間で、代表的な植生としてダケカンバやオオシラビソ林、高茎草原などがある。

●高集積熱電モジュール
小型化したいくつもの熱電素子（熱を電気に変換する素子）を一台の部品に組み立てることで、高出力の電力が

得られる廃熱回収装置。

●コージェネレーションシステム
発電と同時に発生した熱も利用して、冷暖房や給湯等の熱需要に利用するエネルギー供給システムのこと。電気

と熱を利用するので燃料が本来持っているエネルギーを有効に使うことができる。

●小型家電リサイクル法
携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電を適正に処理し、金や銅、レアメタルなど役に立つ貴重な金属資源を

回収して有効活用することを目的にした法律で、小型家電の再資源化を行う事業者の認定制度などを柱としてい
る。平成２５年４月から施行された。

●国際生物多様性年
国連で採択・決議された国際年の一つで、２００６年にブラジルのクリチバで開催された生物多様性条約COP８の勧

告を受けて、同年の第６１回国連総会において２０１０年は「国際生物多様性年」と決定された。生物多様性条約と「２０１０
年目標」などを周知して生物多様性の重要性についての認識を高め、条約の達成を推進するためのもの。

●国連生物多様性の１０年
世界的に生物多様性の損失に歯止めがかからない現状を踏まえ、２０１０年１０月に開催された生物多様性条約第１０回

締約国会議（COP１０）において、愛知目標の達成に貢献するため、２０１１年から２０２０年の１０年間を「国連生物多様
性の１０年」とすることが勧告され、同年１２月、第６５回国連総会で採択された。

●こどもエコクラブ
（公財）日本環境協会（こどもエコクラブ全国事務局）が全国の幼児～高校生を対象に設立を呼びかけている、

自主的に環境学習・活動に取り組むクラブのこと。２名以上の子供とその活動を支える大人（サポーター）により
構成される。全国事務局又は市区町村が登録の窓口となる。

●固有振動モード
物体が自由な状態で振動するときに現れる固有の振動形式。物体は、構造や内部条件で決まるいくつかの固有振

動数をもっている。

●コンポスト
生ごみや下水汚泥、浄化槽汚泥、家畜の糞尿、農作物廃棄物などの有機物を微生物の働きによって醗酵分解させ

堆肥にしたもの。家庭では、通常、生ごみをコンポスター（プラスチック製やダンボール等）に投入し、時々、上
下を切り返しながら発酵させて作る。コンポスト化により、資源のリサイクルやごみの減量化が期待できる。

●災害廃棄物
台風や地震、水害、大火などの罹災に伴って発生する解体建築物等の廃棄物のこと。災害廃棄物は、一時期に大

量に発生することから、その置場や搬送ルートの確保等市町だけでは対応しきれないため、他の自治体や産業廃棄
物処理業者などと連携した対応が必要となる。

●最終処分場
廃棄物は、資源化または再利用される場合を除き、最終的には埋立処分される。最終処分は埋立が原則とされて

おり、ガラスくず等の安定型産業廃棄物のみを埋め立てることができる「安定型処分場」、有害な産業廃棄物を埋
め立てるための「遮断型最終処分場」、それら以外の産業廃棄物を埋め立てる「管理型最終処分場」及び「一般廃
棄物最終処分場」とに分類される。

●再生可能エネルギー
理論上、永続的に利用することができる再生可能エネルギー源を利用することにより生じるエネルギーの総称。

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマス、波力、潮流等が再生可能エネルギーの代表として挙げられる。

●再造林
人工林を伐採した跡地に人工造林を行うこと。

●在来種
ある地域に古来から自生（存在）していた種のことで、外来種に対する言葉として使われる。「特定外来生物に

よる生態系等に係る被害の防止に関する法律」では、「我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物」を「在
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来生物」と定義している。「石川県における在来種」といった場合も同様の考え方ができるが、過去のどの時点か
ら存在したものとするかによっては外来種にもなり得、またそれが明らかではない種も多いため、外来種との厳密
な区別は難しい。

●里山
都市地域と原生的自然との中間に位置し、様々な人間の働きかけを通じて形成・維持されてきた森林（二次林）

や農地、水路・ため池、草地等で構成される地域のこと。開発による消失や利用されなくなったことによる荒廃が
問題となっている。「里地里山」という場合もある。

●里海
豊かな海の恵みを利用しながら生活してきている人の暮らしと強いつながりのある地域で、自然生態系と調和し

つつ、人手を適切に加えることにより、高い生物生産性と生物多様性の保全が図られている沿岸地域の概念。

●SATOYAMAイニシアティブ
人と自然との共生を目指し、世界的な規模で生物多様性の保全と持続可能な利用・管理を促進するための取組。

日本の里地里山のような人間の営みにより形成・維持されてきた農地や人工林、二次林などの二次的な自然地域を
対象とし、保全と持続可能な利用を進めるもの。環境省が国連大学等の国際機関とともに提唱している。

●SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）
SATOYAMAイニシアティブを世界的に推進するための多様な主体が参画する国際パートナーシップ。

International Partnership for the Satoyama Initiative（IPSI）。２０１０年（平成２２年）１０月に発足。事務局は国連大学
高等研究所。石川県は創設メンバーとして２０１０年より参画。

●SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワーク
国内における「SATOYAMAイニシアティブ」の推進組織。２０１３年（平成２５年）９月に発足し、石川県が福井

県とともに共同代表に就任。

●里山保全再生協定
里山が有する生物の多様性や良好な景観などの公益的機能を維持していくために、ふるさと環境条例に定められ

た制度のこと。里山の所有者と里山活動団体が締結した協定を県が認定し、活動の支援を行う。

●産業廃棄物
廃棄物処理法により定められた、事業活動に伴って発生する２０種類の廃棄物のこと。

●酸性雨、酸性雪
化石燃料の燃焼により大気中に放出された硫黄酸化物や窒素酸化物、大気中で生成された硫酸、硫酸塩、硝酸塩

などが雨滴に取り込まれ、pHが低下し、地上に落下した雨等をいう。汚染がない場合でも二酸化炭素により通常pH
５．６前後を示すが、pH４以下を記録することもまれではない。

●酸性降下物
酸性霧や酸性雪も含めた湿性降下物（いわゆる酸性雨）と非降水時におけるガス状物質や粒子状物質による乾性

降下物を含めた酸性の降下物全体を意味する言葉である。一般には、酸性雨と同じ意味で使われることが多い。

●CSR（企業の社会的責任）
CSRとは、Corporate Social Responsibilityの略 企業は利益を上げるのはもちろん、企業倫理や法令を守り、社

会貢献や環境対策などの面でも一定の責任を果たさないと地域社会などから孤立し、存続すら危うくなるという考
え。

●COD（化学的酸素要求量）
Chemical Oxygen Demandの略 水中の汚濁物質（主として有機物）を酸化剤で化学的に酸化した際に消費され

る酸素の量をmg／ℓの単位で表したものをいう。数値が高いと、有機物が多いことを意味し、汚染されているこ
とを示す。海や湖沼の水質の指標として用いられる。

●色素増感型太陽電池
酸化チタンなど金属酸化物の表面に色素を吸着させた負極と、白金などの正極の間にヨウ素溶液などの電解液を

充填した太陽電池。高性能で資源的に制約がなく、安価に製造できる可能性があり、次世代型の太陽電池として注
目されている。

●ジクロロメタン
塩素を含む有機化合物で、常温で無色の液体。不燃性で物を良く溶かす性質を持ち、また、沸点が４０℃と低いこ

とから、フロン１１３などに代わる洗浄剤として、金属部品や電子部品の加工段階で用いた油の除去などに広く使わ
れているが、毒性があるため、大気や水質、土壌の環境基準が定められている。

●次世代自動車
窒素酸化物や粒子状物質等の大気汚染物質の排出が少ない、または全く排出しない、燃費性能が優れているなど
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の環境にやさしい自動車のこと（燃料電池自動車、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、プラグイ
ンハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車など）。

●自然解説員
一般的には、自然観察会などにおいて生物や自然の仕組みなどを解説する指導者のこと。石川県では、昭和５７年

に自然解説員養成講座を開催して以来、講座修了生が「石川県自然解説員研究会」を結成し、白山をはじめ県内各
地で自然解説活動を行っている。

●自然環境保全地域
すぐれた天然林が相当部分を占める森林や保護すべき植物の自生地、野生動物の生息地等を保存するために、自

然環境保全法又は県条例に基づいて指定した地域。石川県には、条例に基づく７つの地域が指定されている。

●自然系からの流出水
農地や山林、市街地からの流出水のこと。閉鎖性水域に汚濁負荷を与える排出水や流出水は、自然系からの流出

水の他に、家庭からの排水（生活系）、工場・事業場からの排水（事業系）、畜産からの排水（畜産系）などに分類
されている。

●自然公園
自然の美しい景観地を保護しつつ、その中で野外レクリエーションや休養、自然教育の場として利用することを

目的に、自然公園法または県条例に基づいて指定された公園。石川県には、１つの国立公園と２つの国定公園、５
つの県立自然公園がある。

●自然と人との共生
自然環境を保全し、自然に配慮した行動をとることにより、持続可能な自然の利用を図ること。

●持続可能な開発
「環境と開発に関する世界委員会」（委員長：ブルントラント・ノルウェー首相（当時））が１９８７年（昭和６２年）

に公表した報告書「我ら共有の未来（Our Common Future）」の中心的な考え方として取り上げた概念で、「将来
の世代のニーズを満たしつつ、現在の世代のニーズも満たす開発」と定義されている。

●持続可能な開発のための教育（ESD）
Education for Sustainable Development（継続可能な開発のための教育）。人類が将来の世代にわたり恵み豊かな

生活を確保できるよう、気候変動、生物多様性の喪失、資源の枯渇、貧困の拡大等、人類の開発活動に起因する現
代社会における様々な問題を、各人が自らの問題として主体的に捉え、身近なところから取り組むことで、それら
の問題の解決につながる新たな価値観や行動等の変容をもたらし、もって継続可能な社会を実現していくことを目
指して行う学習・教育活動をさす。

●持続可能な開発のための２０３０アジェンダ
持続可能な開発目標（SDGs）を中核とする、持続可能な開発の三つの側面（経済・社会・環境）に統合的に対

応する、２０１６年（平成２８年）以降２０３０年（平成３２年）までの国際目標。先進国・途上国の別なく、全ての国が取り
組むという普遍性が最大の特徴。リオ＋２０で政府間交渉プロセスの立ち上げが合意され、平成２７年９月の国連サミ
ットで採択された。

●持続可能な開発目標（SDGs）
２０１５年９月の国連総会において採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載された２０１６年か
ら２０３０年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、地球上
の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っている。

●指定有害副産物
ふるさと環境条例において、その生成あるいは保管が適正に行われなかった場合に、生活環境の保全や平穏な県

民生活の確保に重大な支障が生じるおそれがある物として指定するもの。

●自動車交通騒音の面的評価
自動車交通騒音による影響を、道路に面する一定地域内の住居等のうち騒音レベルが環境基準を超過する戸数及

び超過する割合により評価する方法。

●自動車排出ガス測定局
交差点、道路端付近など、自動車排出ガスによる大気汚染の影響を受けやすい区域の大気汚染状況を常時監視す

ることを目的に設置された測定局。二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質等を常時測定している。

●自動車リサイクル法
使用済み自動車から出るフロン、エアバック及びシュレッダーダストを回収してリサイクルしたり適正に処分す

ることを自動車メーカーや輸入業者に義務づけ、その費用負担を所有者に義務づけた法律で、平成１７年１月から本
格的に施行された。
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●臭気指数
悪臭の程度に関する値を表す指数のこと。人間の嗅覚で臭気を感知できなくなるまで、気体又は水を希釈した場

合の希釈倍数の対数を１０倍した値で、悪臭防止法に定義されている。

●修景
風景、景観、景色などといわれるランドスケープ（Landscape）を造園的に整備することであり、広い意味で、

風景を美的に整えること。都市公園法では、植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき
山、彫像、燈篭、石組、飛石などを都市公園における修景施設としている。

●循環型社会
天然資源の消費量を減らして、環境負荷をできるだけ少なくした社会のこと。また、水や大気、有機物などの循

環が確保された社会のこともいう。

●循環利用やエネルギー生産
農地や山林などで生産される穀物や野菜、木材などは、二酸化炭素と水を原料として光合成によって生み出され

たものであり、食料や材料、エネルギー資源として利用した後には再び二酸化炭素と水に分解されることから循環
資源ともよばれている。食料や材料の残さや利用後に発生する廃棄物を含め、循環資源を積極的に利用することは、
循環型社会を構築するうえで重要な課題になっている。

●準絶滅危惧
レッドデータブックなどにおけるカテゴリーのひとつで、＜現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化

によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの＞のこと。

●準備書、評価書
準備書は、環境アセスメント手続きのひとつで、方法書に対する意見を勘案、配慮し、評価の項目、調査・予測・

評価の方法を選定して実施した環境影響評価の結果について、知事（市町村長）、住民の環境保全上の意見を聴く
ための準備として作成する文書のこと。評価書は、準備書に記載された内容に対し、知事（市町村長）、住民等の
環境保全上の意見を反映して作成された文書のこと。

●省エネナビ
家庭やオフィスなどでの省エネ効果がひと目でわかるように、消費電力の総量とこれを金額に換算した電力料金

等を表示する機器システムのことで、測定器と表示器から構成されている。オフィス用のシステムでは、事前に設
定した目標電力料金等に対して、現在どのくらい使用したかを「目標達成度（％）」としてリアルタイムで表示す
ることができ、社員の省エネ実践につなげることができる。

●浄化槽
水洗し尿を沈殿分離あるいは微生物の作用による腐敗又は酸化分解などの方法によって処理し、それを消毒し、

放流する施設をいう。水洗し尿のみを処理する単独浄化槽、水洗し尿及び生活雑排水（厨房排水、洗たく排水等）
を一緒に処理する合併処理浄化槽の２種類があるが、浄化槽法の改正等によって、単独浄化槽の新設は禁止されて
いるため、現在では浄化槽といえば合併処理浄化槽を意味するようになっている。

●食品リサイクル
食品製造工程から出る材料くずや売れ残った食品、食べ残しなどの食品廃棄物を減少させたり肥料や飼料などに

リサイクルすること。平成１２年に、生産者や販売者などに食品廃棄物の発生抑制、リサイクル、減量化を義務付け
た食品リサイクル法が制定された。平成１９年には、リサイクルを推進するため、法が一部改正された。

●新エネルギー
再生可能エネルギーのうち、技術的に実用段階にあり普及の拡大を目指して定義されたエネルギーを指す。「新

エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」で定める「新エネルギー等」には、太陽光発電、風力発電に加え、
食品廃棄物や廃材などを発電に利用する「バイオマス」などが含まれる。

●親水空間
水に親しめる空間をさす。都市化の進行により、生物的空間量が減り、かつては河川などがもっていた機能（遊

び場、排水、灌漑、水運、動力源など）の分化・分離が起こり、人と水とが隔てられるようになった。このような
河川などの機能の重複を図り、再び水に親しめる空間の回復が求められるようになった。

●森林認証
世界的な森林減少・劣化の問題とグリーンコンシューマリズムの高まりを背景として生まれた“適切な森林管理”

を認証し、その森林で生産された木材及び木材製品をラベリングする制度のこと。認証とラベリングという市場を
活用する政策手段によって持続可能な森林管理を普及させることを目的としている。

●水源かん養機能
森林は、雨水を地中に浸透させ、徐々に河川等へ流出させることにより渇水や洪水を緩和している。また、水田

に貯えられた水は浸透して地下水となるほか、長い時間をかけて下流の河川に戻される。こういった、水源である
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地下水を豊かにする機能や川の流れを安定させる機能を水源かん養機能という。

●スケルトン・インフィル
集合住宅などにおいて、スケルトン（骨格部分である柱、はり、床、屋根、基礎などの主要な構造部のこと）と

インフィル（間取り、内装、設備など）を分離した方式のこと。スケルトン部分は十分な耐久性や強度を有するよ
うに設計し、インフィルは住まい手のライフステージの変化や居住者の入れ替わりに応じて容易に変更できるよう
に設計する。構造体の寿命を長く、内部空間の自由度を高くし、建物全体としての長寿命化を図ることができる。

●３R
廃棄物をできるだけ出さない社会をつくるための基本的な考え方で、Reduce（リデュース：排出抑制）、Reuse

（リユース：再使用）、Recycle（リサイクル：再資源化）の略称。「循環型社会形成推進基本法」では、廃棄物処理
やリサイクルの優先順位を１）リデュース、２）リユース、３）リサイクルとしている。

●生活環境項目
水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準で指定されている項目で、最も基本的な水質

項目である。pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質、全窒素、全リンの９項目。

●生活排水
家庭のトイレ、台所、風呂、洗濯など、日常生活からの排水のこと。一人が一日に排出する生活排水は２５０リッ

トルに及び、このうち、トイレの排水を除いたものを生活雑排水という。生活排水による一人一日当たりの負荷量
をBODで表すと５８g／人／日で、このうち、約７０％（４０g）が生活雑排水による負荷である。

●生態系
地域の環境を構成する、水、大気、土、太陽の光、そしてこれらに支えられて生きるすべての動植物といった要

素が複雑に関係しあって成り立つ自然のしくみのこと。

●生物多様性
地球上には、３千万種を超える生物種が存在するとされ、それらが様々な環境と結びついた多様な生態系を形成

している。このような種や生態系、遺伝子の多様さを生物多様性といい、自然環境の保全上、極めて重要な要素の
一つである。

●生物多様性国家戦略
生物多様性条約第６条に規定されている生物多様性の保全と持続的利用のための国家的戦略あるいは計画のこと

で、締約国はその状況と能力に応じて作成することとされている。日本では、１９９５年１０月に、政府の生物多様性保
全の取り組み指針として「地球環境保全に関する関係閣僚会議」が決定した。なお、２００２年３月に全面的に改定さ
れ、「新・生物多様性国家戦略」が策定され、更に２００７年１１月に「第３次生物多様性国家戦略」、２０１０年３月に「生
物多様性国家戦略２０１０」、２０１２年９月に「生物多様性国家戦略２０１２－２０２０」が策定された。

●生物多様性国家戦略２０１２－２０２０
生物多様性国家戦略２０１２－２０２０は、生物多様性条約第１０回締約国会議（COP１０）において採択された愛知目標

の達成に向けた我が国のロードマップを示すとともに、平成２３年３月に発生した東日本大震災を踏まえた今後の自
然共生社会のあり方を示すことを目的に、「生物多様性国家戦略２０１０」を見直し、策定された。
第１部では、おおむね２０２０年までに重点的に取り組むべき施策の大きな方向性として、「５つの基本戦略」を提

示したほか、第２部では、新たに、愛知目標と同様に、５つの戦略目標毎に我が国の国別目標（計１３目標）を設定
し、愛知目標の達成に向けたロードマップが追加されたほか、第３部では、ロードマップの実現に向けた約７００の
具体的な施策と、施策の達成状況を分かりやすいものとするため、５０の数値目標と、その現状値が記載されている。

●生物多様性自治体ネットワーク
生物多様性自治体ネットワークは、自治体が相互に生物多様性の保全や持続可能な利用に関する取組や成果につ

いて情報発信を行うとともに、「国連生物多様性の１０年日本委員会」の構成員として他のセクターとの連携・協働
を図り、もって２０１０年（平成２２年）の第１０回生物多様性条約締約国会議（COP１０）で採択された愛知目標の実現
に資することを目的として、２０１１年（平成２３年）１０月に発足。

●生物多様性条約
１９９２年にリオ・デ・ジャネイロ（ブラジル）で開催された国連環境開発会議（地球サミット）で採択された条約
のひとつ。翌１９９３年に発効となった。この条約では、生物の多様性を「生態系」、「種」、「遺伝子（ゲノム）」の３
つのレベルで捉え、生物多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正な
配分を目的としている。

●生物多様性条約締約国会議
生物多様性条約を締約した国々が概ね２年ごと集まり、地球上の多様な生物の保全を図ることなどを目的とし

て、各種の国際的な枠組みを決定する環境分野では世界トップクラスの国際会議のことである。
第１０回会議（COP１０）が、２０１０年１０月名古屋において開催され、遺伝資源の取得と利益配分に関する「名古屋

議定書」や生物多様性の損失を止めるために達成すべき２０の目標からなる「愛知目標」の採択など、多くの成果が
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収められた。第１１回会議（COP１１）は、２０１２年１０月にインド（ハイデラバード）で開催された。なお、COPとは
（Conference Of the Parties）の略

●世界農業遺産（GIAHS : Globally Important Agricultural Heritage Systems）
世界農業遺産は、社会や環境の変化に適応しながら何世紀にもわたり持続し、形づくられてきた農業上の土地利

用、伝統的な農業とそれに関わって育まれた文化、景観、生物多様性に富んだ世界的に重要な地域を次世代へ継承
することを目的として、平成１４年、国連食糧農業機関（FAO）が開始したプロジェクト。

●積算線量
一定期間の放射線の量を積算して測定される線量。測定には、TLD（熱ルミネセンス線量計）等が用いられて

いる。

●ZEH
net Zero Energy Houseの略称で、基準一次エネルギー消費量から２０％以上の省エネルギーを図ったうえで、太

陽光発電等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅。
〈ZEHの種類〉 ZEH ：省エネ２０％以上と創エネにより、年間エネルギー１００％削減

Nearly ZEH ：省エネ２０％以上と創エネにより、年間エネルギー７５％～１００％未満削減
ZEH Oriented ：省エネ２０％以上（創エネなし）

●絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類
レッドデータブックなどにおけるカテゴリーの名称のこと。「いしかわレッドデータブック」は、環境省のカテ

ゴリーの定義を準用しており、絶滅危惧Ⅰ類は＜現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生
での存続が困難なもの＞、同Ⅱ類は＜現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅
危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの＞として、それぞれ定性的・定量的要件を定めている。

●ZEB
net Zero Energy Buildingの略称で、消費するエネルギーを削減し、使用するエネルギーは自ら生産することに

より、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した建築物。

●ZEB Ready
net Zero Energy Building Readyの略称で、再生可能エネルギーを除き、省エネ技術で基準一次エネルギー消費

量（断熱使用、設備毎等により定められる標準的な一次エネルギー消費量で、省エネルギー基準は２０１６年）を５０％
以上の削減を実現している建築物。

●セル
太陽光発電パネルを構成している個々の太陽電池。

●線量当量
放射線の種類によって生物への影響が異なるため、その種類の区別をなくし影響度合いのものさしをひとつにし

た指標。単位は、シーベルト（Sv）。

●ダイオキシン類
ポリ塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナーポリ塩化

ビフェニル（コプラナーPCB）の総称。通常、環境中に極微量に存在する有害な物質。人の生命及び健康に重大な
影響を与えるおそれがある物質であることから、平成１２年１月「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行され、廃
棄物焼却炉などからの排出規制が行われている。

●多自然川づくり
治水上の安全性を確保しつつも、生物の良好な生息・生育環境をできるだけ改変しない、また、改変せざるを得

ない場合でも最低限の改変にとどめる、とする自然環境に配慮した河川工事のこと。具体的には、種の多様性が確
保できる河川環境の保全・復元、河川の上下流方向や横断方向等の連続性のある環境の確保、その川に相応しい生
物の生息・生育環境の保全・復元等を目標としている。

●WECPNL（加重等価平均感覚騒音レべル）
Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Levelの略で、航空機騒音測定、評価のために考案されたもの

で航空機騒音の特異性、継続時間の効果、昼夜の別等も加味した騒音のうるささの単位である。なお、平成２５年度
から環境基準の基準値がWECPNLからLdenに変更となる。

●単純焼却施設
容積を減らすことのみを目的に、ごみを燃やす施設のこと。これに対し、近年、ごみを焼却する際に発生するエ

ネルギーから電力や熱を有効利用する、熱回収施設への転換が図られている。また、ごみ処理の広域化により効率
的・効果的な収集・保管・焼却を目的としたRDF（ごみ固形燃料）専焼炉も導入されている。
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●単独浄化槽
水洗トイレの汚水（し尿）のみを沈でん分解あるいは微生物の作用による腐敗又は酸化分解等の方法によって処

理した後、消毒、放流する施設をさす。平成１３年度以降は、製造及び設置は禁止されている。

●地球温暖化
人間活動の拡大により二酸化炭素などの温室効果ガスの濃度が増加し、地表面の温度が上昇すること。

●地球温暖化対策計画
地球温暖化対策の推進に関する法律第８条に基づき、総合的かつ計画的に地球温暖化対策を推進するため、温室

効果ガスの排出抑制・吸収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関する具体的事項、目標達成のために国・地
方公共団体が講ずべき施策等について国が定める計画。平成２８年５月１３日に閣議決定され、２０３０年度に２０１３年度比
２６％削減するという中期目標の達成に向けた道筋を明らかにするとともに、長期的目標として２０５０年までに８０％の
温室効果ガスの排出削減を目指すことを位置付けられた。

●地産地消
県内で生産される農林水産物を県内で消費すること。地産地消によって、農林水産物の移動にともなうエネルギー

の削減、ごみの減量化などさまざまな環境保全効果がある。

●窒素酸化物（NOx）
窒素酸化物は、主として石油やガス等、物の燃焼に伴って発生する気体で、その発生源は工場、自動車、家庭等、

多種多様である。燃焼の過程では、大部分が一酸化窒素（NO）として排出されるが、これが徐々に酸化され二酸
化窒素となる。環境基準は二酸化窒素について定められている。窒素酸化物は人の健康に影響を与えるだけでなく、
光化学オキシダントの原因物質のひとつである。

●中間処理
汚泥の脱水、廃プラスチック類の焼却、コンクリート固形化等最終処分に先立って行われる人為的な処理をいう。

●中山間地域等直接支払制度
中山間地域の中でも、傾斜が急であるなど生産条件が特に不利な農地で、集落等での申し合わせに基づき生産活

動を行う農業者に対し交付金が支払われる制度で、耕作放棄の発生抑制や多面的機能の維持を目的として、平成１２
年度に国で創設された。

●DO（溶存酸素）
Dissolved Oxyenの略で水中に溶存している酸素の量を示す。溶存酸素が不足すると、水は嫌気性状態となり、

嫌気性細菌により硫化水素、メタン等が発生し、悪臭の原因となることがある。

●天然資源
天然に存在する有用物で、採取加工して生産や生活に利用し得るもの（土地、水、化石燃料、埋蔵鉱物、森林、

水産生物）のこと。このうち、水、森林、水産生物のように繰り返し利用可能な資源を再生可能資源、化石燃料、
埋蔵鉱物のように使えばなくなる資源を枯渇性資源ともいう。

●特定外来種
ふるさと環境条例では、「特に生態系に著しく支障を及ぼしていると認められる国内又は国外から持ち込まれた

動植物で、知事が定めるもの」と規定している。また、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法
律では、「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することになる生物」を
「特定外来生物」と定義している。

●特定施設
水質汚濁、騒音、振動等の公害を防止するために各種の規制法は、「特定施設」という概念を設けている。水質

汚濁防止法では「有害物質又は生活環境項目として規定されている項目を含む汚水又は廃液を排出する施設」、騒
音規制法では「著しい騒音を発生する施設」、振動規制法では「著しい振動を発生する施設」をいい、政令でその
種類、規模等が定められている。なお、大気汚染防止法では、「ばい煙発生施設」、「一般粉じん発生施設」などと
して定められている。

●特別管理廃棄物
一般廃棄物および産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれのあ

る廃棄物をいい、特別管理一般廃棄物および特別管理産業廃棄物に区分される。

●トップランナー方式
電気製品などの省エネ基準や自動車の燃費・排ガス基準を、市場に出ている機器の中で最高の効率のレベルに設

定すること。日本では、１９９９年４月に施行された「改正省エネ法」において導入された。改正省エネ法では、この
基準に達していない製品を販売し続ける企業は、ペナルティーとして社名と対象製品を公表、罰金を科されること
になった。
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●内分泌かく乱化学物質
環境ホルモンに同じ。

●二酸化炭素の吸収源や貯蔵庫
二酸化炭素を吸収して蓄える森林や海洋などをさしていう。科学的な議論では海洋の吸収量が問題になるが、政

策的な議論としては森林のそれがメインとなる。京都議定書では、一定の条件を満たす活動から得られる吸収・排
出量に限って当該国の削減量・排出量に算入できることになった。

●二次的自然
元々あった自然に人が手を加え、改変することによって成立した自然環境のこと。里山は代表的な二次的自然の

地域であり、雑木林は一般的に原植生である常緑広葉樹林を伐採して創出した二次林である。

●二輪車リサイクル制度
二輪車製造事業者等が、自主的な取り組みとして廃棄二輪車について指定引取窓口、処理・リサイクル施設を設

置し、リサイクルシステムの運用、管理を行うシステム。新たに販売する車両に二輪車リサイクルマークを付けて
販売する。国内メーカー４社を中心としたリサイクルスキームが２００４年１０月から稼働している。

●農業集落排水
農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水、汚泥又は雨水を総称して農業集落排水という。農業集落排水施設

は、農業集落排水を処理する施設であり、施設の整備は、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持、
農村生活環境の改善、公共用水域の水質保全に寄与している。

●パーク・アンド・ライド
都心部への自動車の乗り入れを規制したり、有料化したりして、従来都心部まで自動車を乗り入れていた通勤者

等が、自宅の最寄り駅に近接した駐車場に駐車し、そこから都心部へは公共の鉄道やバスなどで移動するよう誘導
するシステム。金沢市では、自家用車を利用した県外からの観光客や金沢都市圏から中心部への通勤者を対象とし
たパーク・アンド・ライドシステムが実施されている。

●ばい煙
燃料その他物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い、工場の煙突から排出される硫黄酸化物、ばいじん及び窒

素酸化物等の有害物質をいう。

●ばいじん
物の燃焼によって生じたすす等の固体粒子を総称したものをいう。

●バイオ処理
微生物を使って有機性の汚水や廃棄物を浄化処理すること。重油などで汚染された土壌などを浄化処理すること

もバイオ処理とよばれる。食品・農業分野においては、バイオ処理による食品廃棄物等の飼肥料化やアルコール発
酵、メタン発酵などによる燃料化などの技術が開発されている。

●バイオマス
再生可能な生物由来の有機性の資源で化石資源を除いたもの。廃棄物系バイオマスとしては、農作物廃棄物、古

紙、家畜排せつ物、食品廃棄物、建設発生木材、下水汚泥などがある。主な活用方法としては、農業分野における
飼肥料としての利用や汚泥のレンガ原料としての利用のほか、燃焼による発電、燃料化などのエネルギー利用など
もある。

●パリ協定（温対）
２０１５年末にフランス・パリで開催された気候変動枠組条約第２１回締約国会議（COP２１）において採択された、
全ての国に適用される２０２０年以降の気候変動対策に関する新たな法的枠組み。長期目標として２℃目標の設定、全
ての国が温室効果ガス削減目標を５年ごとに提出、更新すること、市場メカニズムの活用、適応計画プロセスと行
動の実施、先進国が引き続き資金を提供することと並んで途上国も自主的に資金を提供することなどを決定してい
る。

●ハロン
フルオロカーボン（フッ素と炭素の化合物）のうち臭素を含むもの。対流圏では安定で寿命が長いが、成層圏に

達すると分解して臭素原子を放出する。成層圏の臭素は、塩素に比べて１原子当たり３０～１２０倍のオゾン層破壊力
があると考えられている。ハロンは消火設備に用いられてきたが、１９９４年に製造が禁止され、回収、再利用による
管理がなされている。

●PRTR法
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」のこと。法では、対象となる化

学物質を製造・使用・排出している事業者は、環境中への排出量と廃棄物処理のために事業所の外への移動量を把
握し、その結果を都道府県を経由して国に届出し、国はその集計結果を公表する制度である。なお、PRTRは、環
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境汚染物質排出・移動登録（Pollutant Release and Transfer Register）の略。

●BOD（生物化学的酸素要求量）
Biochemical Oxygen Demandの略、水中で比較的分解されやすい有機物が、微生物によって酸化分解されると

きに消費される酸素の量をmg／ℓの単位で表したもので、通常２０℃で５日間の消費量をいう。数値が高いと、有
機物が多いことを意味し、汚染されていることを示す。河川の水質の指標として用いられる。

●PCB使用製品
ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油若しくはポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、

付着し、若しくは封入された製品をいう。

●PCB廃棄物
ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、

若しくは封入された物が廃棄物となったものをいう。

●ビオトープ
ビオトープとは、生物を意味する“Bio”と場所を意味する“Tope”を合成したドイツ語であり、直訳すれば「生

物生息空間単位」となり、「野生生物の生息空間」とも訳されるが、一般的には、人為による擬似的な生物生息環
境という意味で使われることが多い。

●ビジターセンター
自然公園等を訪れる利用者に対し、その公園等の自然（地形、地質、動植物など）や人文（歴史、文化など）に

ついて、模型、標本、映像、写真、図表などにより展示・解説するとともに、利用施設や興味対象などの利用情報
を案内する施設のこと。

●微小粒子状物質（PM２．５）
大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が２．５µmの粒子を５０％の割合で分離できる分粒装置を用いて、

より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
粒径が小さく肺の奥深くまで入りやすい上に、様々な有害物質が吸収・吸着されていることから、呼吸器や循環

器疾患、肺がん等の健康への影響が懸念されている。

●漂着ごみ
四方を海に囲まれている我が国の海岸では、近隣諸国で排出・投棄された廃棄物が大量に打ち上げられ、環境問

題としてクローズアップされている。種類別では、ペットボトルなどのプラスチック類が全体の７割を占め、次い
で、ドリンク剤などのビンや缶、発泡スチロール製のブイなどの漁具が多い。最近では、注射器や医薬品の入った
ガラス容器などの医療廃棄物も見つかり、有害物質による海岸汚染が懸念されている。

●V２H（Vehicle to Home）
電気自動車を災害時の非常用電源として活用できる設備。
「建物から電気自動車への充電」と「電気自動車から建物への給電」ができる。

●富栄養化
湖沼、内湾のような閉鎖水域では、流入河川中に含まれる窒素、リンなど水生植物の栄養素が蓄積するようにな

り、その結果水中の生物生産性が増大する現象のことを富栄養化という。本来は自然に進行するものであるが、近
年の急激な開発、人口の集中等により進行が加速され、藻類の異常発生などが見られるようになった。溶存酸素の
欠乏、色度、臭気の増加、溶解性有機物の増加等により水質が悪化し上水道、水産業、農業などに多くの被害をも
たらすことがある。

●フォレストサポーター
森林ボランティア活動を主体的に推進できる一定の知識と技術を持ったリーダーのこと。石川県では、森林・林

業等に関する講習会や、植樹・間伐等を適切に行うための体験作業等の「フォレストサポーター養成セミナー」対
象行事に参加し、一定要件を満たした者をフォレストサポーターとして、認定書を発行している。

●浮遊粒子状物質
SPM（Suspended Particulate Matter）ともよばれ、大気中に浮遊する粒子状の物質（浮遊粉じん、エアロゾル

など）のうち粒径が１０µm以下のものをいう。SPMは、大気中に長時間滞在し、肺や気管などに沈着して高濃度で
呼吸器に影響を及ぼすといわれており、SPMの発生源は、工場などから排出されるばいじんやディーゼル車の排
出ガス、それにNOx、SOxといったガス状物質が大気中で化学反応を起こして粒子となった二次生成粒子などの人
為的発生源によるものと、土ぼこりや海水の飛沫など自然発生源によるものがある。
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●ふるさと環境条例
正式には、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」という。平成１６年４月に施行された。それまであった環境

保全に関する個別分野の条例を整理・統合・再構成し、そこに新たな環境課題に対する施策を盛り込んで体系化し
たうえで、循環的改善（PDCAサイクル）の考え方に基づく施策の推進手法を組み込んだ総合的な環境関連の条例。

●フロン類
炭素に塩素・フッ素の原子が結びついた化合物であるクロロフルオロカーボン（CFC）のほか、ハイドロクロ

ロフルオロカーボン（HCFC）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）の総称である。用途は、エアコンの冷媒、エ
アゾル製品の噴霧剤、電子部品の洗浄剤、ウレタンの発泡剤等多岐にわたるが、CFC、HCFCは成層圏でオゾン層
を破壊し、紫外線量が増加することで、皮膚がんや白内障の発症、植物の生育への影響が懸念されているため、製
造や輸入等が制限され、また、回収や破壊が義務付けられている。

●粉じん
物の破砕、選別そのほかの機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

●ふんわりアクセルeスタート
普通より少し緩やかな「やさしい発進」を分かりやすく表現した、アクセルの操作方法のことをいう。最初の５

秒で２０km／hくらいのペースが目安。ふんわりアクセルeスタートを実践すると、燃費が概ね１０％程度改善される
と見込まれている。

●pH（水素イオン指数）
水素イオン濃度を表す指数で、pH７が中性で、これが７よりも小さくなれば酸性が強くなり、大きくなればア

ルカリ性が強くなる。

●閉鎖性水域
外部との水の交換が少なく、地形的に閉鎖された湖沼、内湾、内海などを閉鎖性水域という。閉鎖性水域では流

入してくる汚濁負荷が、外部へ流出しにくいため、水域内に蓄積する。大都市や工業地帯に面している閉鎖性水域
では水質汚濁が著しく、富栄養化も進行している。

●Bq（ベクレル）
放射能の強さを表す単位。１秒間に１個の原子核が崩壊するときを１ベクレルという。

●ベンゼン
水に溶けにくく、各種溶剤と混合し良く溶ける。常温常圧のもとでは無色透明の液体で独特の臭いがあり、揮発

性、引火性が高い。大気汚染、水質汚染、土壌汚染に係る環境基準が定められている。かつては工業用の有機溶剤
として用いられていたが、現在は他の溶剤に替わられている。自動車用のガソリンに含まれ、自動車排出ガスから
も検出される。

●保安林
水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成など特定の公共目的を達成するため、森

林法に基づいて一定の制限が課せられている森林のことで、農林水産大臣または都道府県知事が指定する。保安林
には、水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備、なだれ防止、保健など１７種類がある。

●方法書
方法書は、環境アセスメント手続きにおいて、事業者が対象事業に係る環境影響評価の項目、調査・予測・評価

を行う方法について、知事（市町村長）、住民の意見を求めるため作成する文書のこと。

●保健休養林施設
県民が森林のもつすぐれた自然環境との接触を通じ、健康でうるおいのある生活ができるよう、地方自治法の規

定に基づいて設置されている休養林施設のこと。県内には、石川県森林公園や石川県県民の森など３施設が設置さ
れている。

●ほ場
農作物を栽培する田畑のこと。ほ場整備は、農地の区画整理を中心に、農業用水路、農道など農業生産基盤の面

的な改良を一体的に行う事業をいう。土地改良法が改正され、「環境との調和への配慮」が事業の実施原則となっ
たことから、生態系に配慮したほ場整備が各地で行われている。

●マイバッグ
レジ袋（消費者が商品を持ち帰るために商店が配布するプラスチック製の袋）を受け取らず、ごみを減らすこと

を目的として持ち歩く、買い物用の再使用できるバッグ。

●マニフェスト
産業廃棄物の排出事業者が処理を委託する際、不法投棄の防止や適正処理の確保を目的に使用する。複写式伝票

を使用する産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又はパソコン等を利用する電子マニフェストのいずれかの使用が
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義務づけられている。
電子マニフェストには事務処理の効率化や法令遵守の確保等のメリットがあることから、国では電子マニフェス

トの普及を２０１６年度までに５０％とする目標を設定している。

●水環境の保全
水は、大気の水蒸気⇒雨⇒地上⇒土壌水や地下水⇒河川⇒海⇒大気の水蒸気という循環をしていて、地球全体で

みれば決して減らないが、特定の地域において、水のかん養力の低下や過剰な水利用、水質汚濁などによって水循
環が乱され、適正な利用ができなくなることがある。動植物の生息環境として重要な水辺環境の保全も含めて、良
好な水循環を確保していくために水量の確保や水質浄化を図っていくことを「水環境の保全」という。

●水資源賦存量
水資源として、理論上、最大限に利用可能な量であり、降水量から蒸発散によって失われる量を引いたものにそ

の地域の面積をかけ算して算出する。我が国の水資源賦存量は約４，２００億m３、一人当たりでは約３，３００m３で、世界
平均の２分の１以下である。さらに、我が国は地形が急峻で河川の流路延長が短く、降雨は梅雨期と台風期に集中
するため、水資源として利用されないまま海に流出しやすい。

●木質バイオマス資源
木材など植物系の生物由来の資源を意味する。植物は温暖化ガスである二酸化炭素を吸収し成長するため、木材

等を石炭、石油などの化石燃料の代替エネルギー源として用いれば、飛躍的に二酸化炭素の発生量を減らすことが
できる。最近では、木質バイオマスのエネルギー源としての利用を促進するため、燃焼技術の開発、燃焼方法、ガ
ス化などの研究が進められている。

●モニタリング
追跡調査のことで、環境アセスメントなどでもよく使用されるが、生物多様性では、気候変動などによる生物構

成種の推移、人間活動による生物への影響などを長期間にわたり調査すること。生物多様性条約においても、重要
生物種などの特定（Identification）と人間活動による影響の監視（Monitoring）などを規定している。生物モニタ
リングに当たっては、通常、特定の地点（定点）で、環境変化を受けやすい代表的な生物など特定の生物種（指標
種）を、毎回同じ調査手法で、長期にわたり調査して、その変化を把握する。

●藻場
藻場とは、一般的に大型底生植物（海藻・海草）の群落をさす言葉であり、魚介類の産卵場や餌場となるなど、

浅海域の生態系として重要な役割を果たしている。

●野生鳥獣
野生に生息している動物（野生動物）のうち、哺乳類又は鳥類をさす。近年、シカ、イノシシを中心とする一部

の鳥獣の生息数の増加、分布の回復・拡大による農林水産業等への被害が課題となっており、一方で絶滅のおそれ
のある野生鳥獣が存在し、生物多様性の保全の観点から関心を集めている。

●有害大気汚染物質
大気汚染防止法において「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因

となるもの」とされている物質のこと。大気中の濃度の低減を急ぐべき物質（指定物質）として、ベンゼン、トリ
クロロエチレン、テトラクロロエチレンが取上げられ、工場・事業場からの排出抑制対策が進められている。

●有害鳥獣
農林水産業への被害や生活環境の悪化をもたらしたり、そのおそれがある鳥獣。

●容器包装リサイクル法
正式には、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」で、１９９５年に制定された。容器包装

ごみのリサイクルを製造者に義務づけ、消費者には分別排出を義務づけ、市町村は分別収集の責任を負い、３者の
役割分担により容器包装のリサイクルを促進することを目的としている。

●ライフステージ
人間の一生で過ごす幼年期、少年期、青年期、壮年期、老年期の五段階のこと。一般には、幼年期は就学以前の

幼児の年代を、少年期は小・中学生の年代を、青年期は高校生から３０歳代の年代を、壮年期は４０歳代・５０歳代の年
代を、老年期は６０歳代以上の年代をさす。

●ラムサール条約
「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」が正式名で、１９７１年、イランのラムサールで採択

された。国際的に貴重な湿地を各国が登録し、その保全と賢明な利用を図ることが目的で２０１２年３月末現在１６０ヵ
国が加盟、日本国内では片野鴨池をはじめ３７ヵ所が登録されている。

●リサイクル産業
使用済み製品や生産工程から出る廃棄物などを回収し、利用しやすいように処理し、新たな生産やサービスのた

めの原材料として使う産業、または、それに関わる産業全てのこと。リサイクルには、材料をそのまま再利用する
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マテリアルリサイクルと、化学処理によって原料を取り出すケミカルリサイクル、廃棄物を焼却する際のエネルギー
を利用するサーマルリサイクルなどがある。

微量化学物質の汚染等を表す単位
●重さを測る場合 ●濃度を測る場合
kg （キログラム） ppm µg／g １００万分の１
g （グラム） ppb ng／g １０億分の１
mg （ミリグラム） １０－３g （千分の１グラム） ppt pg／g １兆分の１
µg （マイクログラム） １０－６g （１００万分の１グラム） ppq fg／g １０００兆分の１
ng （ナノグラム） １０－９g （１０億分の１グラム）
pg （ピコグラム） １０－１２g （１兆分の１グラム）
fg （フェムトグラム） １０－１５g （１０００兆分の１グラム）




